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１ はじめに 

 

○ 国民の共有財産である電波を用いて事業を行う放送は、公共性及び言論・報

道機関として大きな社会的影響力を有し、様々なステークホルダーからの信

頼を存立の基盤としている。 

○ 今般、民間放送事業者において、広告によって成り立つ民間放送事業の存立

基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させる事案が

生じた。 

○ この点、当該事案に関する第三者委員会の報告書は、「経営陣の人権意識が

低く、人権方針について経営陣のコミットメントが不十分」、 「ステークホルダ

ーへの説明責任を全うしようという意識が決定的に欠落」、「組織の強い同質

性・閉鎖性・硬直性と、人材の多様性に欠如」などと企業のガバナンスの在り

方についてまで指摘するとともに、業界団体である（一社）日本民間放送連盟

（民放連）からは、「民間放送全体に対する視聴者・リスナーやステークホル

ダーの深刻な不信を招いている」との認識が示された。 

○ 放送法 （昭和 25年法律第 132号）は、放送事業者による自主自律を基本と

する枠組みとしているが、これは、放送事業者に対し、自らを律する機会を保

障することにより、放送法の規律が遵守されることが、放送における表現の自

由を確保することとなるとの考え方に基づくものである。 

○ 当該事案は、こうした放送法の枠組みを揺るがすものであり、その背景には、

放送の公共性や言論・報道機関としての社会的責任に対する自覚やガバナン

スの欠如があったと考えられ、国民 ・視聴者から放送業界のガバナンスや自浄

能力に対して厳しい視線が向けられていると考えられる。 

○ このような状況の中、ガバナンスを確保し、時代の変化に即応して経営をア

ップデートしていくことは、一事業者だけにとどまる課題ではなく、放送業界

全体で対応していく必要がある課題である。 

○ 近年、インターネット上での偽・誤情報の問題等が顕在化している中で、放

送が果たすべき社会的役割は一層重みを増していると考えられるが、国民 ・視

聴者の放送に対する信頼を回復するためには、放送事業者・業界全体において、

自主自律を基本とする枠組みを維持しつつ、「健全なガバナンス」を確保する

ための方策を講じ、「放送に携わる者の職責」をバージョンアップし続ける仕

組みが必要である。このため、 「放送事業者におけるガバナンス確保に関する

検討会」が開催され、2025 （令和 7）年 6月から 2026 （令和 8）年 1月まで計
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8回の会合を開催してきた。本取りまとめは、本検討会での構成員その他の関

係団体・省庁からの発表を受けて行った議論・検討の結果を集約し、放送が今

後ともその社会的役割を果たし続けることができるよう取り組むべき事項を

提言するものである。なお、本検討会においては、実効性のある提言を行う観

点から、民放連との対話を重視し、毎回、民放連から検討・取組状況が発表さ

れ、それに対して構成員から意見が表明された。 

○ 本取りまとめで提言した取組が着実に実行されることにより、放送が国民・

視聴者の期待に応えその社会的役割を維持・発展していくことを期待するも

のである。 
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２ 放送事業者におけるガバナンス確保に関する取組の基本的な考え方 

 

（１）取組の目的 

 

放送は、「憲法が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的

に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及される

べきものである」1 とされており、また、近年、インターネット上での偽・誤情

報の問題等が顕在化している中で、放送は、取材や編集に裏打ちされた信頼性の

高い情報発信、「知る権利」の保障、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に

対する相互理解の促進といった社会的役割があり、情報空間における健全性の

確保の点で、放送に対する期待は増している 2。そうした中で、広告によって成

り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の

信頼を失墜させる事案が生じたことを踏まえると、放送がその役割を果たし続

けることができるようにするためには、放送事業者は、個別の番組内容に対して

責任を負うのは勿論のこと、国民 ・視聴者からの信頼及び企業としての持続可能

性の確保が必要であると考えられることから、放送事業者におけるガバナンス

確保の目的を、以下のように整理した。 

 

○ 放送は、憲法が規定する表現の自由の保障の下、国民の知る権利を実質的

に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及さ

れるべきものである。 

○ 放送がこの価値を将来に亘って発揮できるよう、放送事業者は、「放送に

携わる者の職責」を強く自覚し、表現の自由を享有する主体として、時代の

変化に応じ、国民の知る権利に奉仕し続けることが求められる。 

○ このためには、放送事業者の信頼性・放送事業の継続性が確保されなけれ

ばならない。 

○ このことから、放送事業者は、ガバナンス確保に関する取組について、そ

の内容を時代の変化に応じて適時適切に更新しながら、不断に実施するべき

である。 

 

 
1  最高裁平成 29 年 12 月６日大法廷判決 
2   「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（2022 年
8 月 5 日公表）の 19 ページ等を参照。 
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〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・ 何のためのガバナンスであるか考えることが重要。放送事業者は、個別の

番組内容に対して責任を有するだけでなく、自らが信頼に値する組織である

ことも求められる。また、放送の多元性、多様性、地域性という価値を発揮

し続けるため、情報の発信主体としての持続性が重要であり、経営基盤の確

保が必要。 

・ 放送事業者のガバナンス確保については、社会経済一般における主体とし

ての企業のガバナンスの問題と、国民の知る権利に奉仕する公共的なメディ

アである放送を担う主体としての特有のリスクに対するガバナンスや、価値

の発揮に向けたガバナンスの問題の両面がある。 

・ 個社の自主・自律を尊重した形で、放送事業者の使命・役割の持続可能性

を確保するために必要な取組を検討することが必要。 

・ 放送事業には、一般的な事業の役割に加えて、固有の社会的責務があり、

それが報道の自由等の憲法上の観点を通じてガバナンスに反映されていく

のではないか。 

 

（２）取組の対象 

 

２（１）の通り、放送事業者の信頼性・放送事業の継続性の確保が必要である

こと及び本検討会開催のきっかけとなった事案の原因が、主として放送事業者

における人権尊重・コンプライアンス確保に係る問題であったことを踏まえ、本

検討会が提言する、放送事業者におけるガバナンス確保に関する取組の対象を

以下のように整理した 3。 

 

○ 放送事業者におけるガバナンス確保に関する取組の対象としては、一般に

会社法で株式会社に求められるようなガバナンスの確保は前提として、まず

は人権尊重・コンプライアンス確保を中心とし、内部統制、財務、取引適正

化等のガバナンスに含まれる幅広い事項については、他の検討の場での議論

 
3  ガバナンス以外の分野、例えば、個別の放送番組に係る問題については、放送事業者
による自主的・自律的な取組による対応が行われている。具体的には、ＮＨＫと日本民間
放送連盟が自主的に設置した第三者機関である放送倫理・番組向上機構（BPO）が、放送
への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に独立した第三者の立場から迅速・的確に対
応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的として活動している。 
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を踏まえて必要な措置を講ずるほか、業界団体において自主的な取組を推進

するべきである 4。 

○ 人権尊重・コンプライアンス確保のうち、芸能事務所・番組出演者に関す

るものは、本検討会の設置背景となっており、その取組の推進は極めて重要

である。これらの問題については、民間放送事業者だけでなく日本放送協会

（NHK）も取り組む必要があることから、この限りにおいて、NHKと民間放送

の二元体制の下、放送業界全体として取り組むべきである。 

 

〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・ ガバナンスの範囲について、人権・ハラスメントのほか、内部統制、財務

リスク、サプライチェーン全体における取引適正化等、各種のリスクマネジ

メントを含めると広範になるが、優先的に取り組む対象を明確にすべき。 

・ 放送事業者や芸能事務所、番組製作会社における契約形態や取引構造に注

目することが必要。 

・ 番組出演者との関係等におけるガバナンスは、民放だけでなく NHKにも妥

当し得るものであり、民放と NHK のガバナンス体制は異なることに留意し

ながら、NHKについても議論が必要ではないか。 

 

（３）取組の方針 

民間放送事業者は株式会社である以上、まずは自らガバナンス確保の取組を

行うのは当然のことであり、その上で、放送業界全体としての信頼性を確保する

ため、業界団体が積極的な役割を果たすべきであることを確認した。その中で、

業界団体からは、「民放事業者の経営ガバナンスに関するアンケート調査結果」
5 も踏まえて、①民間放送ガバナンス指針の制定及び➁ガバナンス強化活動（民

放連定款の変更、「ガバナンス検証審議会」の設置、ガバナンス向上活動の実施）

を内容とする「民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策（案）」6 が示され、

 
4  例えば、（一社）全日本テレビ番組製作社連盟からは、番組制作に関し、製作会社スタ
ッフの労務管理上の課題、制作予算上の課題などの指摘があったところであり（第 2 回会
合の提出資料２－４を参照）、放送コンテンツの製作取引及び製作環境の適正化に関する
検証・検討会議において検討が行われる予定となっている。 
5  第 4 回会合の資料４－１。  
6  第 5 回会合に提出された資料５－１「民間放送のコーポレート・ガバナンス強化に関
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こうした業界団体の取組姿勢に対しては、一定の評価をするとともに、さらに実

効性や透明性を確保するために必要な事項の指摘を行った。 

また、行政の役割については、 

・特定地上基幹放送局の免許は、業務を維持するに足りる経理的基礎があるこ

とや、基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達の

ために適切であることなどが審査事項とされているが、ガバナンスに関して

は審査事項とはなっていないこと 7、 

・放送法上、放送事業者に対する一般的な報告徴求や立入検査の規定は存在し

ないこと 8 

といった現状に対して、現実に、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基

盤を失いかねないようなガバナンス上の脆弱性が顕在化したことを踏まえれば、

放送事業者・業界団体の取組を基本としつつ、行政としても、放送事業者の健全

な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たすことが適当であることを

確認した。 

以上の議論を踏まえ、放送事業者におけるガバナンス確保に関する取組の方

針を以下のように整理した。 

○ ガバナンス確保に関する取組の実施に当たっては、当然の前提として、表

現の自由や放送事業者の自主自律を踏まえて番組編集の自由を維持するも

のとした上で、一義的には自主自律の下で、実効性のある取組を推進するべ

きである。 

○ 具体的には、ガバナンス確保に関する取組は、まずは事業主体である各放

送事業者が推進するべきである。その取組の内容については、会社の規模、

上場・非上場等の経営体制・経営状況、これらを踏まえたリスク等、各放送

 
する基本的考え方（案）」について、本検討会の議論を踏まえて修正の上、第 6 回会合に資
料６－１－１として提出。  
7  審査事項は電波法（昭和 25 年法律 131 号）第 7 条第 2 項及び下位法令に規定されて
いる。  
8  放送法第 175 条の規定により、総務大臣は放送事業者に対して資料の提出を求めるこ
とができるが、提出を求めることができる事項は、政令（放送法施行令第 8 条）で定める
ものに限定されている。なお、その他に、重大事故の報告（放送法第 113 条）や設備等に
関する報告及び検査（放送法第 115 条）に関する規定はある。 
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事業者の多様な状況 9に応じて最適化し、状況変化を踏まえて適時適切に更

新するべきである。 

○ 他方、このように放送事業者の規模等は多様であり、リソースの限られた

小規模な事業者も多いこと等に鑑みると、放送業界全体としての信頼性を確

保するため、業界団体が積極的に役割を果たすべきである。 

○ これらの放送事業者・業界団体の取組を基本としつつ、行政としても、自

主自律との適切なバランスの中で、経理的基礎に基づく経営基盤の確保や、

基幹放送普及計画に基づく放送の普及・健全な発達 10等の観点から、放送事

業者の自主自律に十分配慮して番組内容等への介入にならない範囲におい

て、放送事業者の健全な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たす

ことが適当である。 

 

〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・ 表現の自由やメディアとしての信頼性の確保の観点からは、自主・自律を

重んじることが重要であり、民放連や個別の放送事業者の自主的なルールに

おいて、会議体やモニタリングの方法、改善プロセス等が整備される中でガ

バナンス確保が実現されるべき。 

・ ガバナンスコードに基づく規律について、まずは自主規制とし、問題があ

るなら公的な仕組みということもあり得る。 

・ 放送事業者は、地上波のキー局から極めて小規模なラジオ局まで様々であ

り、各事業者のリスクに応じた自主ルールやその遵守のための枠組みを整備

することが重要。 

・ 各社が具体的にどのような形で経営に落とし込むのかについては、各社で

千差万別なのが普通ではないか。経営がリスクマッピングをきちんとしてい

るか、コンプライアンスリスクの相対的な大きさをどう認識しているのか示

すことが重要。 

・ 放送事業者の規模、経営状況等が多様である中、自主・自律の考え方の下

で、ガバナンスの実効性をどう確保するかが重要。ガバナンスは基本的には

個社の問題だが、小規模なローカル局や地域のラジオ局等については業界団

体の助言や情報提供が特に求められるのではないか。 

 
9  第 3 回会合の資料３－２「民放連会員社の現況」を参照。  
10  放送法第 91 条第 1 項を参照。  
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・ 放送番組の編集は、放送事業者が自らの責任において行うことを堅持する

ことが重要だが、経営基盤の確保は、総務省による機械的基準に基づいた報

告徴求、指導等の機会の確保も考慮されるべき。なお、番組内容や制作プロ

セスに着目するべきではない。重大なガバナンス違反は経理的基礎に大きく

影響すると想定されるため、そちらで捉えていくことが可能。 

・ 権限濫用のリスクを適切に管理しつつ、ガバナンスの確保について必要に

応じて総務省が権限を行使できる仕掛けを設けておくことには価値がある。 

・ 基幹放送普及計画の「放送の普及及び健全な発達のために適切であること」

に関してガバナンスを見ていくというのは、一つの論点になるのではないか。 

・ 事業の独占性の高い企業においては、制度による規律と外部からのモニタ

リングが備わっているものだが、放送においては経営の自由や放送の自主自

律と、事業の公益性のバランスをどう保っていくかが重要。 

・ 自主・自律の原則の尊重は当然の前提であるが、公益性が害される、ある

いは、公共の福祉に関する問題が生じる場合には、限定的に一定の仕組みを

導入することは考えられる。 

・ 放送の自主自律の重要性、そして、行政は見守るべきという日本民間放送

連盟の意見は理解できるが、一方で、今回の事案は自主的な対応を待つだけ

では不十分という状況判断が背景にある。このため、自主的な取組に全てを

委ねるという結論は難しい。 

・ 放送業界に対する直接の規制が難しく、かつ個社の努力によるガバナンス

の是正を超えたアカウンタビリティを必要とするのであれば、民放連の定款

を改正し、会員社のガバナンス確保を業務に位置付けるという方針以外には

ないのではないか。 

 

（４）取組を進める際の留意事項 

 

その他、本検討会での議論を踏まえ、放送事業者におけるガバナンス確保に関

する取組を進める際の留意事項を以下のように整理した。 

○ 放送事業者が、時代の変化に応じ、国民の知る権利に奉仕し続けられるよ

う、今般明らかになったガバナンスにおける脆弱性を踏まえて、信頼性の向

上、より強固な経営体制の構築や事業の継続性の強化に向けてガバナンスを

確保するべく、一過性のものではなく永続的な取組を実施することが必要で
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ある。 

○ このガバナンス確保に関する取組には、リスク管理として事業活動におけ

るリスクを特定・分析して必要な措置を講ずる面と、リスク管理を行ってい

てもなおリスクが発現した場合の危機対応の面があり、これらの両面につい

て並行して取り組むことが重要である。 

○ 取組の実施に当たっては、各放送事業者・業界団体と行政を含む関係者と

の間において丁寧に対話を重ねるとともに、国民・視聴者やスポンサー等に

おいて、放送の高い公益性・公共性や放送事業者の自主自律等、放送固有の

文脈を踏まえた上での理解が深まるよう、十分に説明責任を果たすことが重

要である。また、外部の視点から取組状況をレビューすることも重要である
11。 

○ また、不祥事等に関する情報を社内関係者の間で適時適切に共有し、各管

理職等の個人ではなく組織として適切に対応するとともに、ステークホルダ

ー等の外部関係者に対して、不祥事等の内容に応じて適切な範囲で早期に情

報開示を行い、透明性を確保することで信頼性を維持することが重要である。

あわせて、社内・社外において通報・相談窓口を構築し、実効的に運用する

ことも重要である。実効的な運用を確保するためには、運用状況を随時フォ

ローすることが必要である。 

○ 放送事業者は、 これらの事項に留意しながら、「放送に携わる者の職責」

を現代的にアップデートする取組としてガバナンス確保に取り組み、時代の

変化に応じてサプライチェーンを含む事業のリスク管理を高度化するとと

もに、説明責任を果たすことによって、報道機関としての信頼性・事業の継

続性を確保する必要がある。 

○ さらに、人権尊重、コンプライアンス確保を中心に取組を進めながら、あ

わせて、新たな事業への展開等、放送の将来像を念頭に置いた前向きな取組

を進め、放送の社会的価値の一層の発揮を図ることが重要である。 

 

〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・ 今回の検討は、業界団体・放送事業者が当事者としてどう向き合うか、立

 
11 例えば、番組審議会が、体制等を踏まえて、実効的な範囲内で一定の役割を果たすこと
も考えられる、また、その前提として、委員選定の透明性や公平性が確保されていること
が重要との意見もあった。 
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ち位置を見つめ直すものであり、信頼性をどう取り戻すかだけでなく、放送

事業者としてのレジリエンスの強化や、攻めのガバナンスも含めて、業界団

体・放送事業者等の関係者の間で継続的に対話を行うことが重要。 

・ 業界団体で適切に考え方を整理し、運用する際に、行政としては、業界団

体の自主的な取組を尊重しながら、連携して取り組むことができればよいの

ではないか。 

・ ガバナンス確保の取組は、今般明らかになった脆弱性を踏まえて、一過性

のものではなく永続的なものとして、より強固な経営体制の確保等に向けて

行われるべきではないか。 

・ 放送の自主・自律を旨として、一義的には業界団体・各放送事業者が自ら

ガバナンス確保に関する取組を推進することについて、業界団体・各放送事

業者は、国民・視聴者に理解されるよう、社会に対して丁寧に説明すべき。 

・ 実効性を確保するためには、情報コストを下げて透明性を上げることが重

要であり、具体的には、（外部のステークホルダーが）必要な情報を取得で

きるような仕組みや、ある組織が情報を開示しない場合に、業界団体や総務

省に対する相談窓口など異なるチャネルでどこかにきちんと情報が届く仕

組みを構築し、これらが実効的に運用されることが重要。 

・ 人権・ハラスメント等の問題が発生した場合に、それを通報・相談する窓

口が社内だけではなく、外部にあることが重要。 

・ 適切な情報開示など、透明性があり、説明責任が果たされることが信頼性

確保の基盤。 

・ コンプライアンスはビジネスを行う際のブレーキというよりは“稼ぎ方”

の問題であり、サステナブルにビジネスを行うためには信頼が重要であるこ

とから、守りの観点よりも、ビジネスを行う際に必要な信頼をつくるのがコ

ンプライアンスだと前向きに説明することも重要。 

・ ガバナンスコードを策定するとして、何のために策定するのかが重要。情

報空間には偽・誤情報が広がる中で、放送事業者には放送番組の編集責任が

あるが、組織自体も信頼性が必要。ローカル局の事業継続性を高め、地域情

報の発信を増加させるという前向きな取組につながることが必要。 
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・ ガバナンスには一般的に、リスクを把握・分析して必要な措置を講ずると

いうリスク管理の面と、リスク管理をしているにもかかわらずリスクが発現

した場合の対応の面がある。 

・ 民放連・各放送事業者が、放送法第１条の「放送に携わる者の職責」を現

代的にバージョンアップする取組と前向きに受け止め、自主自律の下で、報

道機関や表現の主体として取り組むことが重要。 

 

３ ガバナンス確保に関する取組の具体的内容  

前章で整理した基本的考え方をもとに、放送事業者、業界団体、行政において

取り組むべき事項の具体的内容を以下の通り提言する。 

（１）フレームワーク 

○ ガバナンス確保の取組のフレームワークとして、「事案の未然防止」（平時

の取組）と「事案の発生後の対応」に分けて整理するべきである。 

 

（２）事案の未然防止（平時の取組） 

○ ２（３）で述べた通り、民間放送事業者は株式会社である以上、まずは自

らガバナンス確保の取組を行うのは当然のことであり、放送の普及・健全な

発達の観点からも、各放送事業者は、それぞれの経営の規模等に応じて十分

にガバナンス確保のための体制整備を行うべきである 12。 

○ その上で、業界団体は、高い公益性・公共性を有している放送の信頼性を

維持・向上させるために、放送業界全体としてガバナンス強化活動に取り組

むことが必要であり、その方針を国民・視聴者に対して明確に示すとともに、

業界全体の底上げに資するよう、コーポレートガバナンス ・コード 13や他の

 
12 第 3 回会合の資料３－３「職場におけるハラスメント対策について」にある通り、職
場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が定められ
ていることにも留意が必要。 
13 例えば、「コーポレートガバナンス・コード」の基本原則２（上場会社は、会社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をは
じめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分
に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。取締役会・経
営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文
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分野におけるガバナンスコード 14も参考として、放送事業者におけるガバナ

ンス確保のための指針を策定するべきである。また、各放送事業者が実効性

のある具体的な取組を実施することができるよう、当該指針に基づいた取組

の具体例や、取組に当たって留意すべき事項を併せて示すべきである。 

※ 日本民間放送連盟では、本年６月、会員社の人権尊重に関する取組の参

考になるよう「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」を策

定し、ビジネスと人権に関する全体像や、具体的な対応事項・留意すべき

点等をまとめており、今般のガバナンス確保についても、同様の役割を果

たすことが期待される。 

○ なお、業界団体がガバナンス確保に関する指針や取組の具体例、留意事項

を作成する際に参照すべきものを次のとおり整理した。今後、業界団体にお

いて指針等を策定・改正するに当たっては、これを参照するとともに、後述

のフォローアップにおいて、有識者からの意見に配慮することを期待する。 

 

（ⅰ）人権尊重・コンプライアンス確保の徹底 

（指針の例） 

社内だけでなく、番組出演者、取引先等の社外との関係も含め、事

業活動全般において、人権尊重・コンプライアンス確保を徹底するこ

と。 

（取組の具体例） 

・ 人権尊重・コンプライアンス確保に関する取締役会の役割と責任

の明確化 

・ 人権尊重・コンプライアンス確保に関する方針の策定 

・ 社内関係者、番組出演者、取引先等の社外関係者との適切な接遇

方法に関するルールの策定 

 
化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。）は、上場、非上場にかかわ
らず妥当すると考えられる。 
14 例えば、スポーツ界においては、多種多様なスポーツ団体がある中で、不祥事が頻出
していたことを背景として、2019（令和元）年に「スポーツ団体ガバナンスコード」が策
定された（第 3 回会合の資料３－５を参照）。 



13 
 

・ 事案の覚知・上層部への報告・初動等に関するルールの策定 

・ 策定した方針・ルールの運用状況等に関する定期的なレビューの

実施、必要に応じて方針・ルールの改定 

・ 社員一人一人が普段の業務から留意すべき事項や、過去の事案・

再発防止策等に関する研修の実施 

・ 社内からのみならず、社外からも通報可能な相談窓口の整備 

（留意事項の例） 

・ 単に方針やルールを策定するだけでなく、それらが経営陣から現

場の職員まで組織全体に浸透し、日頃の業務において着実に実践さ

れることが必要である。このため、取組状況について自ら日々振り

返るとともに、外部からのレビューも定期的に実施し、これらを踏

まえて随時見直しながら、不断の取組を行うことが重要である。 

・ 番組制作現場等、放送事業者に特有の環境を自覚し、当該環境に

起因するリスクを分析した上で、必要な措置を講ずることが重要で

ある。 

・ 経営陣や管理職が率先して自由闊達で風通しの良い組織風土の醸

成に努め、良くない情報であっても報告・相談しやすい環境を整え

ることにより、事案に関する情報を適時適切に把握し、迅速かつ的

確な対応をできるようにすることが重要である。 

・ 事案発生時の対応については、個々人の能力に委ねることなく組

織として的確に対応できるよう、一定のルールに基づいて対応フロ

ーを整理するなど、客観的な枠組みを整備することが重要である。 

（ⅱ）適切な組織運営の実施 

（指針の例） 

社外取締役や監査役等が実効的に経営を監督する体制を含め、適切

な経営が行われる体制を整備し、十分に機能させることによって適切

な組織運営を実施すること。 

（取組の具体例） 

・ 企業・経営陣が、人権尊重・コンプライアンス確保をはじめガバ
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ナンス確保に責任を果たすことについて、コミットメントを 

社内外に表明 

・ 独立性が担保された社外取締役・監査役の選任、取締役会への出

席・意見陳述等の実効的な活動 

・ 役員の多様性の確保 

・ 取締役会における自由闊達な議論による業務執行の適切な監督 

・ 人権尊重・コンプライアンス確保をはじめとするガバナンス確保

について、人事戦略等に反映 

（留意事項の例） 

・ 体制整備として単に人員を配置するだけでなく、それぞれが求め

られる役割を果たすことが必要である。特に、社外取締役や監査役

が、第三者の視点から適切にモニタリングを行い、その結果を十分

に反映することが重要である。 

（ⅲ）透明性・信頼性の確保 

（指針の例） 

取引先等のみならず、国民・視聴者に対しても、積極的に情報を開

示し、ステークホルダーと対話をし、信頼性を確保すること。 

（取組の具体例） 

・ 企業理念、経営計画、役員構成、財務情報等、経営に関する情報

開示 

・ 人権尊重・コンプライアンス確保等のガバナンス確保の取組に関

する情報開示、ステークホルダーへの丁寧な説明・対話 

・ 事案発生時における迅速かつ的確な範囲での情報開示 

（留意事項の例） 

・ 社内外のステークホルダーと丁寧な対話を重ねながら情報を吟味

して開示し、信頼性の確保に繋げることが重要である。 

（ⅳ）公共性の発揮 
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放送事業者は、「放送に携わる者の職責」を強く自覚し、表現の自由

を享有する主体として、時代の変化に応じ、災害時における命を守る

情報や地域情報の発信等を含め、国民の知る権利に奉仕し続け、健全

な民主主義の発達に貢献すること。 

 

以上のほかに、次のようなことを定めることも考えられる。 

・ 事業環境の変化等に応じ、随時見直しを行う。 

・ 各放送事業者において、事業の規模、経営体制、経営状況等を踏まえ、

ガバナンスに関するリスクを特定・分析し、必要な措置を講ずるととも

に、事案が発生した場合の対応について検討し、必要な措置を講ずる。 

・ 放送の社会的価値の一層の発揮を図るため、経営陣は、新たな事業へ

の展開等、放送の将来像を念頭に置いた前向きな取組を進めることにつ

いて、ステークホルダーとの対話を実施する。 

 

○ 業界団体が策定した指針に基づいて、各放送事業者は、具体的な取組を実

施し、その取組状況を自ら定期的に評価するとともに、その結果を公表する

べきである（アプライ・アンド・エクスプレイン方式 15の採用）。これに当

たって、業界団体は、公表事項等のフォーマットを整備するほか、各放送事

業者の取組状況・評価を取りまとめて確認し、ベストプラクティスの共有や、

日常的な取組に関する助言等を行うべきである。 

○ なお、実効性を確保するためには特に評価が重要であるところ、自己評価

が「お手盛り」にならないよう客観性を担保することが必要である。このた

め、各放送事業者の自己評価や業界団体の確認においては、第三者の意見を

聴き、その結果を反映する仕組みを設けるべきであるほか、後述のフォロー

アップにおいて、有識者も交えて取組状況を確認するべきである。 

○ 芸能事務所・番組出演者との関係における人権尊重・コンプライアンス確

保など放送業界全体として取り組むべきものについては、各放送事業者の個

別の取組に加え、必要に応じて業界団体や NHK などの関係者間で意見交換

を行い、放送業界全体の底上げに資する実効性のある取組を検討すべきであ

る 16。 

 
15  第 2 回会合の資料２－５「上場会社以外を対象とするガバナンス・コード」の 18 ペ
ージを参照。  
16  第 6 回会合の資料６－２「NHK のガバナンス体制とコンプライアンス確保の取組に
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〇 また、放送事業者の健全な事業の継続性を確保するため、基幹放送普及計

画においてガバナンス確保の体制整備に関して規定することを通じて、ガバ

ナンス確保を促進し、放送事業者による自発的な体制整備を確認できるよう

にすることを検討すべきである。ただし、放送事業者の自主自律の観点から、

体制整備を促進することを目的とするものであって、行政が放送事業者の個

別具体的なガバナンス体制について介入することとならないよう慎重に検

討することに留意するべきである。 

 

（３） 事案の発生後の対応 

○ 重大な事案が発生した際は、当該事案が発生した放送事業者が自ら対応す

ることはもとより、業界団体も必要な対応を行うべきである。例えば、当該

事業者に対して、事案の内容や対応の報告を求めることや、助言を行うこと、

事案の内容・性質、対応等に応じて業界団体のルールに基づいて処分を行う
※こと等が考えられる。 

※ 例えば、日本民間放送連盟からの除名については、オリンピック放映権

や著作権処理、キー局からローカル局への番組配信のためのネット回線な

ど、同連盟が一括して対応するスキームが利用不可能となり、事業の継続

性に多大な影響を与えることから、ガバナンス確保に関するインセンティ

ブが生じるため、一定の強度がある処分と考えられる。 

○ 当該事業者や業界団体の対応を見極めた上で、行政としては、放送がその

社会的役割を果たし続けることができるよう、 

・ 収支に大幅な悪化が見込まれるなど経理的基礎が脅かされるおそれの

ある重大な事案の場合には、決算期ごとの事業収支の結果の報告 17を待つ

ことなく、経営基盤の持続可能性を確保する観点から、適時に一定の基準

 
ついて」において、「『出演者の人権尊重のガイドライン』を作成し、NHK…は、番組の制
作にあたって、出演者の人権、人格を尊重し、安全・安心な環境の確保に努めていくとい
う基本姿勢を示している」「主な出演者の方には、こうしたＮＨＫの考えや取り組みに一層
の理解と協力を求めていくようにしようと検討」「NHK としても、ガバナンスの確保は放
送業界全体の問題であると認識しており、放送業界全体の健全性確保に資するよう、取り
組みを進めてまいりたい」と記載されている。 
17  従前より、電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号）第 43 条の 2 第
2 項の規定により、基幹放送局の免許人（NHK 等を除く）は、決算期ごとに事業収支の結
果を報告している。  
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に基づいて当該事案に関する報告の手続を設けるほか、 

・ 現行法においても免許への条件付与は可能とされている 18ところ、当該

事案発生後の対応状況等を踏まえて特に必要な場合には、免許時において、

例えば、経理的基礎が脅かされている状況を解消するのに必要な措置につ

いての報告や実行を求めるといった、経営基盤の持続可能性を確保する観

点から条件を付す 

ことについて、検討を行うべきである。 

○ この際、放送の普及・健全な発達を目的とし、制裁ではなく経営基盤の持

続可能性を確保するためであること、放送事業者の自主自律に十分配慮して

番組内容への介入にならないよう慎重に制度設計することに留意するべき

である。 

 

〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・ ガバナンス確保のための方策は、事案の未然防止と事後対応に分けて検討

すべき。 

・ 広告主にとって放送事業者の信頼性が重要であり、規範性のあるルールに

基づいた取組が行われることで安心してビジネスを進められるよう、ガバナ

ンスコードが策定される場合には、規範性の確保が必要。また、ガバナンス

コードの策定は透明性が重要。  

・ 日本民間放送連盟の除名処分は、ビジネスの継続性に多大な影響があり、

同連盟が定める指針に従って取組を行うインセンティブが生じることから、

十分な強度があるものではないか。 

・日本民間放送連盟の除名が実質的に強い不利益を伴う処分であるとすれば、

除名しないでほしいという要望が強く上がってくること、自社も同じ立場に

なったらというような配慮が働く可能性はある。他方で専門家の発言が実質

的に全てを決めるようになってもよくないし、処罰感情や評判リスクなどが

行き過ぎないようなコントロール、真因に迫った再発防止の確保も重要であ

るため、社外専門家については発言権と専門性を備えた者が適切に事態を把

 
18  電波法第 104 条の 2 を参照。なお、同条第 2 項において、条件は「必要最小限度のも
のに限り、（中略）不当な義務を課することとならないものでなければならない」とされ
ている。  
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握できる工夫が必要である。 

・ 日本民間放送連盟の除名処分に当たっては、視聴者に不当な不利益が生じ

ないよう配慮することが重要。除名処分の実施が放送の普及と健全な発達に

とって本当に有益かどうか慎重に判断する必要がある。 

・  【再掲】 放送番組の編集は、放送事業者が自らの責任において行うこと

を堅持することが重要だが、経営基盤の確保は、総務省による機械的基準に

基づいた報告徴求、指導等の機会の確保も考慮されるべき。なお、番組内容

や制作プロセスに着目するべきではない。重大なガバナンス違反は経理的基

礎に大きく影響すると想定されるため、そちらで捉えていくことが可能。 

・  【再掲】自主・自律の原則の尊重は当然の前提であるが、公益性が害され

る、あるいは、公共の福祉に関する問題が生じる場合には、限定的に一定の

仕組みを導入することは考えられる。この意味で、経理的基礎が脅かされる

おそれのある重大な場合に、一定の基準に基づく報告を求めることや、事案

発生後の対応状況を踏まえ、特に必要とされる場合には免許に条件を付すこ

とは、他の業界と比較しても、憲法上の自由を踏まえた相当に抑制的な措置

といえる。 

・ 総務省への報告の基準について、状況があまりに悪化した際に報告されて

も変化を促すことが難しい場合も想定されることから、早めに色々な情報が

開示され、悪化する前に行動変容されることが望ましい。 

・ 一定の基準の具体化が重要となるため、あまり裁量が発生しないようにし

つつ、公益性が真に害されるような場合には対応できるよう、バランスの取

れた仕組みとすることが必要。 

・ 報告制度は、報告させること自体が目的ではなく、放送の経理的基礎の持

続可能性を担保するための手段として、行政の介入や制裁と捉えられて萎縮

効果が生じないよう、慎重に設計されるべき。また、経理的基礎が失われる

おそれがある場合には改善措置を促す等、インセンティブ設計も併せて必要。 

・ ガバナンスの取組について信頼を確保できる仕組みが重要であるため、審

査等の外部の評価が重要になるのではないか。 

・ 不祥事のあったテレビ局の中では、オンブズマン機能（外部有識者による

チェック）を果たす委員会や放送倫理を考える全社集会等を定期的に開催し

ている例があり、現状でも各局の中で、ガバナンスの実効性を確保するため

の仕組みを検討し、実行しているところがある。 
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・ 有事の対応だけではなく、恒常的な取組が重要。また、監査役が会計監査

に加えて事業監査も十分に行うことをはじめ、各放送事業者が自らモニタリ

ングを行うだけでなく、業界団体においても取組状況をフォローすることが

重要。 

・ 各放送事業者が自ら行うモニタリングについても、外部の第三者の目を入

れることが重要。 

・ ガバナンス確保において重視される事項は時代や環境によって変化する

ため、指針や取組内容を示すガイダンスについて、外部の第三者の目を入れ

ながら継続的にアップデートすることが重要。 

・ ガバナンス確保の体制整備は、放送の普及や健全な発達のための一丁目一

番地の当然の取組である。このため、基幹放送普及計画において、ガバナン

ス上の取組を位置付けることは適当。基幹放送普及計画は基幹放送の普及と

その健全な発達を目的とする中期的な方針であることから、基幹放送の健全

な発達を促進するために、業務の適正性を確保するための必要な体制整備を

計画に明記することは、公共性と放送の健全な発達を旨とする放送法の趣

旨・目的に合致している。 

 

（４）フォローアップ 

○ 先述のフレームワークの実効性について、外部からのチェック機能が働く

よう、官民が連携してフォローアップする仕組みを整備し、必要に応じて取

組の充実等の見直しを行うべきである。 

○ 例えば、フォローアップの仕組みの在り方として、以下のようなものが考

えられる。 

・ 有識者・業界団体・NHK ・行政機関から構成される円卓会議を開催し、必要

に応じて以下をテーマとした情報共有・意見交換を実施。 

 業界団体のガバナンス確保のための指針 

 指針の取組状況、自己評価の概要・客観性確保の状況 

 業界団体の各放送事業者に対する助言等の活動 

 芸能事務所・番組出演者との関係における人権尊重・コンプライアンス

確保など放送業界全体としての取組 

 重大な事案発生時における当該事案の対応の概要 

 これらを踏まえた取組の充実等の見直し 等 
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・ 円卓会議については、透明性や実効性の確保が重要。 

 

〔構成員のこれまでの主な意見〕 

・  【再掲】ガバナンスの取組について信頼を確保できる仕組みが重要である

ため、審査等の外部の評価が重要になるのではないか。 

・  【再掲】事業の独占性の高い企業においては、制度による規律と外部から

のモニタリングが備わっているものだが、放送においては経営の自由や放送

の自主自律と、事業の公益性のバランスをどう保っていくかが重要。 

・ 状況に応じて必要な対応が変化するため、円卓会議で関係者が集まり継続

的にフォローアップし議論していくのは重要。 

・ 各放送事業者、業界団体としての日本民間放送連盟、総務省が実効性のあ

る取組を持続的、継続的に進めていくことが重要。 
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４ 終わりに 

○ 本検討会は、2025年６月 27日以降、構成員その他の関係団体・省庁からの

発表を受け、放送事業者におけるガバナンスの具体的内容やその確保の在り

方について議論してきた。 

○  「１ はじめに」でも述べたように、近年、インターネット上での偽・誤情

報の問題等が顕在化している中で、取材に裏打ちされた信頼性の高い情報発

信や国民・視聴者の相互理解の促進といった、社会的役割が増している放送は、

国民・視聴者の知る権利を担う存在である。 

放送は、言うまでもなく、自主自律が仕組みの根幹にある。放送事業者が自

らの判断と責任において報道や番組制作を行うことは、民主主義社会における

言論の多様性を支えるものであり、行政が関与することは適当ではない。一方

で、放送は国民の共有財産である電波を用いるものであり、公共性及び言論・

報道機関として大きな社会的影響力を有している性質上、国民・視聴者から信

頼されるよう一定の公益性を担保する責任も伴うと考えられる。 

○ このような認識のもと、本検討会は、放送の自主自律を大前提としつつ、公

益性とのバランスを確保する観点から、具体的な内容の議論を深めていった。 

○ 放送の根幹である自主自律は、あくまで健全なガバナンスが確保されてい

ることを前提とするものであり、何よりもまず、放送事業者自らがガバナンス

に対する意識を高め、経営陣が率先してその実効性を確保していくことが必

要である。加えて、業界団体が放送事業者の取組を支え、業界全体のガバナン

ス水準の向上に資する取組を進めることが極めて重要である。この点、業界団

体である日本民間放送連盟は、2025年 12月 18日の臨時総会で定款を変更し、

会員各社のコーポレート・ガバナンスの確保に資する事業を新たに行うこと

としており、こうした取組を通じて、業界団体が放送の信頼性を確保するため

に業界全体の底上げを図っていくことが期待される。放送の自主自律の維持

に向け、放送事業者及び業界団体がそれぞれの責務を自覚し、真剣に取組を進

め、その取組を広く社会に示すことで、国民 ・視聴者の信頼回復 ・維持に努め

ることが必要である。 

○ そして、総務省においては、本取りまとめを踏まえ、速やかに制度改正等の

必要な措置を講じてもらいたい。なお、その際、放送事業者の自主自律に十分

配慮して番組内容への介入にならないよう慎重な検討が必要であることは３

（３）でも述べた通りである。 

○ あわせて、官民が連携してフォローアップする仕組み （円卓会議）を早急に
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立ち上げ、放送事業者や業界団体の取組の実効性を継続的に高めていく仕掛

けが不可欠である。本検討会の提言が実行されているにもかかわらず放送事

業者のガバナンス確保の状況に改善が見られない場合には、放送の普及・健全

な発達や健全な事業の継続性の確保の観点から、円卓会議において、さらに必

要な対応について検討することも考えられる。 

○ 国民の信頼は放送の基盤であり、それを自らの手で支える努力こそが「自主

自律」を真に確立する道である。自主自律を基本とする枠組みを維持できるか

否かは、ひとえに放送事業者・業界団体が真剣に取り組むか否かにかかってい

る。放送事業者・業界団体においては、今般の取組を通じて国民・視聴者に自

浄能力を示すとともに、今後とも放送の社会的役割を果たしていくことを期

待する。 
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参考１ 開催要綱 

参考-1



放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会 

開催要綱 

１ 背景・目的 

国民の共有財産である電波を用いて事業を行う放送は、公共性及び言論・報

道機関として大きな社会的影響力を有し、様々なステークホルダーからの信頼

を存立の基盤としている。 

今般、民間放送事業者において、広告によって成り立つ民間放送事業の存立

基盤を失いかねないばかりか、放送に対する国民の信頼を失墜させる事案が生

じたが、その背景には、こうした放送の公共性や言論・報道機関としての社会

的責任に対する自覚やガバナンスの欠如があると考えられる。 

ガバナンスを確保し、時代の変化に即応して経営をアップデートしていくこ

とは、一事業者だけにとどまる課題ではなく、放送業界全体で対応していく必

要がある課題であることから、主に民間の地上テレビジョン放送を念頭に、放

送事業者に求められるガバナンスの具体的内容やその確保のために必要な方策

について検討を行う。 

２ 名称 

本検討会は、「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」と称す

る。 

３ 検討項目 

（１）放送事業者に求められるガバナンスの具体的内容

（２）ガバナンスの実効性確保のための具体的方策

（３）（２）の具体的方策の実施に当たり、放送事業者・業界団体・国等がそ

れぞれ果たすべき役割 

（４）その他

 ４ 構成及び運営 

（１）本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。

（２）本検討会には、構成員の互選により定める座長を置く。座長は本検討

会を招集し、運営する。
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（３）座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができ

る。座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長に代わって

本検討会を招集し、運営する。

（４）座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、

意見を聴くことができる。

（５）その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによ

る。

５ 議事の取扱い 

（１）本検討会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することに

より当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそ

れがある場合その他座長が必要と認める場合については、非公開とす

る。

（２）本検討会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホー

ムページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又

は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合

その他座長が必要と認める場合については、非公開とする。 

（３）本検討会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省の

ホームページに掲載し、公開する。

６ その他 

本検討会の庶務は、総務省情報流通行政局放送業務課が、同局放送政策課の

協力を得て行うものとする。 
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（別紙） 

「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」構成員名簿 

（敬称略・五十音順） 

＜構成員＞ 

上田 亮子 京都大学経営管理大学院客員教授 

落合 孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業プロトタイプ

政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

音  好宏 上智大学文学部新聞学科教授 

宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

巽  智彦 東京大学大学院法学政治学研究科准教授 

林  秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授 

深水 大輔 長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士 

松井 智予 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

＜オブザーバ＞ 

厚生労働省 

一般社団法人日本民間放送連盟 

日本放送協会 

一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 

参考-4



参考２ 開催状況 
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「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」開催状況 

 

○第１回（令和７年６月27日（金）10:00～） 

(1) 開催要綱案の確認等 

(2) 事務局等説明 

(3) 意見交換 

(4) その他 

 

○第２回（令和７年７月29日（火）13:00～） 

(1) ヒアリング等 

(2) 意見交換 

(3) その他 

 

○第３回（令和７年８月７日（木）10:00～） 

(1) ヒアリング等 

(2) 意見交換 

(3) その他 

 

○第４回（令和７年９月９日（火）13:00～） 

(1) 一般社団法人日本民間放送連盟からの発表 

(2) これまでの会合で出された主な意見について 

(3) 意見交換 

(4) その他 

 

○第５回（令和７年９月24日（水）10:00～） 

(1) 一般社団法人日本民間放送連盟からの発表 

(2) 論点整理（案） 

(3) 意見交換 

(4) その他 

 

○第６回（令和７年10月23日（木）13:00～） 

(1) ヒアリング等 

(2) 取りまとめ骨子（案） 

(3) 意見交換 

(4) その他 

 

○第７回（令和７年11月20日（木）10:00～） 

(1) ヒアリング等 

(2) 取りまとめ（案） 

(3) 意見交換 

(4) その他 
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○第８回（令和８年１月21日（水）10:00～）

(1) ヒアリング等

(2) 検討会取りまとめ（案）に対する意見募集の結果

(3) 意見交換

(4) その他
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参考３ ヒアリング資料等 
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（１） 一般社団法人日本民間放送連盟 

（資料１－５、資料１－６、資料２－２－１、 

資料２－２－２、資料３－２、資料４－１、 

資料５－１、資料６－１－１、資料６－１－２、 

資料７－１） 
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「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」（第１回）資料 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

人権尊重、コンプライアンス徹底、ガバナンス確保に関する 

民放連の現下の取り組み 

１． 「民放連・緊急人権アクション」（５月２２日理事会決定）の実行 

（１） 人権尊重・コンプライアンス等特別委員会の設置

（２） ジェンダー平等推進プロジェクトの設置

（３） フジテレビ同様事案に関する社内調査の実施と公表を会員全社に要請

（４） 「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」の作成と会員全社での

共有・活用

（５） 民放業界全体としての人権救済メカニズムの検討

（６） 経営トップを対象とした人権に関する講演会を実施

（７） その他

● 緊急人権アクションの実行状況は、民放連ウェブサイトで情報開示をしています。

https://www.j-ba.or.jp/category/references/jba106546 

（参考）民放経営トップを対象に「第1回人権に関する講演会」開催 経営層が主体

的に人権方針を策定、実践を（民放ｏｎｌｉｎｅ記事）

https://minpo.online/article/post-573.html 

２． 民放事業者のガバナンス確保の方策に関する検討 

➤緊急対策委員会の内部組織として「ガバナンス対応特別プロジェクト」を６月１３

日付で発足させた。会長とキー局の副会長で構成。

➤民放事業者にはメディア環境の変化やステークホルダーの求めに対し、民主主

義の基盤としての社会的価値と広告媒体としての経済的価値を高めていくこと

が求められている。ガバナンスは個社の経営の問題であることを前提に、自主・

自律的に民放事業者におけるガバナンス確保のあり方を検討する。

以 上 

資料１－５
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２０２５年６月１１日 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

 報 道 発 表

民放各社のフジテレビ同様事案に関する自主調査結果について 

フジテレビの女性アナウンサーが業務の延長上の会合で「性暴力」による重大な人

権侵害を受けた事案が明らかになったことを踏まえ、一般社団法人日本民間放送連盟

〔民放連〕は４月２１日に文書で会員全社（２０７社）に対し、フジテレビと同様の

事案の有無についての調査を自主的に実施・公表し、報告することを要請しました。 
５月１６日（金）に公表した第１次集約分を含め、６月６日（金）までに民放連に

報告があった１９８社の調査結果について、最終集約として本日ウェブサイト

（ https://j-ba.or.jp/ ）で公開しました。その範囲内においては、フジテレビと

同様の事案（番組出演者や出演者の関係者との会合において、「性暴力」による重大

な人権侵害を起こした事案）はありませんでした。 

ただし、調査において事実認定ができない回答が含まれていたとする社が２社あっ

たほか、複数の社から、会食等で不快な思いをしたとの事案やハラスメントに関する

事案が確認されたとの報告がありました。１９８社は社内調査の結果を自社のウェブ

サイト上で公表しています。

また、自主調査の要請とあわせて実施した、人権尊重・コンプライアンス徹底に関

する各社の取り組み状況のアンケート結果も、最終結果をウェブサイトで公開しまし

た。

この件に関する問い合わせ：民放連・役員室〔古賀・山田〕 

電話 ０３－５２１３－７７００
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2025 年５月 22 日 
一般社団法人日本民間放送連盟 

民放連・緊急人権アクション 

１．目 的 
フジテレビの女性アナウンサーが業務の延長上の会合で「性暴力」による重大な人権侵

害を受けた事案が発覚し、同社の対応が不十分であったことが明らかになった。この問題
を契機に、民間放送全体の人権意識やコンプライアンスを疑問視する声が、視聴者・リス
ナーやステークホルダーの間で高まっている。

民放連は2025年度第１回理事会において、民間放送への信頼を回復するために、人権を
尊重しコンプライアンスを徹底することを決議した。この決議を踏まえて、今後１年の間
に、以下の取り組みを緊急かつ自主的に進める。 

２．具体的取り組み 
（１）人権尊重・コンプライアンス等特別委員会の設置

会長を委員長とし、副会長および専務理事を委員として「人権尊重・コンプライアンス
等特別委員会」 （以下、特別委員会）を設置する。特別委員会は来年６月の定時総会までを
期限として、この取り組みを強力に推進する。 

本特別委員会の下部機構として、特別委員会委員社のコンプライアンス担当役員などで
構成する「人権尊重・コンプライアンス等特別部会」（部会長：新堀仁子・テレビ朝日取締
役、以下、特別部会）を置き、外部専門家の助言を得て、実務的な検討と事業の推進を行
う。 

（２）ジェンダー平等推進プロジェクト（仮称）の設置
フジテレビ事案をめぐって、民放業界におけるジェンダーバイアス、ジェンダーギャッ

プが背景にあると指摘されている。特別委員会の下部機構として、「ジェンダー平等推進プ
ロジェクト」（仮称、座長：檜原麻希 ・副会長、ニッポン放送社長）を、６月中をめどに設
置する。

同プロジェクトは、民放業界における男性優位の構造を改革するための提言を行うこと
を目的とする。本プロジェクトの委員構成は、ジェンダーバランスに配慮するとともに、
テレビキー局や準キー局だけではなく、ローカル局、ラジオ局からの参加を得て、多様性
を重視したものとし、外部専門家の助言を得て提言をとりまとめる。

（３）フジテレビ同様事案に関する社内調査の実施と公表を会員全社に要請
会員全社に対して、フジテレビ同様事案に関する社内調査を実施し、自主的に公表する

ことを４月21日付で文書により要請した。各社が自主的に公表した内容を、民放連で集約
して公表する（５月16日に第１次集約を公表、６月上旬に第２次集約を公表予定）。 
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（４）「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」（以下、人権対応ガイドブッ
ク）の作成と会員全社での共有・活用
「人権対応ガイドブック」は、会員社が、自社ならびにグループ会社や関連会社（契約相

手企業等）において人権対応の取り組みを進める際の手引きとして、▽ 「ビジネスと人権」
に関する全体像、▽人権方針の策定、▽人権デューディリジェンス（人権ＤＤ）の実施、▽
人権侵害があった場合の救済――などの具体的なプロセスなどを取りまとめたもの。総務
委員会で作成を進めており、６月13日の理事会で決定する予定。会員社のコンプライアン
ス担当を対象とした人権対応ガイドブックの説明会を７月末までに開催し、共有、活用す
る。

（５）民放業界全体としての人権救済メカニズムの検討
特別委員会および特別部会において、民放業界全体の人権救済メカニズムのレビューを

行う。ローカル局への支援を念頭に、業界全体での人権救済メカニズムの構築・向上策を
検討し、可及的速やかに結論を得る。 

（６）経営トップを対象とした人権に関する講演会を実施
経営トップを対象にした人権に関する講演会を連続して実施する。その第１回として、

「人権対応ガイドブック」 （仮称）の作成にあたって助言をいただいた、ビジネスと人権に
関する専門家の小磯優子氏（OURS小磯社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務
士）の講演会を６月13日に開催する。今後、人権をテーマにして外部専門家（例えば、Ｂ
ＰＯ関係者を想定）による講演会を開催する。 

（７）その他
今後、特別委員会および特別部会で具体的な検討を行い、適切な施策があれば追加して

進めていく。 

３．取り組みの公表 
 本アクションの成果や活動は、記者会見や民放連ウェブサイトで逐次公表していくとと
もに、民放連のウェブマガジン「民放online」などで紹介していく。 

以 上 
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２０２５年６月２７日 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

フジテレビ事案への対応経緯 

【４月】 

２日 

◇緊急対策委員会を開催し、フジテレビが設置した第三者委員会が３月31日に公表した

調査結果と同社の対応状況について清水社長から説明を受けたうえで、①フジテレビ

に会長名の「厳重注意文書」を手交、②会員各社に人権尊重とコンプライアンスの徹

底に関する注意喚起文書を送付、③フジテレビの「自社の役職員が民放連理事・副会

長、専門委員会委員長に就任することを自粛したい」旨の申し出を了承――などの対

応を決定。遠藤龍之介会長が辞任し、堀木卓也専務理事が会長職務代行者に就く。

４日 
◇総務省が民放連に行った行政指導の文書を会員全社に送付し、人権尊重およびコンプ

ライアンス徹底に関する体制などの再点検を進めるよう要請。

21日 
◇会員全社に、①フジテレビ事案を踏まえた社内調査の実施と公表、②人権尊重・コン

プライアンス徹底に関する取り組み状況調査――の２点を要請。

【５月】 

16日 
◇４月21日に会員全社へ要請した社内調査の第一次集約結果を公表。５月９日までに民

放連に報告があった117社の社内調査の結果では、フジテレビと同様の事案はなし。

22日 

◇臨時総会ならびに理事会の決議を経て、民放連の新会長にテレビ朝日会長の早河洋氏

が就任。放送法に基づく放送の自律の精神を踏まえて、真に人権が尊重される社会の

実現に向けて努力を重ねていくことを理事会で決議。

◇上記決議を踏まえて、今後１年の間に緊急かつ自主的に進める「民放連・緊急人権ア

クション」を決定。内容は、①会長が委員長を務め、副会長および専務理事を委員と

する「人権尊重・コンプライアンス等特別委員会」の設置(同日に第１回会合を開催)、

②同特別委員会の下部機構として、人権尊重・コンプライアンス等特別部会およびジ

ェンダー平等推進プロジェクトの設置、③フジテレビ同様事案に関する社内調査の実

施と公表を会員全社に要請、④「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」

の作成と会員全社での共有・活用、⑤民放業界全体としての人権救済メカニズムの検

討、⑥経営トップを対象とした人権に関する講演会の実施――など。

【６月】 

11日 

◇会員全社へ要請した社内調査の第二次集約結果（計198社）を公表。フジテレビと同

様の事案はなし。一方、▽調査で事実認定ができない回答が含まれていた（２社）、

▽会食等で不快な思いをしたとの事案やハラスメントに関する事案が確認された（複

数社）――との報告があった。

13日 

◇緊急対策委員会の内部に会長とキー局の副会長で構成する「ガバナンス対応特別プロ

ジェクト」を設置（同日に第１回会合を開催）。

◇会員協議会でフジテレビ清水社長が同社の再生・改革に向けた取り組みの進捗状況を

報告。

◇「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」を作成。会員各社へ送付・周

知。７月に会員全社に向けた説明会を開催予定。 

◇経営トップを対象とした「人権に関する講演会」を開催。小磯優子・特定社会保険労

務士が「ビジネス推進の現場における人権尊重の必要性と実践方法」と題して講演。 
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民間放送におけるビジネスと人権対応

ガイドブック

2025年6月
一般社団法人 日本民間放送連盟

資料１－６
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１　
「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」策
定
の
目
的
等1-1	 目的・活用方法

「民間放送におけるビジネスと人権対応ガイドブック」（以下「人権対応ガイドブック」という。）は、一般

社団法人日本民間放送連盟（以下「民放連」という。）の会員社が、自社ならびにグループ会社や関連会社（契

約相手企業等）において、人権尊重に関する取り組みを進める際に参考としていただけるよう、「ビジネス

と人権」に関する全体像や、具体的な取り組みのプロセスにおける留意事項をOURS小磯社会保険労務士

法人の協力を得てまとめたものです。このうちプロセスについては、政府が公表しているビジネスと人権

に関連するガイドライン等を踏まえ、「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンスの実施」「救済」の流

れに沿った内容としています。

人権対応ガイドブックに記載された事項を実施することで、人権尊重の取り組みの全てが満たされると

いうものではありませんが、一つのモデルとして参照いただき、自社の取り組みの振り返り、また今後の

検討における基礎資料としてご活用ください。

本資料で示す企業が尊重すべき「人権」は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガ

イドライン」が示す範囲に従い、「国際的に認められた人権1」を指しています。

なお、本資料は、民放連の会員社の大半を占めるローカル社を念頭に作成しています。自社の事業・規

模等に照らしあわせてご活用ください。

1-2	 民間放送各社が人権に取り組む意義

民間放送が社会から信頼されるメディアで在り続けるためには、業界全体における人権意識の更なる向

上と、その意識を各社の事業活動に具体的に反映していく作業が喫緊の課題となっています。

民放連は2023年12月、大手芸能事務所元代表者による人権侵害行為に対して、民放各社の意識が希薄

であったことを踏まえ、「人権の尊重」「人権侵害の防止」「メディアとしての社会的責任」の3つを柱とした

「人権に関する基本姿勢」を公表し、人権尊重の重要性を再確認しました。この人権対応ガイドブックは、

人権に関する基本姿勢を各社の具体的な事業活動に生かしていただくことを目的に、2024年9月から総務

委員会において検討・作成を進めていたものです。

その作成途上の2024年12月に、人権感覚の欠如が重大な人権侵害を招いた事案が民放連会員社で発覚

し、民間放送への視聴者・リスナー、広告主の信頼が大きく揺らぐ事態となりました。この人権対応ガイ

「民間放送におけるビジネスと
人権対応ガイドブック」策定の目的等1

1	 日本国憲法が保障する人権に加え、国際人権章典で表明されたもの、及び「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関す
る原則を含むものを最低限の基準とすると解釈されています。「国際人権章典」は、「世界人権宣言」、「二つの国際人権規約（『経済的、社会的、文化的権利に関
する国際規約』及び『市民的、政治的権利に関する国際規約』）」、ならびに「市民的、政治的権利に関する国際規約への第一及び第二選択議定書」を指します。

	 詳細は、以下を参照ください。
	 ・国際連合広報センター
	 https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/
	 ・人権を尊重する経営のためのハンドブック（経団連）25ページ以降
	 https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2021handbook.pdf
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ドブックには、この事案を踏まえた内容も加えています。

民間放送は、国民共有の財産である電波を使って、公共の福祉の増進と健全な民主主義の発展に寄与す

ることを目的に事業を展開しています。その事業活動のなかで、人権侵害行為が行われることはあっては

なりません。これまでの歩みを虚心坦懐に振り返り、視聴者・リスナー、広告主などの多くのステークホ

ルダーの皆さまとの信頼関係を維持・回復していかなくてはなりません。

いまデジタル情報空間では偽・誤情報や誹謗中傷がうずまいています。民間放送がそれとは一線を画し

た価値ある存在であることを証明するためにも、事業活動の隅々まで人権尊重の理念が行き渡るように努

めていく必要があります。

1-3	 放送番組と人権

民間放送が制作する放送番組やコンテンツは、表現の自由を守るとともに、人権を尊重したものである

必要があります。既に人権方針を定めている民放キー局などにおいても、このことは必ず触れられています。

一方、放送番組に関しては、「ビジネスと人権」がクローズアップされる以前から、「放送倫理基本綱領」

「日本民間放送連盟放送基準」「日本民間放送連盟報道指針」、また各社が定める番組基準や番組制作ガイド

ラインなどにより、放送の自由、報道の自由とのバランスをとりながらも、人権を尊重すべきであること

が謳われていました。

また、それを遵守するための仕組みとして、各社においては番組・CMの審査・考査が行われており、

視聴者・リスナーから苦情を受け付ける仕組みも用意されています。放送法に定められた放送番組審議会

や訂正放送制度、放送界全体で苦情を処理する機関として放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送人権委

員会も設置されています。

本資料では、こうした基準や枠組みが既に存在し、機能していることを前提として、放送番組の内容に

関わる人権侵害のリスク評価や救済などに関する記載を必要最小限なものとしています。

各社が自社の事業における人権の問題を検討される際には、民間放送が発足以来、積み重ねてきた放送

番組と人権に関する議論と経験の蓄積を生かし、それに加えるかたちで取り組みを進めることが大切です。

このことに十分ご留意いただいた上で、本資料をご活用ください。
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2-1	「ビジネスと人権」に関する国際潮流

今日、社会全体における人権意識の高まりを受けて、放送業界のみならず、あらゆる企業が、事業活動

全般における人権の尊重を求められています。

2011年には、国連で「ビジネスと人権に関する指導原則（以下「国連指導原則」という。）」が採択されまし

た。国連指導原則は次の三つの柱で構成されており、国家のみではなく、企業に対しても人権の尊重を求

めています。

● 人権を保護する国家の義務

● 人権を尊重する企業の責任

● 救済へのアクセス

また、国連指導原則では、各国政府に対して、「ビジネスと人権に関する国別行動計画（National 

Action Plan、以下「NAP」という。）」の策定を求めており、2013年のイギリスとオランダに始まり、

2025年4月末時点で34か国がNAPを策定・公表しています2。

NAPは各国の「ビジネスと人権」に関する中長期的な政策・方針を示したものであり、多くの場合法的

拘束力を持つものではありませんが、「ビジネスと人権」に関する法令や法律が制定・施行されている国も

あります。特に欧州で取り組みが拡大しており、EU加盟各国においては、EU域外企業を含む一定規模の

企業に定期的な人権デュー・ディリジェンス（以下「人権DD」という。）を義務化する法整備が進められてい

ます3。欧州市場に進出している大手製造業を中心に、日本企業も対策が求められています。

2-2	「ビジネスと人権」に関する日本国内の対応

（1）「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020-2025）

日本政府は、日本版NAPとして、2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020-2025）（以

下「政府行動計画」という。）」を策定し、公表しました。政府行動計画において、日本政府は、「政府から企

業への期待表明」として、「政府は、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、国際的に認められた人

権及び『ILO宣言』に述べられている基本的権利に関する原則を尊重し、『国連指導原則』その他の関連する

国際的なスタンダードを踏まえ、人権DDのプロセスを導入すること、また、サプライチェーンにおける

ものを含むステークホルダーとの対話を行うことを期待する。さらに、日本企業が効果的な苦情処理の仕

「ビジネスと人権」に関する全体像2

2	 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights (2025年5月1日閲覧)
3	 2024年に欧州で発効されたCorporate Sustainability Due Diligence Directive（CSDDD）は、一定の売上高等の要件を満たす企業に対して、自社及び関連

会社の人権及び環境のデュー・ディリジェンスの実施（悪影響の特定・予防・緩和）や開示等を義務付けています。本指令に基づき、EU加盟各国は、2027年7
月までに関連する国内法を制定することが求められており、2028年以降に義務化が始まる見込みです。CSDDDの対象企業は、EUで一定の売上高があるEU域
外の第三国企業を含むものとされており、EUに事業展開している日本企業も条件に合致する場合は対象となります（以上、2025年5月1日時点の情報）。詳細
は以下等のJETRO（日本貿易振興機構）の記事参照。https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/d9f7c26ee82b00fc.html

	 https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/8113338f01482904.html
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4	 https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
5	 https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230404002/20230404002.html
6	 農業・漁業、化学品・医薬品、林業・伐採、一般製造業、インフラ、鉱業・金属、石油・ガス、発電事業、サービス業、公益事業・廃棄物処理業の10セクター。

サービス業のサブセクターの一つとして「メディア」の言及がありますが、放送業界を含むメディアに特化した情報は限定的です。作業シートも同様に放送業界
においてそのまま活用することは難しいと思われますが、自社の方針やフォーマットを検討する際には有用な資料です。

組みを通じて、問題解決を図ることを期待する」との見解を示すとともに、企業が人権を尊重する責任を

果たすために求められることとして、以下を示しています。

ⅰ.　人権方針の策定

人権を尊重する責任を果たすというコミットメントを企業方針として発信する

ⅱ.　人権DDの実施

人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処するかについて説明するために、人権

への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施する

ⅲ.　救済メカニズムの構築

人権への悪影響を引き起こしたり、または助長を確認した場合、企業は正当な手続きを通じた救済を提

供する、またはそれに協力する

（2）省庁・政府機関等によるビジネスと人権関連のガイドライン

ⅰ.　責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン4

政府行動計画の公表後、経済産業省と外務省が共同で「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関

する取組状況のアンケート調査」を実施しました。その後、同調査において、企業による人権尊重の取

り組み促進に関して、政府によるイニシアチブを期待する声が多く上がったことから、政府は「サプラ

イチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置し、2022年9月に「責任あるサプライ

チェーン等における人権尊重のためのガイドライン（以下「政府ガイドライン」という。）」を公表しました。

政府ガイドラインでは、政府行動計画において企業に期待する事項とされている「人権方針の策定」「人

権DDの実施」「救済」について、それぞれ具体的なプロセスや留意点が示されているほか、海外の「ビジネ

スと人権」関連法制の概要が示されています。

また、2023年5月には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料（以下「実

務参照資料」という。）5」が公開されました。実務参照資料には、実務担当者が人権方針を策定したり、人

権DDを設計したりする過程において考慮すべき事項について具体例が示されているほか、農業・漁業、

インフラ、サービス業等、10のセクター 6について、想定される人権上の課題が整理されています。また、

付属の作業シートにおいて、人権侵害リスクを特定・評価する際のプロセスの一例が示されています。
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ⅱ.　今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応（法務省）7

法務省「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」では、政府行動計画において企業に期待する事

項とされている「人権方針の策定」「人権DDの実施」「救済」に関する取り組みの進め方の解説に加え、「人

権に関する取組の充実／不足が（事業活動に）及ぼす主要な影響」の具体例や、「企業が配慮すべき主要な

26の人権侵害リスク類型とその内容・近年の動向」が示されています。

また、同資料の概要版を用いた社内研修の実施手引き8も公開されています。

ⅲ.　その他機関によるビジネスと人権関連のガイドライン等（参考）

● 食品企業向け人権尊重の取組のための手引き（農林水産省）9

● 人権を尊重する経営のためのハンドブック（日本経済団体連合会）10

● 「ビジネスと人権」早わかりガイド（日本貿易振興機構）11

● 繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン（日本繊維産業連盟）12

7	 https://www.moj.go.jp/content/001417137.pdf
8	 https://www.moj.go.jp/content/001417140.pdf
9	 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kokusaihan/jinkentebiki.html
10	https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2021handbook.pdf
11	https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/scm_hrm/pdf/202401.pdf
12	https://www.jtf-net.com/sengen.htm
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この章以降は、政府等が発行している関連資料を基に、国連指導原則において企業に求められている「人

権方針の策定」「人権DDの実施」「救済」について解説します。

3-1	 原則

企業が人権尊重に取り組むために社内で体制を構築していくにあたっては、各種施策を進める前提とし

て、以下を理解した上で対応を進めることが求められます13。

（1） 経営陣によるコミットメント

人権尊重への取り組みは、人材採用や人事労務面の対処に限らず、放送業界でいえば、編成、報道、制

作、営業、事業、技術、スポーツ等、企業活動のプロセス全般において実施されるべきものです。これら

の取り組みを現場レベルで進めるためには、経営層の高い人権意識が重要であり、経営層は人権方針や関

連する施策が形ばかりのものにならないよう人権尊重への取り組みに関するコミットメントを明確に示す

とともに、各取り組みに主体的かつ継続的に関与することが求められます。

（2） 潜在的な負の影響への理解を踏まえた継続的な取り組み

人権への潜在的な負の影響を全て解消することは困難であり、企業は、人権への負の影響は常に存在す

るという前提で、それらを発見し、防止・軽減するための取り組みを継続的に検討・実施するとともに、

その取り組みに関する情報開示等を社内外へ実施することが求められます。また、人権への負の影響に対

処する、あるいは、防止・軽減策を検討するにあたっては、社会の変化に伴い、対処すべき人権や求めら

れる対応が変容することを認識し、多面的な視点で対応を検証するとともに、重要な事案については経営

層との連携や専門家への協力を求めることも必要です。

（3）ステークホルダーとの対話

自社の事業の人権に関する課題を正しく把握するためには、ステークホルダー 14との対話が重要です。

人権侵害リスクに対処する際は当然として、課題を分析する際や制度設計を行う際も可能な限りステーク

ホルダーとの対話が求められます。

具体的な対応事項1：全体概要の把握3

13	責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン2.2（10ページ）
14	企業の活動により影響を受ける、あるいは、影響を受ける可能性のある利害関係者（個人及び団体）を指します。政府ガイドラインでは、ステークホルダーの例

として、取引先、自社・グループ会社及び取引先の従業員、労働組合・労働者代表、消費者のほか、市民団体等の NGO、業界団体、人権擁護者、周辺住民、
先住民族、投資家・株主、国や地方自治体等が挙げられています。放送業界においては、これらに加え、番組出演者（契約関係のない一般の出演者含む）や、著
作権者、取材先の個人・企業、視聴者等もステークホルダーと捉えられます。
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（4）優先順位の付与と深刻度の高い事項からの計画的な対応

明らかとなった全ての人権侵害リスクを防止・軽減することが人的・経済的リソースの制約により困難

な場合は、より深刻度の高いものから優先して取り組むことが重要です。また、優先順位を検討する際は、

企業の経営リスクや経済的リスク（人権侵害の結果生じた企業の損失の大小）ではなく、人権侵害リスク（発

生した／発生し得る人権侵害の深刻度）を最も重視することが求められます。

なお、人権侵害リスクを検証する過程で、人権侵害が現に行われている事例や過去の人権侵害の被害者

に対して救済が提供されていない事例が確認できた場合は、真摯に対応するとともに、速やかに救済プロ

セスへつなげることが重要です。

（5）企業間の連携と協力

自社と契約相手先との間で、あるいは契約相手先において、人権侵害リスクが確認された場合でも、契

約相手先に人権尊重や防止・軽減の取り組みを全て委ねることはせず、協力して課題解決に向けた取り組

みを進めることが重要です。また、契約相手先に対して人権尊重の取り組みを要請する際は、一方的な指

示とならないよう契約相手先と十分に意見交換を行い、自社の方針等について事前に理解を得られるよう

努めることが求められます。

3-2	 企業が配慮すべき人権の例

人権に関する国際ルールや枠組みを踏まえ、法務省「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」で

は、企業が配慮すべき主要な人権侵害リスクとして以下の26の類型が示されています。

各社で配慮すべき人権侵害リスクを検討する上でも参考になりますが、企業の規模や事業の性質により

特に配慮すべき人権侵害リスクは異なります。記載された26類型が全ての人権侵害リスクを包含してい

るわけではなく、社会の変化に伴い、放送業界を含め、企業に求められる人権尊重の在り方も変化してい

くことも踏まえ、事業活動や提供する商品・サービスに合わせて柔軟に人権侵害リスクを検証することが

重要です。

15	今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応（法務省）（19ページ）

■ 参考情報①：企業が配慮すべき主要な人権侵害リスク26類型15

⃝ 賃金の不足・未払い、生活賃金
⃝ 過剰・不当な労働時間
⃝ 安全で健康的な作業環境（労働安全衛生）
⃝ 社会保障を受ける権利
⃝ パワーハラスメント（パワハラ）
⃝ セクシュアルハラスメント（セクハラ）
⃝ マタニティハラスメント（マタハラ）／パタニティハラスメント（パタハラ）
⃝ 介護休業等ハラスメント（ケアハラ）
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⃝ 強制労働
⃝ 居住移転の自由
⃝ 結社の自由・団体交渉権
⃝ 外国人労働者の権利
⃝ 児童労働・こどもの権利
⃝ テクノロジー・AIに関する人権問題
⃝ プライバシーの権利
⃝ 消費者の安全と知る権利
⃝ 差別
⃝ ジェンダー（性的マイノリティを含む）に関する人権問題
⃝ 表現の自由
⃝ 先住民・地域住民の権利
⃝ 環境・気候変動に関する人権問題
⃝ 知的財産権
⃝ 賄賂・腐敗
⃝ サプライチェーン上の人権問題
⃝ 紛争等の影響を受ける地域における人権問題
⃝ 救済へアクセスする権利
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4-1	 定義

人権方針は「企業が、その人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント（約束）を企業の内外

のステークホルダーに向けて明確に示すもの16」とされています。

上記の条件を満たすものであれば、人権方針という名称である必要はありませんが、対外的に人権方針

に相当するものであると明確に判別可能な文書であることが求められます17。

4-2	 要件

国連指導原則の第16条に、人権方針策定にあたっての5つの要件が示されています。各社で人権方針を

検討する際も、これらの要件を満たすことが重要です。

● 企業の経営トップにより承認されていること

● 社の内外から専門的な助言を得ていること

● �従業員、取引先、及び自社の事業、製品、サービス等に直接関わる関係者に対する人権配慮への期待（自

社の人権方針に即した人権配慮を関係者にも求めること）を明記すること

● 一般公開され、全ての従業員や、取引先、その他関係者に向けて周知されていること

● �（人権方針が単独で存在せず、人権方針で掲げている事項が）企業全体の事業方針や手続きに反映されて

いること

4-3	 具体的なフロー

（1）自社の現状把握

自社の現状把握を進める際には、コンプライアンスやESG等を担当している部署のみではなく、経営層

が高い人権意識をもってコミットし、人事、総務、編成、報道、制作、営業、事業、技術、スポーツ等、

社内外の「人」が携わる業務に関連する多様な部署と協議し、既存の対外文書や内規、報告書等での人権の

取り扱いについて確認するとともに、自社の事業が影響を与え得る人権の範囲について広く情報を収集す

ることが求められます。

人事関連のアンケートや職場環境アンケート、ハラスメント研修のアンケート等、人権に関連する調査

を実施したことがある場合、また救済窓口が既に設置されている場合は、それらを通じて明らかとなった

自社の課題や、各課題のフォロー状況等を確認することが重要です。

具体的な対応事項2：人権方針の策定4

16	責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン 2.1.1（7ページ）
17	本資料においては、便宜上「人権方針」という名称を用います
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人権方針を策定する過程で初めて自社の人権侵害リスクを検討する場合は、既存の資料や文献の確認に

とどまらず、人権DDを簡易的に先行して実施し、自社の重要な人権課題を明らかにした上で、人権方針

の骨子を検討することも考えられます。なお、現状把握を進める際にも、関係部署間の議論や経営層のコ

ミットメントは欠かせません。

（2）人権方針案の作成

実務参照資料には、人権方針に掲載する項目例として以下の6項目が挙げられています。自社の経営方

針やサステナビリティ方針等と整合性を図りつつ、自社の姿勢を明確に示すことが重要です。

また、人権方針の策定にあたっては、例えば、意思決定の過程においてジェンダーギャップが生じない

よう特定の役職や性に限定されない意見聴取の場を設ける等、多様な部署、役職、性、年齢層、属性の視

点を取り入れるよう配慮することが求められます。

ⅰ.　位置づけ

企業経営における他の重要な文書と人権方針の関係を整理、検討し、両者の一貫性を担保する等、人権

方針の位置づけを明確にすることが重要です。

ⅱ.　適用範囲

グループ会社に適用される人権方針とは別に自社独自の人権方針を策定する場合や、自社の人権方針を

グループ会社にも広く適用する場合等においては、各人権方針の適用範囲を明確にすることが望ましいと

されています。

ⅲ.　関係者に対する期待の明示

人権方針を実践するためには、社内外の関係者の協力が不可欠です。4-2.要件にあるように、人権方針

では、自社の従業員、契約相手先、及び自社の事業やサービス等に直接関わる関係者に対して、「自社の

人権方針に即した人権尊重の姿勢を示すことを期待する」旨、記載することが求められます。

ⅳ.　国際的に認められた人権を尊重する旨の表明

企業が尊重責任を負う「国際的に認められた人権」には、少なくとも、国際人権章典で表明された人権、

及び「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれ

ます。これらの文書や国連指導原則、あるいは、自社の活動と特に関連する国際文書の支持・尊重の意思

や方法を人権方針に記載することで、社内外のステークホルダーに対して自社の人権尊重の姿勢を示すこ

とができます。

ⅴ.　自社における重点課題

人権方針を作成する段階で、自社及び自社の事業に関わるステークホルダーの人権に関する課題につい

て一定程度把握できている場合は、人権方針に自社の重点課題を個別に取り上げる例もあります。差別や

ハラスメントの禁止、適切な労働環境の整備といった事項のほか、コンテンツ制作における人権配慮の方

針やメディアとしての人権尊重の考え方等、自社の特色を示すことも考えられます。ただし、自社の事業

や社会状況の変化によって、自社の重点課題が変化する可能性を認識し、定期的に見直すことが重要です。
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ⅵ.　人権尊重の取り組みを実践する方法

人権方針は、公表後の自社内での定着と活動の実践が重要です。従って、人権DDや救済措置の設計と

いった人権方針に基づく具体的な活動や、人権方針を推進、監督する責任者等を明記することが求められ

ます。また、活動の実践には、責任者等を明確化すると同時に、責任者が所属する部署に限らず、経営層、

人事や法務、編成、制作、報道、営業、事業、技術、スポーツ等の関連部署が横断的に自社の重要な人権

課題に取り組む体制を構築することが重要であり、その概要を人権方針に示すことも考えられます。

なお、実際に人権尊重の取り組みを進める際には、迅速かつ適切な範囲で情報共有ができているか、意

思決定には必要な部署、関係者が参画し多様な観点をもった議論が行われているか、などを確認する姿勢

が必要です。

（3）経営陣の承認

国連指導原則の第16条において、人権方針は「企業の経営トップにより承認されていること」が要件と

されています。自社の経営理念を踏まえた固有の人権方針を作成し、自社の然るべき組織体で承認するこ

とで、人権方針と経営理念との一貫性を担保し、人権尊重の視点から適切な経営判断を行うことが可能と

なります。

（4）公開・周知

国連指導原則の第16条において、人権方針は“一般公開”と“周知”が要件とされています。策定した人

権方針は、従業員や契約相手先等に周知するとともに、自社のHPなどで公開することが求められます。

また、策定した人権方針が社内に浸透しなければ、人権問題への対応や判断を誤ることに繋がりかねま

せん。人権方針の社内周知は、イントラネットの整備や任意のオンライン研修にとどまらず、役員、従業

員が定期的に受講する研修の必須テーマとする、アンケート等を通じて認知度を定期的に確認する、など

により確実な周知、啓発を図ることが重要です。
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5-1	 定義

人権DDは、「企業が、自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権への負の影響を特定し、

防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実

施する一連の行為18」を指します。

人権DDは、一度実施し、情報を開示することをもって完了するものではありません。また、一度人権

DDを行った結果、顕著な課題が見つからなかったからといって、自社の事業に人権侵害のリスクが存在

しないという結果を担保するものでもありません。ステークホルダーとの対話を重ねながら、人権侵害リ

スクを特定、防止・軽減するための継続的なプロセスであることを理解し、定期的、継続的に人権DDを

実施する体制を構築することが重要です。

■ 人権DDの実施プロセス（民放連作成）

人権侵害リスクと特定・評価

⃝	ステークホルダーの特定
⃝	リスクがある事業領域の特定
	 社内資料・既存調査の確認
	 アンケート調査の実施
	 ステークホルダーとの対話
⃝	対処するリスクの優先順位付け

⃝	ステークホルダーの見直し
⃝	リスクがある事業領域の見直し
⃝	対処するリスクの優先順位付けの見直し

定期的、継続的に
リスクの特定・対処・評価・公表の

サイクルを実施する

人権侵害リスクへの対処

取組結果の評価

取組結果の公表

具体的な対応事項3：人権DDの実施5

18	責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン 2.1.2（7ページ）
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5-2	 要件（不可欠な構成要素）

国連指導原則の第18条、19条、20条、21条において、人権DD実施にあたって不可欠な構成要素が示

されています。各社で人権DDを実施する際は、これらの構成要素を包含する人権DDとなることが求め

られます。

ⅰ.　人権への負の影響（人権侵害リスク）を特定・評価する際に意識すべき事項（第18条）

● 内部や独立した外部の人権に関する専門家の知見を活用する

● 自社の事業により影響を受けるグループや関連ステークホルダーとの協議の場を設ける

ⅱ.　人権への負の影響を防止・軽減する際に意識すべき事項（第19条）

● 人権への負の影響に対処する責任を、社内の然るべき部署・役職に定める

● 人権への負の影響に効果的に対処できるよう、社内の意思決定、予算配分、監査の手続きを定める

● �自社が人権への負の影響にどのように関与したかや、自社が人権への負の影響に対処する際の影響の範

囲に応じて、適切な対処を検討する

ⅲ.　人権への負の影響に対する対応の実効性を追跡調査する際に意識すべき事項（第20条）

● �人権への負の影響が適切に対処されているかどうかを確認するため、質的・量的指標に基づく評価を実

施する

● �評価において社内外からの意見（影響を受けたステークホルダーを含む）を活用する

ⅳ.　情報発信において意識すべき事項（第21条）

● �想定する対象者が情報にアクセスできる形式と頻度を確保する

● �人権への負の影響に対する取り組みが適切であったかどうかを第三者が評価するのに十分な情報を提供

する

● �人権への負の影響を受けた関係者の情報を保護する

5-3	 具体的なフロー 1：人権侵害リスクの特定・評価

（1）自社が関与している（関与し得る）ステークホルダーの特定

人権DDでは、自社の役員や従業員のみではなく、自社が関与している、または関与し得るステークホ

ルダーの人権侵害リスクを特定・評価することが求められます。

実務参照資料では、人権DDを実施するにあたり、自社が提供する製品・サービスに関連して、どのよ

うなサプライヤー等が存在するか事前に把握できていることが望ましいとされています。また、実務参照

資料の参考資料に、事業分野別、産品別、地域別に想定される人権課題が整理されており、それらを参照

し、ステークホルダーを洗い出す方法も考えられます。

しかしながら、放送業界においては、自社の事業が多岐にわたり、また、番組制作や報道の現場では企

業のみではなく個人とのかかわりも多く存在するため、人権DDを担当する部署が、自社のステークホル

ダーを網羅的に把握することは困難であることが想定されます。従って、例えば「自社内の労働環境」「報
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道」「制作」「イベント運営」等、事業を幾つかの領域に分類し、人事、総務、コンプライアンス、編成、報道、

制作、営業、事業、技術、スポーツ等、社内の関連部門からのヒアリングを通じて、領域ごとに自社の事

業のステークホルダーを整理することも考えられます。

（2）重大なリスクが生じ得る事業領域を特定するための情報収集（人権課題のマッピング・リスト化）

自社の事業のステークホルダーを明らかにした後、自社及び自社が関わる事業の中で、人権侵害のリス

クが重大な事業領域を特定します。このプロセスでは、自社の事業に関連する人権課題を多様な観点から

リストアップし、課題のマッピングを行うことで、特に注目すべき事業領域を検証します。

ⅰ.　リスクが生じ得る事業領域検討時の留意点1：調査手法

重大なリスクが生じ得る事業領域を特定するためには、自社及び自社が関わる全ての事業を調査するこ

とが求められますが、その準備や分析には相応の時間とコストを要します。調査を実施する際は、社内調

査を先行し優先的に対応する事業領域を定めた上で段階的に調査範囲を拡大する、特に重要な課題につい

ては個別のヒアリングを含む詳細な評価を実施する等の中長期的な視点を持つことが重要です。その他、

情報収集の手法例は、実務参照資料において、以下の通り整理されていますので、放送業界の実態に置き

換えた上で参考としてください。

■ 参考情報②：自社に関連する人権侵害リスクの確認手法例※

方法の例 確認事項の例

社内資料
（苦情処理メカニズムに
寄せられた情報を含む）に
基づく確認・調査  

⃝ �苦情処理メカニズムに寄せられた人権侵害リスクの情報や、過去にサプラ
イヤー等において人権侵害リスクが発生した情報が社内記録に残されてい
ないかを調査し、その状況を確認するとともに同様の人権侵害リスクが再
発する状況にないか確認する

⃝ �契約書等を確認し、取引先との間で人権侵害リスクを防止する取決めがあ
るかを確認する

企業（経営者・管理責任者）に
対する質問票調査

⃝ �サプライヤー等に質問票を送付し、返送された回答を確認する。質問票には、
取引先等における人権尊重の取組体制（例：人権侵害リスクの防止・軽減や
救済のための仕組み）を確認する質問項目や、人権侵害が発生していないか
を確認する質問項目等を含めることが考えられる

従業員に対するアンケート・
ヒアリング

⃝ �従業員に対して、自社内外において、実際に人権侵害が発生していないか、
発生後の救済措置は適切であったか等を確認する

⃝ �アンケートから人権侵害リスクが確認された場合、関係する従業員等に対
してヒアリングを実施する方法も考えられる

現地調査・訪問 ⃝ �典型的な例として、現地の従業員の労働環境（安全で健康的な作業環境が提
供されているかどうか）を確認する

ステークホルダーとの対話 ⃝ �自社業界や調達する原料・調達国の事情等に精通したステークホルダーと
対話をして懸念を聴取する

⃝ �実際に人権侵害リスクのあるステークホルダーから、被害の状況や人権侵
害リスクについて聴取する

※実務参照資料の記載に一部加筆
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ⅱ.　リスクが生じ得る事業領域検討時の留意点2：既存の調査等の活用

自社内外において生じる人権侵害リスクを検討するに際し新たなアンケート調査等を検討する場合は、

現状を正しく認識するためにまず既存の体制や従来の対応の適切性を検証することが重要です。人事関連

のアンケートやハラスメント研修のアンケート等、過去の調査結果や、救済窓口への相談事例が確認でき

る場合は、それらを通じて明らかとなった課題や対応結果、課題解決に至る過程、対応が見送られた場合

の判断基準等を確認してください。

従来の対応が自社の従業員等の人権上の問題に対する不安や不満を解消する手段として適切であったか

の検証と新たなアンケート結果を合わせることで、実態に即したリスク分析と対応策の検討が可能となり

ます。

ⅲ.　リスクが生じ得る事業領域検討時の留意点3： 自社内の人権侵害リスクの検証

企業内の人間関係等において生じ、完結するハラスメントや長時間労働、従業員への賃金未払い等、自

社内の問題については、「ビジネスと人権」19の枠組みではなく、労働基準法、労働契約法、労働組合法、

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法等、関係する法律を理解し、適切に対応することが求められます。

しかしながら、人権方針は自社内の従業員を対象に含むものであり、また、人権DDは自社の従業員の

人権侵害リスクを網羅的に検証する貴重な機会です。自社において人権DDを実施する際は、その対象か

ら自社内で生じる人権侵害リスクを殊更に除外することなく、自社内の人権侵害事例を改めて検証する機

会にもなるよう検討してください。

ⅳ.　リスクが生じ得る事業領域検討時の留意点4： 自社従業員が被害者となる人権侵害リスクの検証

ステークホルダーとの関係で生じる人権侵害のリスクを検討する際は、自社の従業員が加害者となり得

る人権侵害のリスクに加え、自社の従業員が人権侵害の被害者となり得ることを認識することが重要です。

2024年12月に会員社で発覚した人権侵害事案では、事案の背景の一つとして番組出演者等の取引先と

の不適切な会食・会合が指摘されました。取引先との会食や会合は、放送業界に限らず一般的に行われて

いるものですが、参加者の人権意識の欠如、また参加者間に権力格差があると、ハラスメント等が生じや

すい環境となります。

会食・会合に限らず、ステークホルダーとの関係においては、自社従業員の性、年齢、地位、業務内容、

業務経験等により、ハラスメント等の被害を受ける可能性や深刻度に大きな違いが生じ得ます。リスクを

検証する際は、自社従業員を画一的にとらえるのではなく、属性により、重大なハラスメントの被害者と

なるリスク、あるいは、ハラスメントの被害を社内外の相談窓口等に訴えることを躊躇するリスクが高い

ことを十分認識することが重要です。

19	「ビジネスと人権」に関する政府ガイドラインは、“企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつわかり
やすく解説し、企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的として策定”され、主に企業の「サプライチェーン」等で生じ得る人権侵害リスクへの
対処が対象となっています。
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■ �参考情報③：民放連会員社向け人権侵害リスク特定・評価用作業シート 
（リスクの特定用ワークシート）

　課題のマッピング・リスト化の作業において、定められた手法やフォーマットはありませんが、民放連は、
会員社が自社の課題を抽出するための参考資料として、「民放連会員社向け人権侵害リスク特定・評価用作
業シート」を作成しました。
　同シートは、「リスクの特定用ワークシート」、「リスクの評価・優先順位付け用ワークシート」、「リスク
マッピング結果分析・報告用ワークシート」から構成されます。このうち、「リスクの特定用ワークシート」
は、政府の実務参照資料及び同資料の別添資料をベースに、会員社において想定されるステークホルダー
と課題を例示したマトリクスとなっています。各社の実情にあわせ、項目を追加・削除の上ご活用ください。

（3） 人権侵害リスクと自社の関わりの評価及び優先順位付け

人権課題のマッピング・リスト化を通じて確認された人権侵害リスクについて、優先的に解決を進める

事項を定めます。このプロセスでは、人権課題のマッピング・リスト化により明らかになった人権侵害リ

スクについて、「自社との関連性」及び「リスクの深刻度や発生頻度」を評価し、それらを総合的に勘案して、

解決に向けて優先的に施策を講じる課題を検討します。

人権侵害リスクと企業の関連性の類型の考え方や、人権侵害リスクの優先順位付けの判断基準、それら

を検証する手法（フォーマット）については、実務参照資料に掲載されています。以下では、それらを放送

業界における事例を交えながら再編したものを示します。

ⅰ.　 優先順位付けで考慮すべき事項１：人権侵害リスクと企業の関連性

企業が対処すべき人権侵害リスクについて、国連指導原則では、企業と人権侵害リスクの関係性を基に、

以下の三類型に大別しています。判明した課題に自社がどのように関与しているかを整理し、課題へ対処

するに際し自社が取り組む範囲や責任を検討することが重要です。特に、自社や契約相手先等が人権侵害

を引き起こしている、あるいは助長している場合は、より主体的かつ速やかに是正措置を図る責任が生じ

ます。

● �類型１：自社が、人権侵害の状態を引き起こす（Cause）

● �類型２：自社が、直接的、間接的に人権侵害を助長する（Contribute）

● �類型３：自社の取引関係により、人権侵害に直接関連する（Directly Linked）

参考-34



19

５　
具
体
的
な
対
応
事
項
３：人
権
Ｄ
Ｄ
の
実
施

Cause
（企業が人権への負
の影響を引き起こし
ている場合）

Contribute
（企業が人権への負の影響を直接的又は 
間接的に助長している場合）

Directly Linked
（企業の事業・製品・サー
ビスが、取引関係を通じ
て、人権への負の影響と
直接関連している場合）

企業

第三者 被害者

企業

第三者 被害者

企業

第三者 被害者

企業

第三者 被害者

（例）

⃝ �自社店舗で顧客に対
して人種差別的な対
応を行う

⃝ �自社施設で従業員が
危険な労働を強いる

⃝ �取引先又は第三者に
おける人権侵害の現
場で自社製品が悪用
されているなど

⃝ �自社が発注した商品の納品が遅延しないよ
う、労使問題を抱えるサプライヤーに対し、
組合に加入している労働者への報復を予告
するよう勧める（サプライヤーが上記の提案
に従った場合、自社は負の影響を助長した
ことになる）

出典：今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応（詳細版）（法務省）（11ページ）

「自社が、人権侵害の状態を引き起こす（Cause）」とは、自社が人権侵害を生み出す主体（直接的な原因）

となっている状態を指します。自社の従業員による契約先へのパワーハラスメントやセクシュアルハラス

メント、下請け企業やフリーランスの出演者に対する賃金の不払い、取材相手への人種差別的な対応、年

少者に対する深夜時間帯の労働の指示等があたります。

「自社が、直接的、間接的に人権侵害を助長する（Contribute）」とは、自社が人権侵害リスクを引き起

こす主体とはならないが、自社が人権侵害を引き起こしやすくしたり、影響を拡大したりしている状態を

指します。自社が契約上優位な立場にあることを利用し、条件の提示等を通じて、契約相手先の従業員等

の人権侵害を助長すること等がこれに当たります。

放送業界特有の人権侵害の助長となる事例としては、番組の制作現場において、自社からの一方的かつ過

度な要請（演出方法の度重なる変更、知的財産権の無償譲渡等）により、製作会社や芸能事務所に所属する役

職員や番組出演者等の労働時間が過度に延長・増加する、著作権者の権利が侵害される、等があげられます。

なお、当該事項が人権侵害を「助長」しているかどうかの判断は、以下の点を考慮して検討されます20。

● �企業が別の企業による負の影響を促したかまたは動機付けた程度。影響発生のリスクを増大させた度合い 

● �負の影響またはその可能性について知り得たかまたは知るべきであったかという程度。 予見可能性の

度合い

● �企業のいずれかの活動が実際に負の影響を軽減しまたは影響発生のリスクを減少させた度合い

20	責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス （72ページ）
	 https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-RBC-Japanese.pdf
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「自社の取引関係により、人権侵害に直接関連する（Directly Linked）」とは、自社が人権侵害リスクを

引き起こす主体ではなく、助長するような行為も行っていないが、自社の事業や製品、サービスが人権侵

害リスクと関連している状態を指します。

放送業界においては、例えば、自社で制作しているアニメや映像コンテンツのグッズ製作の過程におい

て児童労働や強制労働が生じている場合等が考えられます。また、番組出演者の言動がSNS等で意図せぬ

かたちで拡散され誹謗中傷の対象となる、海外や外国籍の取材相手が取材協力を理由に当該国において不

当な扱いを受ける、等のリスクも放送業界特有の事例として認識する必要があります。

ⅱ.　優先順位付けで考慮すべき事項2：人権侵害リスクの深刻度と発生可能性

人権侵害リスクの優先順位を判断するにあたり、国連指導原則では、「深刻度」と「発生可能性（蓋然性）」

を総合的に検証し、人権侵害リスクの影響度を判断することが重要とされています。

このうち「深刻度」は、人権侵害の規模（被害者に対する影響の大きさ）、範囲（影響が及ぶ人数・範囲）、

是正不能性（負の影響を受ける前と同等の状況まで回復するに要する時間やその難易度）の三点を総合的に

勘案して決定します。一方、「発生可能性」は、人権侵害が生じた事業や部門におけるその事由の頻度を検

証する項目です。国連指導原則では、「発生可能性」が同程度で「深刻度」が異なる人権侵害リスクがある場

合は、「深刻度」の高い課題を優先して対処すべきとされています。

各項目の評価軸については、実務参照資料において、「深刻度（規模、範囲、是正不能性）」と「発生可能性」

の程度を「高度」、「中程度」、「低度」に分類する基準として、次のとおり示されています。
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■ 参考情報④：「深刻度」と「発生可能性」の評価軸

深刻度

最重要
要素

規模
（影響がどのくらい重大
または深刻であるか）

高度
人権侵害が、個人・コミュニティの身体的、精神的、情緒
的な幸福に対する重大な影響を伴っている。対象になって
いるコミュニティが特に脆弱な立場にあると考えられる

中程度
人権侵害が、個人・コミュニティの身体的、精神的、情緒
的な幸福に対する中程度の影響を伴っている

低度
人権侵害が、被害者の生活に対する長期の、または実質的
な影響を伴っておらず、脆弱な立場にある人々を対象とし
ていない

範囲
（影響を受けた人々の数）

高度
影響を受けた人々が多数であること。これには、社員、家族、
または労働者、そして周囲の住民が含まれます

中程度 影響を受けた人々が中程度の人数であること

低度 影響を受けた人々が少数であること

是正不能性
（影響を受けた人々につい
て負の影響を受ける前の
状況と少なくとも同一ま
たは同等の状況に回復さ
せることができる限界）

高度
即時に措置を講じなければ、人権侵害の影響を是正できな
いことになる

中程度
速やかに措置を講じなければ、人権侵害の影響を是正する
ことができない可能性が高い

低度
人権侵害を完全に是正するために即時に措置を講じる必要
はない

発生可能性

高度
事業活動（または部門）において事由が年に数回発生してお
り、再び発生する可能性が非常に高い

中程度
事業活動において事由が数回発生しており、その業界で過
去にも発生している

低度
事業活動においてその事由が発生したことはないが、その
業界で過去に発生した可能性がある

出典：�責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料（経済産業省）（図表4：優先順位付けの判断基準の例） 
（14ページ）
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■ �参考情報⑤：民放連会員社向け人権侵害リスク特定・評価用作業シート 
（リスクの評価・優先順位付け用ワークシート）

　優先順位付けの作業に定められた形式や評価基準はありませんが、作業の参考となるよう「民放連会員社
向け人権侵害リスク特定・評価用作業シート」内に「リスクの評価・優先順位付け」用のワークシートを用意
しました。本ガイドブックと合わせ、各社の実情にあわせてご活用ください。
　なお、同ワークシートは、実務参照資料の類似の資料を参考に作成しており、使用する際の手順は以下
のとおりです。

⃝ �人権課題のマッピング・リスト化の結果、明らかとなった人権侵害リスクの内容を、各人権侵害リスク
が生じた主な領域（自社内、契約相手との関係等）別に各シートに転記する

⃝ �各人権侵害リスクのステークホルダーを明記する
⃝ �各人権侵害リスクに対する企業の関連性の類型を選択する
⃝ �各人権侵害リスクの「深刻度（規模、範囲、是正不能性）」と「発生可能性」を評価する
⃝ �領域ごとに、各人権侵害リスクに対する自社の関連性と深刻度、発生可能性を総合的に勘案し、優先順

位を付す

5-4	 具体的なフロー 2：人権侵害リスクの防止・軽減、取り組みの実行性の評価、結果の公表

（1）人権侵害リスクの防止・軽減

このプロセスでは、「人権侵害リスクの特定・評価」を通じて明らかになった課題を防止・軽減するため

の対策を検討します。

政府ガイドラインでは、企業の取り組むべき事項について、企業が人権侵害リスクにどのように関与し

ているかに応じて、以下ⅰ. ～ⅲ.のとおり整理しています。これらを参考に各課題の防止・軽減策を検討

してください。なお、課題が多岐にわたる場合は、5-3. （3）で検討した優先順位付けを参考に、責任主体

や対応期限を明記した中長期的な防止・軽減計画の策定を検討してください。

ⅰ.　自社の活動が人権への負の影響の原因となる、またはなり得る場合

● �当該活動を確実に停止するとともに、将来同様の負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を防止する

● �事業上、契約上または法的な理由により、負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を直ちに停止

することが難しい場合は、その活動の停止に向けた工程表を作成し、段階的にその活動を停止する

ⅱ.　自社が人権への負の影響を助長する、または助長し得る場合

● �負の影響を助長している自社の活動を停止し、かつ残存した負の影響を軽減するために自社の有する影

響力を最大限行使して関係者に働きかける

ⅲ.　�人権への負の影響が第三者との事業上の関係を通じて、企業の事業・製品またはサービスと直接結

びつく場合

● �負の影響を引き起こしている、または助長している企業に対して、影響力を行使（改善の要請等）し、も

しくは、影響力がない場合は影響力を確保・強化し、または支援（改善方法の協議や助言）することによ

り、負の影響を防止・軽減するよう努める
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５　
具
体
的
な
対
応
事
項
３：人
権
Ｄ
Ｄ
の
実
施

● �問題のある企業等との取引停止は負の影響自体を解消できるものではないため、問題発覚後に直ちにビ

ジネス上の関係を停止するのではなく、サプライヤー等との関係を維持しながら負の影響を防止・軽減

するよう努め、取引停止は最後の手段として適切な場合に限って実施する。ただし、契約関係の終了に

よって、当該人権侵害リスクの増大やさらなる人権への負の影響が発生しないか等、十分な検討が必要

ⅳ.　自社が人権への負の影響を受ける場合

他社の活動や事業が、自社の従業員等の人権への負の影響の原因となる（なり得る）、あるいは助長する

（し得る）場合の対応については、政府ガイドラインに言及はありません。しかしながら、自社の従業員等

の人権への負の影響を是正するため、前記iii.の場合と同様に、負の影響を引き起こしている、または助

長している企業に対して、自社の影響力を行使し、負の影響を防止・軽減するよう努めることが求められ

ます。また、実際に直接的な被害が生じている場合は、前記iii.の場合とは異なり、被害者の救済と負の

影響の遮断を最優先します。

加えて、自社の従業員等が人権侵害のリスクにさらされることがないよう、契約相手先等に自社の人権

方針を説明する、契約相手先等との会食、会合への参加に際しては「参加者本人の意思が尊重されているか」

「各参加者が会食等に参加する業務上の理由はあるか」に十分に配意する等、自社の従業員の人権を守る姿

勢を示すことが重要です。

（2）取り組みの実効性の評価（追跡調査）

政府ガイドラインでは、取り組みの実効性の評価について、「企業は、自社が人権への負の影響の特定・

評価や防止・軽減等に効果的に対応してきたかどうかを評価し、その結果に基づいて継続的な改善を進め

る必要がある」とし、評価手法等について整理しています。

このプロセスでは、以下ⅰ. 〜ⅳ.を参考に、人権侵害リスクを防止・軽減するために講じた対策の結果

を評価します。

ⅰ.　評価対象の選定・実施時期

評価対象の選定や実施時期は、対処すべき人権侵害リスクの優先順位付けを活用し、人権侵害リスクの

深刻度が高いものを優先的に対応します。

ⅱ.　評価手法

評価の方法は、企業の事業環境や規模、対象となる人権侵害リスクの類型や深刻度等によるものの、防

止・軽減策の効果を客観的に測る観点から、ヒアリングや質問票の活用、現場訪問、監査、第三者による

調査等を通じて、取り組みの実施前後を比較して評価できるものとすることが求められます。特に、負の

影響の深刻度が高いものや、脆弱な立場に置かれている人々に影響する人権侵害リスクについては、ヒア

リングや現場訪問等により、現場の声を直接かつ重点的に収集することが重要です。

また、評価を第三者機関に委任する等、第三者の意見を聴取することで、評価の客観性を高めることも

考えられます。なお、契約相手等の取り組みが不十分であると評価する際は、改善計画の作成を求める等、

評価後も継続的に事態が改善の方向に向かうよう働きかけることが重要です。
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ⅲ.　評価指標

評価指標については、特に定められたものはありません。可能であれば、評価事項ごとに評価対象期間

と定量的な指標（労働時間、ハラスメントの相談件数、労働災害の発生件数等）を設定し、対策の前後の変

化を記録することで、評価の客観性が高まります。ただし、定量的な指標を測定する都度、前提条件を完

全に一致させることは困難であり、また、第三者の介入により定量的な指標が恣意的に操作される可能性

がある（被害の過少報告等）ことから、定量的な指標の補完情報として、関係者へのヒアリング等により定

性的な指標（対策に対する満足度等）を収集することも重要です。

ⅳ.　評価の社内プロセスへの取り込み・評価結果の活用

自社の定期的な内部監査の監査対象項目に人権尊重への取り組みの実効性を評価する項目を追加する、

労働安全衛生の現場調査時にヒアリングの機会を設ける等、既存の社内プロセスに一連の評価の流れを取

り込むことで、人権尊重への取り組みをより迅速かつ効率的に実施することが可能となります。

（3）結果の公表

政府ガイドラインでは、「企業は、人権を尊重する責任を果たしていることを説明することができなけ

ればならない。人権尊重の取組について情報を開示していくことは、仮に人権侵害の存在が特定された場

合であっても、企業価値を減殺するものではなく、むしろ改善意欲があり透明性の高い企業として企業価

値の向上に寄与するものであり、また、ステークホルダーから評価されるべきものであり、企業による積

極的な取組が期待される」と、人権侵害リスクの分析や評価結果の公表の必要性を示しています。

このプロセスでは、政府ガイドラインに示されている方法に従い、一連の人権DDの結果を公表・開示

します。

ⅰ.　開示内容

各企業が実際に行う情報開示の内容や範囲は、各社の判断に委ねられています21が、人権DDに関する

基本的な情報（特定された重大な人権侵害リスクの領域や負の影響、対処に係る優先順位付けの基準、人

権侵害リスクの防止・軽減に係る対応結果の概要、実効性評価に関する概要等）を含めることが重要です。

ⅱ.　開示方法

各企業は、想定する受け手が入手可能な方法により情報提供を行うことが求められます。企業のHPや

サステナビリティ報告書、人権報告書等を通じて、1年に1回以上、一般向けに公開することが望ましい

とされています。

負の影響を受けるまたは受けたステークホルダーに対しては、情報提供時に面談を行う等、丁寧な説明

が必要です。

21	民放連では、先行して人権DDを実施している非製造業の企業の公表内容を参考に、放送業界用の人権課題マッピングと優先順位付け結果の公表資料の例として、
「（放送業界の）人権侵害リスク特定・評価用作業シート」内に「リスクマッピング結果分析・報告」用ワークシートを作成しています。自社の情報発信の参考にし
てください。
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６　
具
体
的
な
対
応
事
項
４：救
済

6-1	 定義

政府ガイドラインでは、「企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は、助長していることが

明らかになった場合、救済を実施し、又は、救済の実施に協力すべきである」としています。

救済の種類や組み合わせは多様であり、負の影響の性質、範囲、深刻度によっても異なりますが、人権

への負の影響を受けたステークホルダーに対して迅速かつ適切な救済が提供されているかという点が重要

です。

6-2	 具体例

（1）救済の例

政府ガイドライン等において、一般的な救済手法として次のものが例示されています。いずれの対応に

おいても、被害者との対話を通じて適切な救済を検討することが重要です。

● �金銭的賠償

● �非金銭的賠償

● �謝罪

● �原状回復

● �自社における再発防止プロセスの構築・表明

● �契約相手先に対する再発防止の要請

（2）救済を提供する仕組みの例

人権侵害を正しく把握し、適切な救済を行うためには、人権侵害の被害を申告可能な環境や仕組みを構

築することが必要です。司法的手続き（裁判）や非司法手続き（個別労働紛争解決制度、法務局での人権相

談等）以外に、自社においても自社及びステークホルダーに関連する苦情や紛争に取り組む仕組み（苦情処

理メカニズム）を設けることが求められます。

ⅰ.　苦情処理メカニズムに求められる8要件22

政府ガイドラインでは、利用者が苦情処理メカニズムの存在を認識し、信頼をもって利用することがで

きるよう、次頁の8要件を満たすべきとしています。

これらの要件については、苦情処理メカニズム設置時に検討することに加え、自社の従業員への定期的

な認識調査等を通じて各要件の利用者（利用を想定する者を含む）の認識や満足度を評価し、改善を図るこ

とが重要です。利用者から信頼されない苦情処理メカニズムの設置は意味がありません。

具体的な対応事項4：救済6

22	各要件の詳細な解説は「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」（法務省）等を参照してください
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● �正当性：利用者から信頼される公正な運営、責任の所在の明示等

● �利用可能性：苦情処理メカニズムの存在の周知、多言語化等による利用が想定される者への適切な支援等

● �予測可能性：手続きの種類やプロセス、履行の監視方法、要する時間の明確化等

● �公平性：苦情申立人が苦情処理メカニズムを利用する際の情報や専門知識等の合理的なアクセスの確保等

● �透明性：苦情申立人に対する手続きの経過に関する十分な説明、定期的な進捗の共有等 

● �権利適合性：苦情処理メカニズムの結果と救済内容の国際的に承認された人権との適合等

● �持続的な学習源：事例の分析や教訓の還元による苦情処理メカニズムの恒常的な改善等

● �対話に基づくこと：苦情処理メカニズムの制度設計や成果に対するステークホルダーとの協議・対話等

ⅱ.　その他考慮すべき要件

自社に関わる全ての人が苦情処理メカニズムを安心して利用できるよう、同メカニズムの設計や運営に

は、多様な性、年齢層、属性が携わるよう努めてください。また、苦情処理メカニズムの利用による二次

被害が生じないよう情報管理等を徹底することも重要です。

加えて、苦情処理メカニズムを正しく機能させるためには、役員、従業員の双方が高い人権意識を持つ

ことが求められます。特に救済における意志決定は、意思決定者の高い人権意識のもと、適切な情報共有

や多角的な観点により行われることが重要です。

さらに、個別の救済では、将来発生し得る類似の事案の人権侵害のリスクを防止・軽減することが難し

い場合は、被害が生じている属性のデータを収集・分析し、改善策を検討することが求められます。

ⅲ.　苦情処理メカニズムの具体例

● �自社内に、あるいは自社のグループ企業共通で、人権に関する苦情・相談・通報窓口を設置し、相談の

受付から対処までを一括する苦情処理メカニズムを設ける

● �外部の専門家（弁護士等）に窓口を委託する

● �苦情処理の専門機関を利用する23

苦情処理メカニズムは、存在が公表されることで、その機能を果たすことができます。グローバル・コ

ンパクト・ネットワーク・ジャパンとビジネスと人権ロイヤー・ネットワークが中心となり策定した「責

任ある企業行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救済ガイドライン24」及び「集団的な苦情処理・

問題解決制度（苦情処理・問題解決センター）の整備に関するガイドライン25」では、個別企業の苦情処理・

問題解決メカニズムや苦情処理・問題解決センターの制度構築、運営、ガバナンス等において留意すべき

事項が示されています。自社で苦情処理メカニズムの整備を検討する際の参考としてください。

� 以上

23	一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)の「対話救済プラットフォーム」(https://jacer-bhr.org/index.html)等
24・25 �「責任ある企業行動及びサプライ・チェーン推進のための対話救済ガイドライン」 

「集団的な苦情処理・問題解決制度（苦情処理・問題解決センター）の整備に関するガイドライン」 
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン https://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=546 
ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク https://www.bhrlawyers.org/erguidelines
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人権侵害リスク特定・評価用作業シート

1．	本作業シートは以下で構成されています
	 （1）リスク特定用ワークシート
	 （2）リスクの評価・優先順位付け用ワークシート
	 （3）リスクマッピング結果分析・報告用ワークシート

2．	各社の事情にあわせ、項目を追加・削除してご活用ください

3．	データ上で作業いただくことを前提に作成しています
	 �本作業シートのデータ（Microsoft Excel）は民放連ウェブサイトから
取得してください

民放連ウェブサイト https://j-ba.or.jp/
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調 査 結 果 
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１．名  称：民放事業者の経営ガバナンスに関するアンケート調査 

２．対  象：民放連会員地上テレビ社（127社） 

３．調査時点：平成30年12月１日 

４．調査期間：平成30年12月26日～平成31年１月31日 

５．回 答 率：100％ 

６．調査主体：放送計画委員会 

７．調査目的：民放事業者にはステークホルダー（国民・視聴者、地域社会、株主、

広告主、従業員、債権者）との対話・協調を通じてメディア環境の変化

に対応し、①民主主義の基盤としての社会的価値、②広告媒体としての

経済的価値などの企業価値を長期的・持続的に向上させることが求めら

れている。 

        本アンケート調査では、会員社が目指す企業価値を明らかにしたう

え、その実現のための民放事業者の経営ガバナンスやコンプライアンス

対策の現状を調査し、ベストプラクティスを共有することで、会員各社

における「放送の価値向上・未来像の検討」の参考に供する。 

８．設問項目：①経営理念、②経営の目標、③経営ガバナンス、④コンプライアンス

の徹底、⑤ステークホルダーとの対話・協調、⑥その他 
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 １.経営理念  

経営理念・社訓・信条・行動準則などにその実現が盛り込まれている企業価値については、

「地域情報の発信」（120社・94.5％）と「報道機関としての機能の発揮、社会的責任の遂行」

（116社・91.3％）は９割を超え、「地域で愛される、信頼される放送局であること」（112社、

88.2％）、「地域社会への文化的な貢献（文化・福祉事業の推進など）」（110社、86.6％）は８

割を超えている。大半の社は地域住民の知る権利に応え、地域に貢献することを経営理念の

柱に据えている。 

「その他」では、「視聴者との関係性の強化」、「人類の未来に関わる環境問題への取り組み」

「取引先の企業価値向上と信頼関係の構築」などの回答があった。東日本大震災の被災地の社

は「震災の風化を防ぎ本格復興の一助となること」を、被爆地の社は「世界平和への貢献」

をそれぞれ経営理念に掲げている。 

 

【図１】経営理念などに盛り込まれている企業価値の実現（複数回答可） 
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 ２.経営の目標  

企業価値の実現に向けた中期経営計画における目標については、「自社制作番組の強化」が

120社（94.5％）と最も多い。これに「収益力の向上」（113社・89.0％）など、企業利益の追

求に関わる目標が８割超で続いている。「激変するメディア環境への対応」（93社・73.2％）、

「労働環境のさらなる改善」（92社・72.4％）も７割を超え、多くの社が今日的な経営課題を

中期経営計画に盛り込んで具体的な施策を進めている。 

「放送番組関連イベントの実施、強化」（84社・66.1％）や「放送番組の自社による動画配

信の実施、強化」（81社・63.8％）、「放送番組の海外展開の実施、強化」（76社・59.8％）は

およそ６割の社が中期経営計画に盛り込み、地域コンテンツの全国発信と放送事業外収入の

確保に取り組んでいる。 

“ひと”で成り立つ民放事業は、人材活用がとりわけ重要である。「多様な人材の確保、育

成、活用策」を目標とする社は80社・63.0％である。世界的には財務諸表に現れない人材活

用策や契約関係が企業価値の多くを形成するとの考え方が主流になりつつあり、人材活用の

ベストプラクティスを共有することが、ローカル局の経営基盤強化に役立つと考えられる。

具体的には「データアナリスト、アド（広告）テクノロジーエンジニアなど新規事業領域の

スペシャリストの採用」、「深夜番組やドキュメンタリー番組等の制作における若手スタッフ

への機会付与」、「気象、農業、災害、火山など専門分野の研修」、「介護や育児で転勤が困難

な社員を対象とした地域限定社員制度」などの取り組みがベストプラクティスになり得る。 

「その他」では、「世帯視聴率に代わる有効な視聴データの追求」、「高校放送部による番組

制作などを通じた放送メディアへの関心の向上」などの回答があった。 

1 地域情報の発信 120社 (94.5%)

2 報道機関としての機能の発揮、社会的責任の遂行 116社 (91.3%)

3 地域で愛される、信頼される放送局であること 112社 (88.2%)

4 地域社会への文化的な貢献（文化・福祉事業の推進など） 110社 (86.6%)

5 地域社会への経済的な貢献（媒体力の発揮など） 99社 (78.0%)

6 質の高い放送番組の制作・放送 99社 (78.0%)

7 地域社会の安全・安心への貢献 93社 (73.2%)

8 企業としての安定、成長、発展、収益力の向上 88社 (69.3%)

9 従業員の生活の安定、福祉の増進、健全な職場環境の確保 83社 (65.4%)

10 質の高いコンテンツ（放送番組を除く）の制作・提供 75社 (59.1%)

11 地域で一番の放送局であること 68社 (53.5%)

12 その他 22社 (17.3%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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【図２】中期経営計画の目標（複数回答可） 
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1 自社制作番組の強化 120社 (94.5%)

2 収益力の向上 113社 (89.0%)

3 視聴率、視聴率順位の向上 106社 (83.5%)

4 スポット収入、スポット収入シェアの向上 104社 (81.9%)

5 タイム収入の向上 96社 (75.6%)

6 激変するメディア環境への対応 93社 (73.2%)

7 労働環境のさらなる改善 92社 (72.4%)

8 放送番組関連以外のイベントの実施、強化 91社 (71.7%)

9 業務の効率化 90社 (70.9%)

10 グループ企業の連携強化 87社 (68.5%)

11 放送番組関連イベントの実施、強化 84社 (66.1%)

12 コストコントロールの徹底 84社 (66.1%)

13 放送番組の自社による動画配信の実施、強化 81社 (63.8%)

14 多様な人材の確保、育成、活用策 80社 (63.0%)

15 放送番組の他の放送事業者への販売、強化 77社 (60.6%)

16 放送番組の海外展開の実施、強化 76社 (59.8%)

17 放送の媒体価値向上 75社 (59.1%)

18 放送番組の動画配信事業者への販売、強化 67社 (52.8%)

19 新規事業（他項目以外）の立ち上げ 65社 (51.2%)

20 独自コンテンツの動画配信事業者への販売、強化 61社 (48.0%)

21 独自コンテンツの自社による動画配信の実施、強化 61社 (48.0%)

22 事業の多角化 59社 (46.5%)

23 放送関連企業との連携・協業の実施、強化 55社 (43.3%)

24 異業種（放送関連以外）企業との連携・協業の実施、強化 54社 (42.5%)

25 ４Ｋコンテンツの制作、他の放送事業者への販売、強化 53社 (41.7%)

26 独自コンテンツの海外展開の実施、強化 46社 (36.2%)

27 新規事業（他項目以外）への投資 37社 (29.1%)

28 海外事業の実施、強化 34社 (26.8%)

29 映画製作事業への参画、強化 28社 (22.0%)

30 株式など有価証券への投資 18社 (14.2%)

31 その他 12社 (9.4%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合

※ 「他の放送事業者」＝地上・ＢＳ・ケーブルテレビ

※ 「独自コンテンツ」＝放送番組以外やニュースクリップなど放送番組の一部分
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本アンケート調査の結果をもとに、経営ガバナンスとその成果に関する情報共有を図るた

め、民放テレビ事業者のベストプラクティスを取りまとめた。 

企業価値向上や収益力向上などの観点から、より一層経営ガバナンスの確保に向けた取り

組みを行う際の参考としてご覧いただきたい。 

 

① 業務の効率化 

（ＩＣＴサービスの導入） 

● クラウドを用いたグループウェアの導入により、①スケジュール確認と業務情報の共有、

②会議、打合せの効率化、③資料の同時編集、④社外からのビデオ会議参加などを行って

いる。 

● 入館証の発行を自動システム化し、受付業務の負担軽減と来訪者の利便性向上を図った。 

● ＩＣＴ技術情報の収集、社内外との人材ネットワーク構築、ロードマップの策定などに

取り組むためのＩＣＴ推進委員会およびＷＧを設置し、ＩＣＴ社会に適応する仕組みを整

備している。 

● インターネット会議システムの導入など、テレワークを支援している。 

● 共用会議室にＰＣ画面をワイヤレスで表示できるモニターを設置し、会議の効率化、ペ

ーパーレス化を推進している。 

● 制作現場にクラウド型プレビューシステムを導入した。プロデューサーがどこでも映像

をチェックできるようになり、プレビュー用テープのダビング作業やプロデューサーのス

ケジュールによるチェック待ちがなくなった。 

● ＲＰＡ（Robotic Process Automation）の導入により、①視聴率日報の自動配信、

②見積状況表、スポット予測表、業種別売上表、月次資料の作成などの定型業務を自動化

している。 

● ＡＩ委員会を立ち上げ、他社の事例などの情報を積極的に収集している。業務支援とな

り得る事例は積極的に調査し、導入を検討している。 

● 音声データを自動でテキスト化する文字おこしシステムを報道で導入している。 

● 全社員にモバイルＰＣを支給し、社外でも迅速な対応を可能としている。 

● 報道部内が情報共有アプリによって仕事の進捗状況や日誌などを共有している。系列ネ

ットワークで情報共有アプリを共有しているため、災害発生時などに複数の事業者間で情

報を共有でき、迅速な報道対応を可能にしている。 

● 管理職にセルラーモデルのタブレットを貸与し、クラウド型グループウェア内の経営・

業務情報や会議資料などにいつでも、どこでも接続できるようにしている。ペーパーレス

化も推進している。 

● クラウド型の名刺管理ソフトを導入し、営業支援ツールとして活用している。 

● ＡＩアナウンサーやグループウェアを導入し、業務の効率化を進めている。 

● 電話システムの更新によってＰＢＸ（内線電話の接続をコントロールする電話回線の交

換機）をクラウド化した。固定設置電話機を大幅に削減し、タブレットやスマートフォン

を内線電話化し、勤務の自由度を高める体制を整備している。 

 

ベストプラクティスⅠ 
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（業務上の工夫） 

● ｢社員氏名」を登録できる単語帳のデータを配付し、管理部門で社員のフルネームを入

力する時間が大幅に削減された。 

● 伝票の起票は社員が一人で行っていたが、誤入力などの差し戻しなど無駄が多かった。

伝票入力の業務フローを根本から見直し、伝票入力専門のスタッフを配置して効率化を図

っている。 

● 機能的な標準レイアウトを導入し、デスクの配置換えや引越しのコストダウンを図った。 

● 部署間の間仕切りや什器をなくし、部署を越えたコミュニケーションを重視したレイア

ウトにした。ミーティングテーブル、カウンター、コピーコーナーなど共有スペースを設

け、コミュニケーションの活性化を図り、創造的な仕事をサポートする環境を作った。 

（業務フローの見直しなど） 

● 組織、体制に関する取り組みは部署単位で策定し、個人に関する取り組みも目標を設定

して管理している。 

● 会議の有効性を分析した内部監査の結果を受けて全社的に洗い出しを行い、会議の有効

性を高め、効率化を図るための改善策を作成している。 

● 各部署と委員会事務局が連携して従業員満足度調査を実施し、常にPDCAをまわすこ

とで健全な職場環境作りを行い、社員の心と体の健康管理の検討を行う。 

● 管理職を除く全社員から「業務の内容、それにかけた時間」を調査して課題を抽出し改

善を促進している。 

● 人事評価の項目に業務の効率化を盛り込んでいる。 

● 技術、番組制作、デジタル部門などを関連会社へ業務移管した。 

● 放送対象地域内のケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、タウン雑誌、Ｗｅｂメディアな

どのローカルメディアと連携を深め、番組への出演や映像提供などに協力してもらい、地

域に深く入り込む努力をしていることが番組制作の効率化にもつながっている。 

 

② 多様な人材の確保・育成・活用策 

（採用活動の多様化） 

● 通年で障害者採用を実施している。就業経験者のみならず新卒にも門戸を開いており、

採用実績がある。障害者採用においても本人の意向や資質などを総合的に判断し、能力を

発揮できる部署に配属している。 

● エンジニア、マーケッター経験者などの中途採用、第二新卒の採用などにより多様な人

材を確保している。 

● 採用の募集形態を総合職、総合職アナウンサーコース、総合職技術コース、総合職ＩＴ

エンジニアコースの４種としている。特にＩＴエンジニアコースを設け、今後力を入れる

べき配信事業の強化に備えている。 

● 中途採用を実施し、弁護士や社会保険労務士、公認会計士を採用してきた。 

● 部署別にインターンシップを実施することで、多様な人材の確保につなげている。 

● 「データアナリスト」「アド（広告）テクノロジーエンジニア」など新規事業領域のス

ペシャリストを採用している。 

● 大学の学長や教授を通じて優秀な学生の推薦を受け、人材確保に当たっている。 

● 有期契約社員を無期契約に転換し、雇用環境を改善している。 
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● 地場企業と連携して関東・関西圏で合同説明会を実施し、Ｕターン学生を獲得する取り

組みをしている。 

● アイデアの提案などで地域興しに貢献しているＩターン者や外国人などをアドバイザ

ー、プロデューサーとして採用し、番組作りや企画立案に参画させている。 

● インターンシップの実施、地元自治体・大学主催の合同説明会への参加、キー局が主催

する系列の会社説明会への参加、自地区での会社説明会の実施などで学生との接触機会を

増やしている。 

（教育制度の充実） 

● 2018年４月に企業内大学を設置し、自律的な人材の育成を目指している。グループ会

社で働く全ての人（派遣スタッフを含む）を対象とし、さまざまなビジネススキルや思考

法の講座、講演会などを開催し、学びの場を提供している。 

● 配属３か月後から仕事や健康、メンタル面に関する自己リポートを毎月記入させ、状況

を把握している。問題がある場合は直接本人をケアするなどの対応を行い、その後フォロ

ーアップ研修を行う。 

● 制作現場ではＯＪＴを中心にジョブローテーションで経験を積ませるほか、深夜番組や

ドキュメンタリー番組等で若手スタッフに機会を与え、人材の育成・活用を行っている。 

● 報道制作現場の社員を系列局へ研修として派遣し、人材の育成を図っている。 

● 専門職大学院（高度で専門的な職業能力を養成する大学院）への入学を推奨している。

会社が学費を負担し、2006年から計６名がＭＢＡを取得している。 

● 気象、農業、災害、火山などの専門分野の研修を行っている。 

● 階層別、テーマ別の社外研修に総務部が指名した社員を参加させている。研修は社員の

自己研鑽や、スペシャリストの育成を目的として実施している。 

（その他） 

● 人事考課制度に、新しい価値を生み出す力や育成に取り組む姿勢への評価を組み込んで

いる。 

● グループ内の人事交流による育成策で多様な人材を確保している。 

● 介護や育児によって転勤が困難な社員を対象に、一時的に転勤を免除する地域限定社員

制度を設けている。 
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 ３.経営ガバナンス  

① 取締役の構成 

取締役の人数については、「10人以上15人未満」が68社（53.5％）で最も多い。 

 

【図３－１】取締役の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社外取締役（会社法２条15項の規定に該当する者）を選任している社は110社（86.6％）

と大半を占めている（選任していない社には、認定放送持株会社傘下の事業会社＝７社を

含む）。 

全取締役に占める社外取締役の割合については、「40％以上50％未満」と「50％以上60％

未満」がそれぞれ26社（20.5％）で最も多く、45社（35.4％）では社外取締役が過半数を

占めている。 

放送局の設立に際しては、多くの地元企業が株主として参画してきた経緯がある。設立

後には社外取締役として民放経営に参画していることから、取締役の人数や社外取締役の

選任割合は一般企業よりも高い。 

社外取締役を務めるローカル局の株主は地場産業のほか地方紙、電力、銀行といった地

域経済に根ざす企業が多いため、短期的な利益の追求ではなく地域の文化や地域経済への

貢献といった観点から、民放経営に関わっていると考えられる。ローカル局の多くは非上

場企業だが、株主はステークホルダーとして重要な役割を果たしている。 

一方、業務執行取締役の割合については、「30％以上40％未満」が31社（24.4％）で最も

多く、「10％未満」は５社（3.9％）、「10％以上20％未満」は７社（5.5％）と少数であった。 

なお、取締役会の議長を務めるのは、すべての社が「代表取締役」としている。 

 

 

1 ５人以下 2社 (1.6%)

2 ６人以上10人未満 28社 (22.0%)

3 10人以上15人未満 68社 (53.5%)

4 15人以上20人未満 26社 (20.5%)

5 20人以上 3社 (2.4%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める
　 各項目の割合

５人以下

６人以上

10人未満

10人以上

15人未満

15人以上

20人未満

20人以上
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【図３－２】全取締役に占める「社外取締役（会社法２条15項の規定に該当する者)」の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－３】全取締役に占める「業務執行取締役」の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10％未満 17社 (13.4%)

2 10％以上20％未満 6社 (4.7%)

3 20％以上30％未満 9社 (7.1%)

4 30％以上40％未満 16社 (12.6%)

5 40％以上50％未満 26社 (20.5%)

6 50％以上60％未満 26社 (20.5%)

7 60％以上70％未満 16社 (12.6%)

8 70％以上80％未満 6社 (4.7%)

9 80％以上90％未満 5社 (3.9%)

10 90％以上100％未満 0社 (0.0%)

11 100％ 0社 (0.0%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める
　 各項目の割合

10％

未満
10％以上

20％未満

20％以上

30％未満

30％以上

40％未満
40％以上

50％未満

50％以上

60％未満

60％以上

70％未満

70％以上

80％未満

80％以上90％未満 1 10％未満 5社 (3.9%)

2 10％以上20％未満 7社 (5.5%)

3 20％以上30％未満 22社 (17.3%)

4 30％以上40％未満 31社 (24.4%)

5 40％以上50％未満 25社 (19.7%)

6 50％以上60％未満 19社 (15.0%)

7 60％以上70％未満 10社 (7.9%)

8 70％以上80％未満 5社 (3.9%)

9 80％以上90％未満 3社 (2.4%)

10 90％以上100％未満 0社 (0.0%)

11 100％ 0社 (0.0%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める
　 各項目の割合

10％未満
10％以上

20％未満

20％以上

30％未満

30％以上

40％未満

40％以上

50％未満

50％以上

60％未満

60％以上

70％未満

70％以上

80％未満

80％以上

90％未満
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10％未満

10％以上20％未満

20％以上30％未満

30％以上40％未満

40％以上50％未満

50％以上60％未満 60％以上70％未満

【図３－４】全取締役に占める「非業務執行取締役」の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 取締役会における審議の実効性確保 

取締役会における審議の実効性を確保し迅速な経営判断を行うための取り組みについて

は、「事前に経営会議（常務会など）で詳細な検討、意見交換を行っている」社が118社

（92.9％）と９割を超えた。 

「取締役会の議案は会社法が規定する議案以外は大きな経営方針などに絞り、十分な審議

時間を確保している」社は60社（47.2％）、「事前に十分な期間を取って取締役会の資料を

整え、社外取締役に説明している」社は46社（36.2％）あり、取締役会における審議の実

効性の確保に向けた取り組みが行われている。 

｢その他」では、「社外取締役、社外監査役による『社外役員懇談会』を設け、放送特有

の事業内容などを説明している」、「取締役を対象とした研修会を実施している」などの回

答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10％未満 103社 (81.1%)

2 10％以上20％未満 8社 (6.3%)

3 20％以上30％未満 5社 (3.9%)

4 30％以上40％未満 5社 (3.9%)

5 40％以上50％未満 2社 (1.6%)

6 50％以上60％未満 2社 (1.6%)

7 60％以上70％未満 2社 (1.6%)

8 70％以上80％未満 0社 (0.0%)

9 80％以上90％未満 0社 (0.0%)

10 90％以上100％未満 0社 (0.0%)

11 100％ 0社 (0.0%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める
　 各項目の割合
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【図４】取締役会における審議の実効性を確保し迅速な経営判断を行うための取り組み 

 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 適切なリスクテイクが継続的に行われ得る経営の仕組み 

攻め（持続的な成長）と守り（コンプライアンスの確保）の経営ガバナンスはいずれも

現場にアイデアがあり、それを経営が的確に把握して展開する、ＰＤＣＡサイクルを回す

仕組みこそが大切と考えられる。本アンケート調査では“攻めの民放経営”のためのメデ

ィア経営戦略を「メディア環境の変化に対応し、民放事業者としての自社の社会的価値や

経済的価値などを向上させる新たな経営戦略」と定義した。 

メディア経営戦略の立案、策定、実行に向けた経営ガバナンスの取り組みをみると「メ

ディア経営戦略を担当する業務執行役員を決めている」社は68社（53.5％）、「取締役会で

メディア経営戦略を定期的に議論している」社は60社（47.2％）であった。メディア経営

戦略の重要性が増すなか、メディア環境の変化に対応する能力や知見を有する人材の役員

登用が進んでいることがうかがえる。 

「メディア環境の変化に対応するための事業展開（放送関連）を経営計画に盛り込んでい

る」社は81社（63.8％）であり、放送関連以外の事業展開を盛り込む社も72社（56.7％）

ある。構造変革を含む新たな事業展開を、過半数の社が追求している。 

8社

46社

60社

118社

その他

事前に十分な期間を取って取締役会の

資料を整え、社外取締役に説明している

取締役会の議案は会社法が規定する

議案以外は大きな経営方針などに絞

り、十分な審議時間を確保している

事前に経営会議（常務会など）で

詳細な検討、意見交換を行っている

0社 20社 40社 60社 80社 100社 120社

1
事前に経営会議（常務会など）で詳細な検討、意見交換
を行っている

118社 (92.9%)

2
取締役会の議案は会社法が規定する議案以外は大きな
経営方針などに絞り、十分な審議時間を確保している

60社 (47.2%)

3
事前に十分な期間を取って取締役会の資料を整え、社外
取締役に説明している

46社 (36.2%)

4 その他 8社 (6.3%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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「社風や文化の異なる企業経営者を社外取締役に選任している」社は89社（70.1％）であ

り、71社（55.9％）は「社外取締役から助言、提案を得ている」。 

少子高齢化や地域の過疎化による放送マーケットの縮小、インターネット広告や動画配

信事業との競争の激化、若年層のテレビ離れなど、メディア環境の変化は激しい。先進的

な会員社では、担当役員を決めて社外取締役の助言を得ながらメディア経営戦略を取締役

会で定期的に議論し、事業構造の変革のために新規事業を経営計画に盛り込んで進めよう

としている。「デジタル関連事業への対応強化のため、新たなビジネスモデルで起業するス

タートアップ企業に強い広告会社に出資した」、「デジタルネイティブ（＝35歳以下）の視

点や発想を吸い上げる社長直轄の『ミレニアル会議』を設置した」などは、経営判断と経

営トップのリーダーシップによる経営ガバナンスの機能発揮の一端と考えられる。 

メディア経営戦略にもとづく事例では、「ネット動画配信サービスを始め、災害時の同時

送信、若年視聴層へのアプローチを試みている」、「ニュースアプリを開発し、緊急情報や

鉄道情報はプッシュ配信で届け、地方でも進むネット社会の中で『公共的なメディア』と

して浸透し始めている」、「ライブ動画で地方産品を紹介し中国へ販売する、越境ＥＣ事業

を推進している」、「知的財産権を活用した既存領域にとらわれない事業開発を行う部局を

新設した」、「若年層にむけて、独自の動画配信プラットフォームや女性向け情報サイトを

設けている」、「若年層を獲得するため、ＳＮＳでテレビ・ラジオの番組宣伝や事業告知を

行い、放送に誘導している」、「レギュラー番組を４Ｋで制作し、他事業者へ販売している」

といった取り組みがあげられる。攻めの経営ガバナンスの強化によってメディア経営戦略

を推進することが重要であり、これらはベストプラクティスになり得る。 

現場を巻き込んだメディア経営戦略の取り組みとしては、「メディア経営戦略を担当する

従業員や部署を決めている」社は94社（74.0％）、「メディア経営戦略に関する企画、事業

案が現場から経営に上がる仕組み(新規事業の企画募集など）を構築している」社は70社

（55.1％）である。現場からアイデアを汲み取る取り組みが過半数の社で行われている。 

具体的には「社内起業プロジェクトの企画を募集し、提案者が新事業に携わるための異

動制度の構築」、「放送・通信融合に関するビジネス展開を検討する委員会の設置」、「グル

ープ会社の若手社員を対象とした『2030ミーティング』における、2030年の自社や放送を

取り巻く環境を見据えた検討」などの取り組みはベストプラクティスになり得る。 

「将来の持続的な成長に必要だが、一時的に収益力低下を招くリスクのある事業（事業の

統廃合など）を経営計画に盛り込んでいる」社は33社（26.0％）に留まったが、メディア

環境の変化に対応して事業の再構築に取り組む危機感がうかがえる。 

「女性の活躍推進を含め、多様性の確保に努めている」社は53社（41.7％）であった。 
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【図５】適切なリスクテイクが継続的に行われ得る経営の仕組み（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8社

3社

4社

4社

4社

6社

15社

18社

19社

21社

22社

33社

39社

49社

53社

60社

68社

70社

71社

72社

81社

89社

94社

その他

取締役会の成果の評価基準を策定・

公表し、ＰＤＣＡサイクルを回している

代表取締役や業務執行幹部の資質、能力、業績にふさ

わしい報酬を決定するための報酬委員会を設置している

経営トップに求められる資質、能力を備える者を代表取締役に

選任するための指名委員会（任意組織を含む）を設置している

メディア経営戦略を担当する非業務執行取締役を決めている

業務執行幹部に求められる資質、

能力の基準を策定し、公表している

経営陣の報酬に業績連動のインセンティブを付している

コンサルタント会社等から助言、提案を得ている

執行役員制度などを採用して業務執行と経営を分離し、

経営が主体的にリスクテイクできる環境を整備している

将来の持続的な成長に必要だが、一時的に収益力低下を招くリスク

のある事業（事業の統廃合など）を担当する取締役を決めている

メディア環境の変化に対応するための

事業展開に投資予算枠を設定している

将来の持続的な成長に必要だが、一時的に収益力低下

を招くリスクのある事業を経営計画に盛り込んでいる

メディア経営戦略を企画、検討する取締役

を長とした委員会等を設置している

従業員の給与、賞与に業績連動のインセンティブを付している

女性の活躍推進を含め、多様性の確保に努めている

取締役会でメディア経営戦略を定期的に議論している

メディア経営戦略を担当する業務執行取締役を決めている

メディア経営戦略に関する企画、事業案が現場から経営に

上がる仕組み（新規事業の企画募集など）を構築している

社外取締役から助言、提案を得ている

メディア環境の変化に対応するための事業展開

（放送関連以外）を経営計画に盛り込んでいる

メディア環境の変化に対応するための事業展開

（放送関連）を経営計画に盛り込んでいる

社風や文化の異なる企業経営者を社外取締役に選任している

メディア経営戦略を担当する従業員や部署を決めている

0社 20社 40社 60社 80社 100社
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1 メディア経営戦略を担当する従業員や部署を決めている 94社 (74.0%)

2 社風や文化の異なる企業経営者を社外取締役に選任している 89社 (70.1%)

3
メディア環境の変化に対応するための事業展開（放送関連）を経営
計画に盛り込んでいる

81社 (63.8%)

4
メディア環境の変化に対応するための事業展開（放送関連以外）を
経営計画に盛り込んでいる

72社 (56.7%)

5 社外取締役から助言、提案を得ている 71社 (55.9%)

6
メディア経営戦略に関する企画、事業案が現場から経営に上がる
仕組み（新規事業の企画募集など）を構築している

70社 (55.1%)

7 メディア経営戦略を担当する業務執行取締役を決めている 68社 (53.5%)

8 取締役会でメディア経営戦略を定期的に議論している 60社 (47.2%)

9 女性の活躍推進を含め、多様性の確保に努めている 53社 (41.7%)

10 従業員の給与、賞与に業績連動のインセンティブを付している 49社 (38.6%)

11
メディア経営戦略を企画、検討する取締役を長とした委員会等を
設置している

39社 (30.7%)

12
将来の持続的な成長に必要だが、一時的に収益力低下を招くリス
クのある事業を経営計画に盛り込んでいる

33社 (26.0%)

13
メディア環境の変化に対応するための事業展開に投資予算枠を
設定している

22社 (17.3%)

14
将来の持続的な成長に必要だが、一時的に収益力低下を招くリス
クのある事業（事業の統廃合など）を担当する取締役を決めている

21社 (16.5%)

15
執行役員制度などを採用して業務執行と経営を分離し、経営が
主体的にリスクテイクできる環境を整備している

19社 (15.0%)

16 コンサルタント会社等から助言、提案を得ている 18社 (14.2%)

17 経営陣の報酬に業績連動のインセンティブを付している 15社 (11.8%)

18
業務執行幹部に求められる資質、能力の基準を策定し、公表
している

6社 (4.7%)

19 メディア経営戦略を担当する非業務執行取締役を決めている 4社 (3.1%)

20
経営トップに求められる資質、能力を備える者を代表取締役に
選任するための指名委員会（任意組織を含む）を設置している

4社 (3.1%)

21
代表取締役や業務執行幹部の資質、能力、業績にふさわしい
報酬を決定するための報酬委員会を設置している

4社 (3.1%)

22
取締役会の成果の評価基準を策定・公表し、ＰＤＣＡサイクルを
回している

3社 (2.4%)

23 その他 8社 (6.3%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合

※ 「業績連動のインセンティブ」＝ストックオプション制度、業績連動型報酬制度の導入など

※ 「メディア経営戦略」＝メディア環境の変化に対応し、民放事業者としての自社の社会的価値
　  や経済的価値などを向上させる新たな経営戦略
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① メディア環境の変化（少子高齢化や地域の加速による放送マーケットの縮小、インター

ネット広告や動画配信事業との競争の激化、若年層のテレビ離れなど）に対応した事業・施

策 

（メディア価値向上策） 

● 大学と自社によるバーチャルシンクタンクを立ち上げ、若者の発想を取り込んだ企画を

計画している。 

（新規事業の開発） 

● ライブ動画で地方産品を紹介し、商品を中国へ販売する越境ＥＣ事業を推進している。 

● 子会社と動画制作ビジネスを立ち上げ、地方公共団体、企業、教育機関などに企画・提

案を行っている。 

● 知的財産権を活用した既存の領域にとらわれない事業開発を行うための部局を新設し、

新たな収益源を生み出そうとしている。 

● 地域の産品をアジアなどの海外で販売する地域商社を設立した。 

（通信を用いた施策） 

● ネット動画配信サービスを始め、災害時の同時送信、若年視聴層へのアプローチを試み

ている。 

● 地域の報道機関としてニュースアプリを開発し、地域ニュースや全国、海外のニュース

を配信している。ダウンロード数は37,000を超えた。緊急情報や鉄道情報はプッシュ配

信で届けており、ネット社会の中で地方における「公共的なメディア」として浸透し始め

ている。 

● ハイブリッドキャストを利用して、地域の祭りを４Ｋでライブ配信した。 

● 地域の自然や震災からの復興の様子を360°カメラで撮影し、ＶＲコンテンツとして

独自の動画配信アプリやホームページで配信している。 

● テレビ離れしている若年層にむけて、独自の動画配信プラットフォームや女性向け情報

サイトを設けている。 

● ＩＣＴ技術を活用した動画投稿システムなどの開発、販売を行っている。 

● 若年層を獲得するため、ＳＮＳでテレビ・ラジオの番組宣伝や事業告知を行い、放送に

誘導している。 

（地域外への情報発信） 

● レギュラー番組を４Ｋで制作し、他事業者へ販売している。 

（他事業者との連携） 

● 地域の民放事業者と地域放送の意義をアピールする合同キャンペーンを実施した。 

 

② メディア経営戦略に関する企画・事業案が現場から経営に上がる仕組み 

（事業企画の提案制度） 

● 研究開発、新規事業に関する提案制度を導入し、事業案が現場から経営に上がる仕組み

を構築した。 

● 新規事業の提案制度で社員の創意工夫を称揚している。採用の可否に関わらず参加賞が

ベストプラクティスⅡ 
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あり、特に優秀な提案には報奨金が贈られる。 

● 社内起業プロジェクトの企画を募集している。採用された場合は提案者が新事業に携わ

れるよう異動できる制度を構築している。 

（組織体制の整備） 

● インターネットに関わる諸課題は既存の部署単独では対処できないとの認識から、専門

部署を新設し、現場から経営に提案が直接上がる枠組みを構築した。 

● インターネット配信など経営戦略上の重要課題に応じた検討プロジェクトを組成し、既

存部署を越えて機動的な経営サポートを行っている。議論の形骸化を防ぎ迅速な意思決定

ができるよう、メンバーは少人数に限定している。 

● デジタルネイティブと称される３５歳以下の若手社員たちの視点や発想を吸い上げる

ことを目的として、社長直轄の「ミレニアル会議」を設置している。 

● 一般社員で構成する開発委員会、その上位組織に役員・局長で構成する会議体を設置し、

新ビジネス・事業企画の検討と上申を行っている。 

● インターネット活用・コンテンツ開発・放送番組や素材のマルチユース展開を推進する

ため、自社の価値向上施策と事業化展開の両面から検討を行う委員会を設置している。委

員会は全社横断的なメンバーで構成し、検討内容を経営に提案できるスキームを構築して

いる。 

● 放送・通信融合に関するビジネス展開を検討する委員会を設置し、下部組織にアプリ開

発などの小委員会を設け、事業の内容や展開方針、事業化案などを検討している。 

● 経営戦略室に新規事業提案をサポートする受付窓口を設置している。新規事業提案は部

長会議で審議し、経営戦略会議を経て常務会に上申するスキームになっている。部長会議

で提案を差し戻しされた場合でも、練り直せば「可能性がある」と判断した提案について

は、再提案できるよう受付窓口がアドバイスなどを行っている。 

● グループ会社の若手社員を対象にした「2030ミーティング」を実施している。2030

年の自社や放送を取り巻く環境を見据え、取り組むべきことを考えている。 

 

③ 女性の活躍推進を含めた多様性の確保 

（女性の活躍推進） 

● 女性活躍推進法に基づく行動計画に沿って、管理職に占める女性の割合を引き上げてい

る。 

● 制作現場の登用は性差ではなく取材力、企画力で判断している。 

● 女性管理職を育成するための研修プログラムを毎年実施している。 

● 社内のプロジェクトや委員会に、必ず女性社員を入れることにしている。 

（育児支援制度の充実） 

● 育児中の社員の働く環境をサポートするため、他企業と共同で企業内保育施設を設置し

た。 

● 仕事と育児の両立を支援するため、育児休暇や短時間勤務などについて法令を上回る支

援を行っている。 

● 出産、育児期の社員を対象とした復職支援プログラムを作成している。 

● 仕事と育児の両立を支援するため、育児関連の情報を集約し規程や申請方法、法的な支

援やこれまでの体験談などをまとめたガイドブックを発行している。 
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● 企業提携保育園の活用、テレワークの制度を設け、出産後の女性社員の復職を支援して

いる。 

● キャリア・リターン制度を設け、育児や配偶者の転勤などで退職した社員に復職の機会

を提供している。 

● 育児などで休職している社員が会社のイントラネットに接続し、会社の情報を収集でき

るようにしている。 

● 育児休業や時短勤務の期間延長や退職した社員の復職制度の創設など、制度の拡充に取

り組んでいる。 

（多様な人材の確保） 

● 以前は家庭の事情（配偶者の転勤、育児、介護など以外）で就業できなくなる社員は退

職するしかなかったが、現在は一定の条件の下で休職できる制度を拡充している。 

● 派遣社員や子会社社員を正社員に登用する制度を拡充し、様々な雇用形態の従業員に対

してキャリアアップの可能性や選択肢を提供している。 

● 有期雇用の従業員を正社員に登用する制度を設け、会社の発展に欠かせない人材の確保

を図っている。正社員の採用条件の１つに国籍を設けていたが、当該条件を削除した。 
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④ 社外取締役に期待する役割 

企業価値の実現に向けた社外取締役に期待する役割については、「既存事業の収益力向上

などに関する助言、提案」（79社・62.2％）と「経営方針や経営改善の大きな方向性に関す

る助言、提案」（77社・60.6％）が６割を超えた。「業務執行全般の健全性を担保するため

の監督機能」は72社（56.7％）である。 

前述のとおり、社外取締役を務めるローカル局の株主は地域経済に根ざす企業が多い。

そのため、過半数の社は社外取締役に「地域振興に関する事業に関する助言、提案」（64

社・50.4％）を期待している。 

 

 

【図６】社外取締役に期待する役割（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2社

30社

41社

44社

45社

49社

57社

64社

68社

72社

77社

79社

その他

代表取締役や業務執行取締役に求め

られる資質、能力を担保する監督機能

成長のための適切なリスクテイク

を担保するための監督機能

コンプライアンスの徹底を

担保するための監督機能

広告媒体としての経済的価値

向上に関する助言、提案

番組制作に関する助言、提案

社外取締役の積極的な質問による、

業務執行幹部の説明責任の遂行

地域振興に関する事業

に関する助言、提案

メディア環境の変化に対応するため

の新規事業などに関する助言、提案

業務執行全般の健全性を

担保するための監督機能

経営方針や経営改善の大きな

方向性に関する助言、提案

既存事業の収益力向上

などに関する助言、提案

0社 20社 40社 60社 80社
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４．コンプライアンスの徹底  

① コンプライアンスの徹底が継続的に行われ得る組織の仕組み 

コンプライアンスの徹底が継続的に行われ得る組織の仕組みについては、「視聴者等の個

人情報保護対策を講じている」（113社・89.0％）、「サイバーセキュリティ対策（放送設備

のための対策を除く）を講じている」（113社・89.0％）、「ハラスメント（セクハラ、パワ

ハラなど）の防止を図るための明文規定がある」（112社・88.2％）などが８割を超え、社

会全体が抱える今日的な経営リスクに対し、大半の民放テレビ事業者は構造的な対策や明

文規定を設けて取り組みを進めている。「コンプライアンス教育の徹底を図っている（研修

会の開催、社内報などによる周知・啓蒙など）」社は89社（70.1％）である。 

コンプライアンスの徹底には経営の明確な意思と適切な関与が必要である。「取締役のも

とにコンプライアンス、リスクマネジメントなどの内部統制に関する委員会を設置してい

る」社は82社（64.6％）となっている。「毎年度の内部統制システムの実行計画と実施結果

を取締役会に報告し、承認を得ている」、「社内イントラネットのトップページに社長によ

る『ハラスメント追放宣言』を掲示し、浸透・定着を図っている」などの取り組みも行わ

れている。 

“攻めの経営ガバナンス”同様、“守りの経営ガバナンス”のアイデアも現場にあり、事

故に繋がる「ヒヤリ、ハット」を会員社で共有する仕組みがベストプラクティスになり得

る。「番組制作、放送現場の『ヒヤリ・ハット事例』を経営・現場全体で共有し、事故を未

然に防止する仕組みを構築している」社は75社（59.1％）となり、各社でさまざまな工夫

が凝らされている。具体的には「月１回、最近のトラブルやヒヤリ・ハット事例などをま

1 既存事業の収益力向上などに関する助言、提案 79社 (62.2%)

2 経営方針や経営改善の大きな方向性に関する助言、提案 77社 (60.6%)

3 業務執行全般の健全性を担保するための監督機能 72社 (56.7%)

4
メディア環境の変化に対応するための新規事業などに関する
助言、提案

68社 (53.5%)

5 地域振興に関する事業に関する助言、提案 64社 (50.4%)

6
社外取締役の積極的な質問による、業務執行幹部の説明責任
の遂行

57社 (44.9%)

7 番組制作に関する助言、提案 49社 (38.6%)

8 広告媒体としての経済的価値向上に関する助言、提案 45社 (35.4%)

9 コンプライアンスの徹底を担保するための監督機能 44社 (34.6%)

10 成長のための適切なリスクテイクを担保するための監督機能 41社 (32.3%)

11
代表取締役や業務執行取締役に求められる資質、能力を担保
する監督機能

30社 (23.6%)

12 その他 2社 (1.6%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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とめたメールを全社員と全常駐スタッフに送信し、社内イントラネットに掲載」、「法務の

担当部署が定例会議で現場と最新事例を共有し、再発防止のポイントを指摘」、「放送用語

に関する横断的な組織を設置し、制作・放送現場における留意事例などを共有」、「社有車

にドライブレコーダーを設置して運転傾向などの報告書をまとめるサービスを利用。報告

書で社員研修を行い、危険運転を客観的に認識させている」、「ヒヤリ・ハット事例を社内

一斉配信システムで関連会社にも共有している」などの取り組みがベストプラクティスに

なり得る。 

「その他」では、「放送倫理向上委員会を年２回開催。放送倫理に関わる自社、他社の事

例などについて意見交換し、倫理観・危機管理意識の共有に努めている」、「毎年度の内部

統制システムの実行計画と実施結果を取締役会に報告し承認を得ている」、「業務プロセス

の文書化を通じて業務別のリスクの洗い出しを行っている」などの回答があった。 

グループ経営の重要性が指摘されるなか、「主要なコンプライアンスの取り組みを子会

社、関連会社の役職員にも求めている」社は55社（43.3％）であった。 
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【図７】コンプライアンスの徹底が継続的に行われ得る組織の仕組み（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7社

24社

36社

49社

53社

54社

55社

57社

57社

65社

70社

75社

79社

80社

82社

82社

83社

89社

96社

96社

104社

109社

110社

112社

113社

113社

その他

内部牽制の仕組みを構築している

外部会計監査人を選定するための明文規定がある

自社の知的財産権を保全し、他者の知的

財産権を侵害しないための明文規定がある

取引先への過剰な贈答・接待を禁止し、取引先から

の過剰な贈答・接待を拒否するための明文規定がある

独占禁止法、金融商品取引法、下請法などの遵守徹底を通じて

公正・透明・自由な取引の実現を図るための明文規定がある

主要なコンプライアンスの取り組みを子会

社、関連会社の役職員にも求めている

部門あるいは部署の単位でコンプラ

イスの責任者、担当者を決めている

内部監査の仕組みを構築し、定期的に実施している

機密情報や守秘義務のある情報を除き、国民や社会が必要

とする情報を適時適切に開示するための明文規定がある

経営理念や目指すべき企業価値を子会社、

関連会社の役職員に説明し、共有している

番組制作、放送現場の「ヒヤリ・ハット事例」を経営・現場全

体で共有し、事故を未然に防止する仕組みを構築している

反社会的勢力に毅然とした態度で臨み、いか

なる利益供与も行わないための明文規定がある

人権を尊重し差別的扱いを禁

止するための明文規定がある

取締役のもとにコンプライアンス、リスクマネジメント

などの内部統制に関する委員会を設置している

すべての役員、従業員が遵守すべき

コンプライアンス憲章を定めている

会社の職務や地位、財産を私的利益の

ために利用しないための明文規定がある

コンプライアンス教育の徹底を図っている（研

修会の開催、社内報などによる周知・啓蒙など）

放送事業に関わる重要な情報（視聴者等の

個人情報を除く）の漏洩防止を講じている

法令遵守の徹底を図るために明文規定がある

放送設備のためのサイバーセキュリティ対策を講じている

法令や社内規則違反、ハラスメント被害などについて役職員が

相談、通報する仕組み（内部通報制度など）を構築している

社内規則の遵守徹底を図るための明文規定がある

ハラスメント（セクハラ、パワハラなど）

の防止を図るための明文規定がある

サイバーセキュリティ対策（放送設備

のための対策を除く）を講じている

視聴者等の個人情報保護対策を講じている

0社 20社 40社 60社 80社 100社 120社
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1 視聴者等の個人情報保護対策を講じている 113社 (89.0%)

2
サイバーセキュリティ対策（放送設備のための対策を除く）を
講じている

113社 (89.0%)

3
ハラスメント（セクハラ、パワハラなど）の防止を図るための明文
規定がある

112社 (88.2%)

4 社内規則の遵守徹底を図るための明文規定がある 110社 (86.6%)

5
法令や社内規則違反、ハラスメント被害などについて役職員が
相談、通報する仕組み（内部通報制度など）を構築している

109社 (85.8%)

6 放送設備のためのサイバーセキュリティ対策を講じている 104社 (81.9%)

7 法令遵守の徹底を図るために明文規定がある 96社 (75.6%)

8
放送事業に関わる重要な情報（視聴者等の個人情報を除く）の
漏洩防止を講じている

96社 (75.6%)

9
コンプライアンス教育の徹底を図っている（研修会の開催、社内
報などによる周知・啓蒙など）

89社 (70.1%)

10
会社の職務や地位、財産を私的利益のために利用しないための
明文規定がある

83社 (65.4%)

11
すべての役員、従業員が遵守すべきコンプライアンス憲章を定め
ている

82社 (64.6%)

12
取締役のもとにコンプライアンス、リスクマネジメントなどの内部
統制に関する委員会を設置している

82社 (64.6%)

13 人権を尊重し差別的扱いを禁止するための明文規定がある 80社 (63.0%)

14
反社会的勢力に毅然とした態度で臨み、いかなる利益供与も
行わないための明文規定がある

79社 (62.2%)

15
番組制作、放送現場の「ヒヤリ・ハット事例」を経営・現場全体で
共有し、事故を未然に防止する仕組みを構築している

75社 (59.1%)

16
経営理念や目指すべき企業価値を子会社、関連会社の役職員
に説明し、共有している

70社 (55.1%)

17
機密情報や守秘義務のある情報を除き、国民や社会が必要と
する情報を適時適切に開示するための明文規定がある

65社 (51.2%)

18 内部監査の仕組みを構築し、定期的に実施している 57社 (44.9%)

19
部門あるいは部署の単位でコンプライスの責任者、担当者を
決めている

57社 (44.9%)

20
主要なコンプライアンスの取り組みを子会社、関連会社の役職員
にも求めている

55社 (43.3%)

21
独占禁止法、金融商品取引法、下請法などの遵守徹底を通じて
公正・透明・自由な取引の実現を図るための明文規定がある

54社 (42.5%)

22
取引先への過剰な贈答・接待を禁止し、取引先からの過剰な
贈答・接待を拒否するための明文規定がある

53社 (41.7%)

23
自社の知的財産権を保全し、他者の知的財産権を侵害しない
ための明文規定がある

49社 (38.6%)

24 外部会計監査人を選定するための明文規定がある 36社 (28.3%)

25
内部牽制の仕組み（特定従業員に権限が集中することを防止
する措置など）を構築している

24社 (18.9%)

26 その他 7社 (5.5%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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① コンプライアンス教育の徹底 

（組織体制の整備） 

● ハラスメントや不正に対する窓口を明確化し、全社員に周知している。訴えなどの届け

出があった場合は、担当者が調査を行ったうえでコンプライアンス委員会を開催するなど、

適切な対応を取る体制を構築している。 

● コンプライアンス推進室を設置し、放送倫理の遵守、企業倫理向上への取り組みを強化

している。 

（全社的な情報共有） 

● 社内イントラネットのトップページに社長による「ハラスメント追放宣言」を掲示し、

コンプライアンスの浸透・定着を図っている。 

● コンプライアンス推進室が法務知識、制作現場のＱ＆Ａ、ＢＰＯの審理動向など、幅広

いテーマを扱う情報紙を発刊している。 

（研修の実施） 

● 全ての役職員に階層別のコンプライアンス研修を実施している。コンプライアンス・マ

ニュアルの周知徹底を図り、コンプライアンス・ホットライン等の社内相談・報告体制、

解決までの流れなどを詳細に説明している。 

● 役員を含め全社的なハラスメント防止研修を実施し、受講率99%を達成した。各階層

別人事研修の中にもハラスメント防止の項目を取り入れ、内部・外部相談窓口で社員やス

タッフの声を聴いている。 

● グループ会社向けの研修を行っている。 

● 全職員を対象にインサイダー取引防止研修や情報セキュリティ研修を毎年実施してい

る。 

● 役員、従業員、グループ会社等を対象とした「放送人研修会」を半期ごとに開催してい

る。 

● 研修会を実施し参加できなかった社員は総務部員立会いのもと、研修の模様を収録した

ＤＶＤを視聴させ最後の１人まで研修を徹底している。 

● 全社コンプライアンス研修会を曜日や時間帯、本社と東京支社ごとに何度も開き、幅広

いスタッフの参加を実現している。 

● e－ラーニングによるコンプライアンス研修を全社員・スタッフ向けに最低年１回実施

している。 

● 全社員を対象とした研修会を開催し、下請代金支払遅延等防止法の遵守を呼びかけてい

る。 

② 「ヒヤリ・ハット事例」を経営・現場全体で共有し、事故を未然に防止する仕組み 

（全社的な情報共有） 

● 起こってしまった放送事故の報告書を速やかにまとめ、経営会議を通じて事故原因と改

善策を現場全体に共有している。系列会議などで得た事例を持ち帰り、広く伝える取り組

みを構築している。 

● 技術局は番組制作時のリスクマネジメントに関するマニュアルを作成し、安全意識や事

故が起きた時の対応などを共有している。 

ベストプラクティスⅢ 
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● 月１回、最近のトラブルやヒヤリ・ハット事例などをまとめたメールを全社員と全常駐

スタッフに送信するとともに、社内イントラネットに掲載している。 

● 総務部では車両事故が発生した際に、事故が発生した直後の幹部会で報告を行っている。

安全運転管理協議会の研修内容と合わせて、事故について説明している。 

（部署の連携） 

● 技術安全委員会が２か月に１度、本社内の巡視を行いスプリンクラーの周囲に障害物が

ないか、消火器の有無などをチェックしている。 

● 法務の担当部署が定例会議で現場と最新事例を共有し、再発防止のポイントを指摘して

いる。グループ経営会議、監査役会、リスク管理コンプライアンス委員会に対しても事例

と傾向、再発防止策の履行状況を定期的に報告、検証している。 

● 年に２回、各部署からヒヤリ・ハット事例と再発防止策を集約し経営陣に報告している。 

（組織体制の整備） 

● グループ会社も含めた各部門の責任者で構成するリスク管理委員会を設置し、グループ

全体で同じような事案の再発防止を目指している。 

● コンプライアンスの諸課題に関する社内の会議体を整理・統合し、情報共有と再発防止

の強化を図っている。これらの会議体は常に連携し、役員にも報告される体制となってい

る。 

● 放送用語に関する横断的な組織を設置し、制作・放送現場における留意事例や用語に関

する注意点を共有している。 

● 社有車にドライブレコーダーを設置して、運転の傾向などを報告書にまとめてもらう損

害保険会社のサービスを利用している。報告書を用いて社員研修を行い、危険な運転を客

観的に認識させている。 

● 放送事故の報告を業務用ソフトによってワークフロー化している。事故が発生した後、

速やかに関係部署で情報を共有できる体制を構築している。 

 

③ 「主要なコンプライアンスの取り組みを子会社、関連会社の役職員に求めている」の内

容 

（組織体制の整備） 

● 社長、役員級で構成するコンプライアンス委員会にグループ会社の役員、部長級で構成

するコンプライアンス責任者会議の担当者が参画し、グループ全体でコンプライアンスの

情報共有および意識の醸成を図っている。 

● 連結子会社にコンプライアンス担当者を配置し、連結子会社内部でハラスメント、不正

等が発生した場合に、一義的に対処する窓口を明確化し、必要に応じ当社と連携しながら、

遺漏なく適切に対応できる体制を構築している。 

● グループ会社管理規定を策定し、基本方針、承認事項、報告事項、会議の開催、業務監

査などの細則を定めている。 

（子会社、関連会社との連携） 

● 親会社（ホールディングス）にコンプライアンス事務局を置き、各社のコンプライアン

ス担当者、担当役員が出席する各会議を開催している。会議ではコンプライアンスに関連

する情報共有やベストプラクティスの紹介などを行い、優れた取り組みを行った社に褒賞
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を授与する制度がある。 

● グループ各社のコンプライアンス担当役員と実務担当責任者が一堂に会する責任者会

議を年に数回実施している。 

● 毎月、各部局の考査責任者を集めて考査コンプライアンス責任者会議を開催し、最新の

考査情報を全社的に共有している。会議には関連会社の管理職の出席を義務付けている。 

（研修の実施） 

● 関連会社職員の入社時にコンプライアンス憲章と内部通報制度を周知する研修を実施

している。 

● 社内のコンプライアンス研修を子会社にも開放している。子会社の社長に要請し、でき

る限り多くの参加を促している。 

（横断的な情報共有） 

● ヒヤリ・ハット事例を社内一斉配信システムで関連会社にも共有している。 

● グループ行動規範および内部通報窓口を記載した冊子を子会社の全従業員に配付し、従

業員の受領印を得て周知している。子会社の取締役・監査役には、同行動規範を遵守する

旨の「誓約書」の提出を求めている。 
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② ＥＳＧ経営の取り組み 

民放事業者の企業価値を長期的・持続的に向上させるためのＥＳＧ（環境＝Environment、

社会＝Social、ガバナンス＝Governance）経営については、「自社の従業員の労働環境の向

上対策に取り組んでいる」社は103社（81.1％）であり、「番組制作等の委託先従業員、派

遣労働者の労働環境の向上対策に取り組んでいる」社も64社（50.4％）と半数を超えてい

る。放送番組の制作はオンエア（放送日時＝締切）に向けて作品としてのクオリティを追

求し、最新情報などを盛り込みながら一気呵成に仕上げるため、報道や制作の現場では不

可避的に時間外労働が生じる。番組制作に関わるすべての労働者の健康を守るための「働

き方改革」の推進は民放経営の最優先課題であり、ベストプラクティスを共有することは

民放事業者の企業価値向上に有効と考えられる。 

具体的には「指揮・命令者が業務開始・終了を明確に指示し、不必要な待機時間を減ら

している」、「社内の全部長と人事部が話し合い、問題点や要望を可能な限り人事制度に反

映している」、「社屋移転にあわせ近距離転居奨励金を支給。通勤負担の軽減、ＢＣＰ対策

に成果があった」、「地元の食材などを使った定食を安価に提供し、社員食堂を充実させて

いる」、「外部スタッフと社員に差をつけず有給休暇の取得奨励などを図っている」、「制作

部では派遣元と合意し、派遣労働者の練度による昇給制度を導入している」などの取り組

みがベストプラクティスになり得る。 

環境についても「放送設備の省エネルギー対策（スタジオ常設照明のＬＥＤ化など）を

行っている」社は96社（75.6％）であり、59社（46.5％）は民放事業の強みを生かし「放

送を通じて省エネルギー対策の重要性を周知、啓蒙している」。 

 

【図８】ＥＳＧ経営の取り組み（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2社

59社

64社

96社

102社

103社

その他

放送を通じて省エネルギー対策

の重要性を周知、啓蒙している

番組制作等の委託先従業員、派遣労働者

の労働環境の向上対策に取り組んでいる

放送設備の省エネルギー対策（スタジオ

常設照明のＬＥＤ化など）を行っている

独占禁止法、金融商品取引法、下請

法などの遵守徹底に取り組んでいる

自社の従業員の労働環境の

向上対策に取り組んでいる

0社 20社 40社 60社 80社 100社 120社
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1 自社の従業員の労働環境の向上対策に取り組んでいる 103社 (81.1%)

2
独占禁止法、金融商品取引法、下請法などの遵守徹底に取り組
んでいる

102社 (80.3%)

3
放送設備の省エネルギー対策（スタジオ常設照明のＬＥＤ化な
ど）を行っている

96社 (75.6%)

4
番組制作等の委託先従業員、派遣労働者の労働環境の向上
対策に取り組んでいる

64社 (50.4%)

5 放送を通じて省エネルギー対策の重要性を周知、啓蒙している 59社 (46.5%)

6 その他 2社 (1.6%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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① 自社の従業員の労働環境の向上対策 

（働き方改革の推進） 

● 指揮・命令者が業務開始・終了を明確に指示し、不必要な待機時間を減らしている。 

● 一定時刻に部署内アナウンスを放送し、帰宅を促進している部署がある。 

● 効果の高い休憩取得のため、簡易ベッド等を増設している。 

● 休暇の取得を奨励している。労務部が労働時間の変化などに対する全社的な注意喚起を

行い、勤務と休暇のメリハリを常態化し効率的な働き方を促進している。 

● 労働時間の管理を厳格に行っている。 

● 社内の全部長と人事部が話し合いの場を持ち、問題点や要望を可能な限り人事制度に反

映している。 

● 部長と番組プロデューサーがスタッフの勤務表をダブルチェックすることで、制作部門

における労務管理を徹底している。 

● 深夜会議の廃止、会議の１時間化、定型業務の外部委託、スタッフの増員などによる労

働時間の削減、残業時間過多のスタッフの作業量の調整や休日の強制取得を行っている。 

● 毎週社員が労働時間と予測月間労働時間を所属長に報告し、過重労働を防ぐ施策を講じ

ている。 

● 2018年度から年５日のリフレッシュ年休計画取得制度を導入している。 

● 出退勤時間を裁量で決める、フレックスタイム制度を導入している。 

● 「有休連続取得支援金制度」を新設した。１年に１回、年次有給休暇を連続３日以上取

得した社員に対して１万円を支給し、ワークライフバランス推進に向けた休暇取得促進を

図っている。 

● 自己申告の勤務表と入退館の管理システムの記録との齟齬がないか勤務状況をチェッ

クしている。 

（業務上の工夫） 

● 社員の健康増進のため社内の喫煙室を減らした。空きスペースは休憩室やロッカー、打

合せ室へ転用している。 

● 社屋移転にあわせ、近距離転居奨励金を支給した。全社員の約１割から申請があり、通

勤負担の削減、ＢＣＰ対策に成果があった。 

● 人事異動時にオフィスのレイアウトを更新し、間仕切りの撤去による見通しの確保や管

内の空調を適正にコントロールできるようにするといった配慮をしている。 

● 常駐スタッフルームの確保、ＶＴＲを１本制作するためのロケ編集時間の目安を設定す

ることによって制作時間の抑制を図っている番組もある。 

● 連続休暇取得奨励金、ラッキーフライデーなどを導入し、休日の取得を奨励している。 

● 特殊事情などで勤務が多忙を極める局の業務に、退職したＯＢ、ＯＧを活用し、現役社

員の負担軽減を図っている。 

● 時間外労働は事前申請と事後報告を徹底し、時間外労働の状況を上司が正確に把握して

いる。また、特定の社員に労働負荷がかかっている場合は労働負荷を平準化するよう努め

ている。 

 

ベストプラクティスⅣ 
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（福利厚生制度の充実） 

● 企業内診療所、インフルエンザ・風疹抗体検査などの施策で健康管理の推進を行ってい

る。 

● 社員個人に対し、誕生月に産業医との面談を実施している。健康面や職場環境の悩みを

フォローし、より円滑に日常業務に励むことができるように努めている。 

● 健康経営の観点から医務室を常設し、保健師を常駐させている。さらに、産業医、精神

科医、臨床心理士との面談機会を設けるなど、労働者に対する心身の健康維持施策を実施

している。 

● 毎年、30歳以上の社員には１日人間ドックを受診させ、診断結果を産業医が確認して

いる。 

● 地元の食材などを使った作りたての定食を安価で提供するなど、街中の食堂をイメージ

して社員食堂を充実させている。 

 

② 番組制作等の委託先従業員、派遣労働者の労働環境の向上対策 

（働き方改革の推進） 

● 番組制作の外部スタッフにも社員と同様の勤務・労働時間管理を行い、派遣元の36協

定に抵触しないようにしている。 

● 外部スタッフと社員に差をつけず有給休暇の取得、労働時間の削減、労働環境の向上を

図っている。 

● 子会社と共に働き方改革に取り組んでいくため、グループ単位で施策の検討を始めよう

としている。 

（業務上の工夫） 

● 社屋１階のロビーに「コミュニケーション・パーク」を設置し、外部スタッフの休憩、

ソロワーク、昼食などに幅広く利用できるようにしている。 

（福利厚生制度の充実） 

● 社内食堂を開放している。 

● 企業内診療所での応急処置などの健康管理策を行っている。 

● 社員と同様に制作部全体での計画的な育成、勉強会への参加、自社主催のコンサートや

演劇、試写会へ参加できる福利厚生制度を用意している。 

● 外部スタッフがインフルエンザの予防接種を無料で受けられる施策を実施。 

● 外部スタッフに社内の飲食店で使用できる食券を定期的に配布している。 

（待遇改善） 

● 制作部では派遣会社と合意し、常駐している外部スタッフに練度による昇給制度を導入

している。 

● 番組制作費における人件費を増額し派遣ＡＤの単価増や人数増を行い、業務分担を推し

進めて働き方対策を行っている。 

● 人材確保のため、発注金額の増額や人員増に努めるなど、派遣元と協力してスタッフの

待遇改善に努めている。 

● 正社員と同様に派遣労働者の時間外労働の削減に取り組んでいる。時給のアップ、時給

から月給への転換による収入の安定によって労働環境を整え、時間外労働の削減による派

遣労働者の収入減を補填している。 
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③ 監査役の構成 

監査役は、すべての社が選任している。 

社外監査役（会社法２条１６項の規定に該当する者）を選任している社は、115社（90.6％）

と大半を占めている（社外監査役を選任していない社には、認定放送持株会社傘下の事業

会社＝６社を含む）。 

全監査役に占める社外監査役の割合については、「60％以上70％未満」が45社（35.4％）

で最も多く、「100％」が39社（30.7％）、「50％以上60％未満」が21社（16.5％）と続いて

いる。 

 

【図９】全監査役に占める「社外監査役」の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 監査役が職責を果たすための仕組み 

監査役が職責を果たすための仕組みについては、「監査役と取締役が定期的に経営課題に

ついて意見交換を行う機会を設けている」社が101社（79.5％）、「監査役が経営会議（常務

会など）に出席する権限を有している」社が87社（68.5％）となり、取締役との情報共有

や意見交換が重視されている。 

「監査役の業務を補佐する従業員や部署を決めている」社は83社（65.4％）、「監査役は会

社の負担によって弁護士、公認会計士などから監査業務に関する助言を受けることができ

る措置を講じている」社は73社（57.5％）あり、およそ６割の社は監査役が職責を果たす

ために必要となる人的、経済的資源を担保する仕組みを構築している。 

一方、「監査役の業務を補佐する専門の部署を設置している」社は13社（10.2％）と少な

い。 

 

1 10％未満 12社 (9.4%)

2 10％以上20％未満 0社 (0.0%)

3 20％以上30％未満 0社 (0.0%)

4 30％以上40％未満 3社 (2.4%)

5 40％以上50％未満 0社 (0.0%)

6 50％以上60％未満 21社 (16.5%)

7 60％以上70％未満 45社 (35.4%)

8 70％以上80％未満 7社 (5.5%)

9 80％以上90％未満 0社 (0.0%)

10 90％以上100％未満 0社 (0.0%)

11 100％ 39社 (30.7%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める
　 各項目の割合

10％未満

30％以上

40％未満

50％以上

60％未満

60％以上

70％未満

70％以上

80％未満

100％
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「その他」では、「常勤監査役の監査活動を報告する『監査役月報』を月１回非常勤監査

役と会計監査人に送り、監査内容を共有している」、「認定放送持株会社の完全子会社であ

るため監査役会は廃止しているが、『監査役協議会』を原則として毎月開催している」など

の回答があった。 

 

【図10】監査役が職責を果たすための仕組み（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8社

13社

26社

34社

62社

71社

73社

83社

87社

101社

その他

監査役の業務を補佐する

専門の部署を設置している

監査役の業務を補佐する従業員等

に対し、取締役は監査役と異なる

指示をできない措置を講じている

監査役の業務を補佐する従業員等が人事

考課、異動、懲戒などで不利益な取り扱い

を受けないようにする措置を講じている

監査役と内部監査部門が

緊密な連携を図っている

新任の社外監査役に自社の事業、財務、

組織等に関する知識を説明している

監査役は会社の負担によって弁護士、公

認会計士などから監査業務に関する助言

を受けることができる措置を講じている

監査役の業務を補佐する

従業員や部署を決めている

監査役が経営会議（常務会など）

に出席する権限を有している

監査役と取締役が定期的に経営課題に

ついて意見交換を行う機会を設けている

0社 20社 40社 60社 80社 100社 120社

監査役の業務を補佐する従業員等

に対し、取締役は監査役と異なる指

示をできない措置を講じている
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1
監査役と取締役が定期的に経営課題について意見交換を行う
機会を設けている

101社 (79.5%)

2 監査役が経営会議（常務会など）に出席する権限を有している 87社 (68.5%)

3 監査役の業務を補佐する従業員や部署を決めている 83社 (65.4%)

4
監査役は会社の負担によって弁護士、公認会計士などから監査
業務に関する助言を受けることができる措置を講じている

73社 (57.5%)

5
新任の社外監査役に自社の事業、財務、組織等に関する知識を
説明している

71社 (55.9%)

6
監査役と内部監査部門が緊密な連携（内部監査部門や会計監査
人からの報告、監査協議会の開催など）を図っている

62社 (48.8%)

7
監査役の業務を補佐する従業員等が人事考課、異動、懲戒などで
不利益な取り扱いを受けないようにする措置（監査役の同意あるい
は報告・了承を必要とするなど）を講じている

34社 (26.8%)

8
監査役の業務を補佐する従業員等に対し、取締役は監査役と異
なる指示をできない措置（指揮命令権の監査役への帰属など）を
講じている

26社 (20.5%)

9 監査役の業務を補佐する専門の部署を設置している 13社 (10.2%)

10 その他 8社 (6.3%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合

参考-89



- 34 - 

 

 ５.ステークホルダーとの対話・協調  

国民・視聴者、地域社会（ステークホルダー）との対話・協調を図るために講じている施

策については、「本社やスタジオなどの社内見学を受け入れ、番組制作などの現場に地域住民

が触れることができる機会を設けている」社が117社（92.1％）、「地域の文化的・経済的な振

興に貢献するイベント（展覧会、コンサート、催事の開催など）を推進している」社が110

社（86.6％）あり、およそ９割の社が視聴者である地域住民との交流を通じて民放事業への

理解の醸成に努め、地域に根ざすローカル局の社会的価値の実現を目指している。 

「専門窓口（視聴者センター）で視聴者の意見などを受け付け、自社制作番組の制作や編成、

事業展開に活かしている」社は108社（85.0％）、「視聴者の意見を聞く能動的な仕組み（番組

モニター制度など）を設けている」社は101社（79.5％）となり、国民・視聴者の意見を積極

的に受け付け、番組の制作・編成に繋げている。「地域教育の場（出前授業）でメディアリテ

ラシー教育に貢献している」社は90社（70.9％）である。 

「番組審議機関の活性化を図っている」社は76社（59.8％）であった。具体的には「年１回

はメディア環境の変化に即したテーマを設定し、今後のテレビのあるべき姿を議論している」、

「委員に編成、営業状況を定期的に報告し、自社で起きたトラブル案件なども明らかにするこ

とで民放事業者としての透明性確保に努めている」、「委員の若返りを図り、テレビに対する

視聴者の幅広い考え方が吸収できるようになった」、「意見が分かれると思われる番組も議題

にして活発な議論を引き出し、質の高い番組制作に資するように努めている」、「天気コーナ

ー担当者による気象、災害情報のフォロー体制など番組制作の舞台裏を説明し、単なる番組

合評で終わらない運営を試みている」、「番組審議だけでなく災害放送の取り組みなども報告

し、意見交換している」、「１年間の批評番組を対象に全委員の投票で『番組審議会賞』と『優

秀賞』を決めている」などの取り組みがベストプラクティスになり得る。 

なお、「番組審議機関委員の選任基準を決めて、公表している」社は18社（14.2％）に留ま

るが、「委員の多様性を維持する観点から細かい選任基準は定めず、放送エリア内の各界から

選任している」、「選任基準は公表していないが、委員の氏名、職業などをホームページで公

表している」、「選任基準は設けていないが年齢、性別、肩書にこだわらず、良識のある人物

で番組制作に役立つ意見をもらえる委員を選ぶようにしている」、「一般家庭の事情をよく知

る主婦も選任している」などの考え方が寄せられた。 
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【図11】国民・視聴者、地域社会（ステークホルダー）との対話・協調を図るために講じて   

いる施策（複数回答可） 
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24社

28社

35社

51社

66社

76社

77社

90社

101社

108社

110社

117社

その他

番組審議機関委員の選任基

準を決めて、公表している

ステークホルダーへの情報提

供のための明文規定がある

ステークホルダーの立場を尊

重するための明文規定がある

自社制作番組や事業展開に関する

地域住民の意見を聞く機会（地域

イベントの開催など）を設けている

非財務情報（経営理念やコンプラ

イアンス憲章など）を公表している

財務情報（計算書類など）を公表している

番組審議機関の活性化を図っている

ＣＳＲを推進している

地域教育の場（出前授業など）でメ

ディアリテラシー教育に貢献している

視聴者の意見を聞く能動的な仕組み

（番組モニター制度など）を設けている

専門窓口（視聴者センター）で視聴者の

意見などを受け付け、自社制作番組の

制作や編成、事業展開に活かしている

地域の文化的・経済的な振興に

貢献するイベントを推進している

本社やスタジオなどの社内見学を受け

入れ、番組制作などの現場に地域住民

が触れることができる機会を設けている
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1
本社やスタジオなどの社内見学を受け入れ、番組制作などの
現場に地域住民が触れることができる機会を設けている

117社 (92.1%)

2
地域の文化的・経済的な振興に貢献するイベント（展覧会、
コンサート、催事の開催など）を推進している

110社 (86.6%)

3
専門窓口（視聴者センター）で視聴者の意見などを受け付け、
自社制作番組の制作や編成、事業展開に活かしている

108社 (85.0%)

4
視聴者の意見を聞く能動的な仕組み（番組モニター制度など）
を設けている

101社 (79.5%)

5
地域教育の場（出前授業など）でメディアリテラシー教育に貢献
している

90社 (70.9%)

6

ＣＳＲ（CorporateSocialResponsibility＝企業が社会や環境と共
存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について責
任をとる企業行動であり、企業を取り巻く様々なステークホルダー
からの信頼を得るための企業のあり方）を推進している

77社 (60.6%)

7 番組審議機関の活性化を図っている 76社 (59.8%)

8 財務情報（計算書類など）を公表している 66社 (52.0%)

9
非財務情報（経営理念やコンプライアンス憲章など）を公表して
いる

51社 (40.2%)

10
自社制作番組や事業展開に関する地域住民の意見を聞く機会
（地域イベントの開催など）を設けている

35社 (27.6%)

11 ステークホルダーの立場を尊重するための明文規定がある 28社 (22.0%)

12 ステークホルダーへの情報提供のための明文規定がある 24社 (18.9%)

13 番組審議機関委員の選任基準を決めて、公表している 18社 (14.2%)

14 その他 3社 (2.4%)

※ (　)内は民放連会員地上テレビ社127社に占める各項目の割合
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① 視聴者の意見を聞く能動的な仕組み 

（効果的な業務運営） 

● 視聴者センターを設置し、定期的に番組モニターを行う制度を設けている。 

● 年間50番組をモニターしてもらい、意見をまとめた冊子を作成して社内に配付してい

る。10番組については番組制作者がモニターから生の声を聞き、意見交換する場を設け、

番組制作に役立てている。 

● 毎月指定した２番組を視聴してもらい、感想を書面で提出してもらっている。本年度か

らモニターに対して家族にも感想を求めることを勧め、記入欄を設けている。 

● 年１回モニター全員を社へ招き、スタジオ見学を行っている。編成担当者がモニターか

ら放送一般に関する意見を聴く場としても活用している。 

● 番組モニターのレポートによる客観的な番組批評や視聴者へのグループインタビュー

による番組内容・番組イメージなどに対する意見交換を行っている。 

● 番組中のＣＭについても意見・感想をもらっている。モニター番組はすべて番組審議委

員会にも開示している。 

● 「番組社外モニター」制度を設け、テレビ番組の質を向上させている。モニターは公募

して、年齢・性別の偏りがないよう10人を選出している。毎月２本程度の番組を視聴し、

７問程度の設問に回答してもらっている。モニターの意見は「番組モニター報告書」とし

て社内にメールで配信している。さらに、ダイジェスト版を社内のイントラネットに掲示

して社員以外のスタッフとも情報を共有している。 

● 大学生への番組アンケートを実施して、テレビ離れしている若者の意見を聴取し、制作

に活かしている。 

（障害者からの意見聴取） 

● 障害者７人に在宅の番組モニター業務を嘱託契約し、その意見や感想を日報にしている。

その他にも社外モニターを６人と契約し、指定した番組のリポートを月報としてまとめて

いる。 

● 視覚障害のある障害者雇用の社員が解説放送をモニターしている。実際に障害のある立

場から解説放送の制作現場にフィードバックを行っている。 

（視聴者意見への対応） 

● 広報局視聴者センターが電話オペレーターおよびメール投稿によって視聴者の意見を

受け付けている。 

● 年間を通じ、担当部署で視聴者の声を電話やホームページの投稿で受け付けている。近

年はツイッターでの反響を自主的にチェックして、現場へフィードバックしている。 

● 視聴者から寄せられる間違いへの指摘はすぐに現場へ報告する。視聴者の声は日報、週

報にまとめ、役員以下社員スタッフにメールで送付している。月報は番組審議会委員にも

提出し、３か月に１度、視聴者意見の主たるものを審議会内で報告している。 

● 視聴者センターを設置し、視聴者から寄せられる間違いなどの指摘に対して、速やかに

現場に連絡する体制をとっている。 

● 視聴者の声を社内ＬＡＮなどで全社員が閲覧できるようにしている。視聴者の声を月報

にまとめて番組審議会にも提出している。 

ベストプラクティスⅤ 
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② ＣＳＲ事業の推進 

（環境対策） 

● ｢ゴーヤ大作戦」と称し、自社の正面通路に緑のカーテンを作る地球温暖化対策を行っ

ている。 

● 環境問題や地域の自然に関する取り組みとして、動物園や水族館等と共同で「生きもの

地球学校」を開催した。 

● 湖の清掃活動を実施している。 

● 放送対象地域内の森づくりを中心とする環境啓蒙活動を行っている。 

（社会貢献活動） 

● 公益財団法人を通じて、手話スクールの運営と手話の普及事業、角膜移植・再生医療へ

の助成、聴覚障害児の学校への助成等の取り組みを実施している。 

● 24時間テレビの募金を福祉・環境保護・災害復興などの支援に役立てる活動を40年以

上実施している。 

● 社会福祉法人を通じた福祉活動やチャリティイベントの開催を恒常的に行っている。大

規模災害の発生時には、募金活動による災害支援を実施している。 

● 放送を通じた社会課題の解決を自社のＣＳＲのスタンスと考え、「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）」をテーマにしたミニ番組を放送している。 

● 熊本地震の際は被災者のニーズを把握して支援するという観点で情報収集を行い、「娯

楽が欲しい、テレビが見たい」という被災者の声を聴き、避難所にテレビを運び設置した。 

● 地区の児童福祉施設支援を目的としたチャリティ募金を毎年実施している。 

● 地域の親子向けに、メディアリテラシー向上や子ども達の夢を育てる応援活動として、

①親子ワークショップ、②出張絵本ライブ、③出張授業、④こども絵画展、⑤社内見学会

等を開催している。 

● 若い女性に乳がんに関する正しい知識を、40代以降の女性にがん検診を勧める取り組

みを、番組、イベント、ＨＰなどで展開している。 

● メディアの利点を生かし児童虐待防止といった社会課題解決イベントなどを社内横断

組織で実施している。 

● 毎月１回、障害者支援施設の職員、スタッフが作るパンを社内で直接販売してもらうな

ど、地域社会とのコミュニケーション活動を展開している。 

● 財団法人を通じて、地域の芸術、文化、スポーツ活動の支援に関する事業を行っている。 

● 県民の食生活の改善や健康に関する番組やイベント啓蒙活動を行っている。 

● 地域の福祉活動や社会貢献活動における業績が著しい個人および団体、身体障害を克服

して自立に努め社会活動へ積極的に参加している人などを顕彰する活動に取り組んでい

る。 

● 自然災害の発生時にボランティア活動を行う社員に対して特別有給休暇が付与できる

よう就業規則を改定した。会社として社会貢献への活動を後押しする枠組みを新設した。 

● 放送対象地域内で環境保護活動に取り組む個人・団体を顕彰している。 

● 基金を運営し、県内の高齢者の福祉の推進および高齢者の社会への貢献活動の助成支援

をしている。 

（教育活動） 

● 仕事観の醸成や職業体験の機会提供は、子供たちが未来を生きる力を育むとともに、経
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済の活性化や社会の持続性にもつながると考え、学生を受け入れる「校外学習」や学校に

出向いて特別授業を行う「出前授業」などの次世代育成に取り組んでいる。 

● 放送エリアの中学生に番組審議会のルールに則り自社番組について審議してもらうほ

か、担当者がテレビの仕事をレクチャーするイベントを実施している。 

● 放送エリアの小・中学生、高校生を対象とした社内見学を行っている。自社ホームペー

ジ上でのアナウンサーによる読み聞かせのほか、出張授業などを行っている。 

● 放送エリアの小・中学生、高校生を対象とした社内見学を行っている。 

● 中・高校生を対象にネット上のフェイクニュースにどう対応するかを学び体験するニュ

ースリテラシー講座を実施している。講座では座学だけでなく、グループワークを通して

中高生がニュースの真偽を見極める能力を高めている。 

● 地元の放送局として放送局に親しんでもらうため、年に２回体験型テレビ局見学会を実

施している。 

● 小学５年生の社会科の単元「情報とくらしのかかわり」における「放送局の働き」につ

いて理解を深めてもらうため、番組制作経験の豊富な社員が近畿各地の小学校に出向いて

授業を行う出張授業を実施している。 

● 市の事業である障がい者就業体験実習を受け入れている。 

● 大学と連携して、「報道制作・事業・広報を体験し、それをもとにローカル局の果す役

割を授業で発表する」プロジェクト実践演習の受け入れを行っている。 

（教育活動） 

● 大学で地域メディア論の寄附講座を行っている。 

（海外交流） 

● 人材育成と日中交流を目的に中国の放送、メディア分野の大学に育英研修制度を創設し

ている。 

● アジアの国と地域を対象とした15分以内の短編映像コンテストを開催し、映像を通じ

たアジアのネットワーク作りに貢献している。 

● 地元地方公共団体では、友好都市である中国・広州市、韓国・釜山広域市の大学生を対

象とした「インターンシップ交流事業」が実施されており、自社でも両都市から学生を受

け入れている。 

 

③ 番組審議機関の活性化 

（番組審議機関の取り組み） 

● 特定の番組を合評するだけでなく、年２回ほど放送全般を課題に審議している。委員に

日頃から意識してテレビを視聴してもらうようにし、放送番組の向上・適正を図るための

意見をもらっている。 

● 年１回はメディア環境の変化に即したテーマを設定し、テレビが現在置かれている状況

を理解してもらい今後のテレビのあるべき姿を議論してもらっている。 

● 社内イントラネットで番組審議会の議事録のダイジェスト版を公開している。 

● 委員に編成、営業状況を定期的に報告し、自社で起きたトラブル案件なども明らかにす

ることで放送局としての透明性の確保に努めている。 

● 高齢者の比率が高かった委員の若返りを図り、テレビに対する視聴者の幅広い考え方が

吸収できるようになった。 
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● 良質だと思われる番組だけでなく、意見が分かれると思われる番組も議題にすることで

活発な議論を引き出し、質の高い番組制作に資するようにしている。 

● 委員には番組に対する視聴者の意見を集めた視聴者センターリポートの月報を資料と

して提出しており、番組審議会の議論の中で視聴者の意見が引用されることがある。 

● ニュース番組の解説コーナーなど番組制作の舞台裏の説明、天気担当者による気象・災

害情報のフォロー体制の解説など、単なる番組合評で終わらない方法を試みている。 

● 委員の男女比が半々になるよう委嘱している。ジェンダー論の視点からの指摘が増えた。 

● 番組の審議だけでなく、現場担当者が大災害への取り組みについて報告を行い、意見交

換を行っている。 

● 2018年は自然災害が多く台風や水害、地震に見舞われた。大きな災害の度に番組審議

会に報道体制を報告し、委員から意見を得た。１月の番組審議会でも防災特集の番組を審

議した。地上放送の重要な役割であるエリアの減災・防災、災害後の生活情報などの充実

策を考えることも番組審議会の活性化だと考えている。 

● 放送制度や放送事業に関する変更などがあった場合に、担当部局が詳細な説明・報告を

行い、委員と意見交換を行っている。 

● 視聴者センターに寄せられた意見をまとめた冊子を配付して、その対応を報告している。 

● 委員長から「放送局の外部機関である番組審議会の機能強化と活性化が必要であり、番

組審議以外に委員が自由に意見・質問を行う時間を設けるべき」との提案があり、放送一

般に関する意見・質問を受けている。 

● 外部の有識者に情報を共有してもらい、意見交換を行う場を１年に２回ほど設けている。

委員の視野を広げる施策として行っている。 

● １年間の批評番組を対象に、全委員の投票で「番組審議会賞」と「優秀賞」を決める賞

典制度を行っている。制作現場のモチベーションを上げ、番組制作が活性化することを狙

っている。 

● 地域における防災、災害後の情報発信のあり方などを活発に議論している。 

● 番組の合評のほか、社業の報告、視聴率の動向、視聴者への対応、編成、放送業界の動

向などを説明し、議論を促している。 

（系列ネットワークの取り組み） 

● 全国番組審議会担当者会議を年１回開催し、系列局の担当者と情報共有、意見交換して

いる。 

● 自社の制作番組だけでなく、全国ネットやブロックネットの番組も課題番組としている。

その際には課題番組の担当者を派遣してもらい、審議の活性化を図っている。 
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 ６.その他  

その他、民放事業者の経営ガバナンスやコンプライアンスの徹底などに関して、次のよう

な課題があげられた。 

 

● 子会社、関連会社が複数かつ多業種になるなか、すべてのグループ会社における経営ガ

バナンスとコンプライアンスの徹底 

● 外部スタッフを含めたコンプライアンスの徹底 

● 制作現場の仕事と働き方改革関連の法令遵守の両立、チェック機能の強化 

● コンプライアンスの徹底に関する社内ツールや情報の更新、社員への浸透 

● 放送事業収入の低減傾向への対策 

● ハラスメントやジェンダーに関する時代の変化に即応したコンプライアンス意識の啓蒙 

● 非上場会社が多い民放事業者におけるガバナンスの構築と情報公開のあり方 

● 企業として時代に対応して変化していくべき施策と、民間放送として時代に流されず守

るべき価値観の両立 

以 上 
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「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」（第２回）資料 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

 

人権尊重、コンプライアンス徹底、ガバナンス確保に関する 

民放連の現下の取り組み 

 

１． 「民放連・緊急人権アクション」（５月２２日理事会決定）の実行 

 

➤会員全社を対象に、人権尊重・コンプライアンスに関するアンケート調査を実施

中。「人権方針の策定」「人権デューディリジェンスの実施」「救済メカニズムの構

築」「カスタマーハラスメント対策」の状況を聞く。 

 

➤アンケート結果を踏まえ、民放業界全体として取り得る方策を検討する。 

 

 

２． 民放事業者のガバナンス確保の方策に関する検討（７月１７日理事会報告） 

 

➤会員社共通のガバナンス上の課題と対応策を検討し、民放連として各社のガバ

ナンス向上の指針となる資料を作成する。 

 

➤指針となる資料の作成に向け会員各社の実情を把握するため、会員全社を対

象に経営ガバナンスに関するアンケート調査を実施中。設問は2019年に実施し

たアンケートを大幅にリバイスし、「経営理念と目標、リスク分析」「経営ガバナン

ス」「企業情報の開示」「ステークホルダーとの対話・協調」の状況を聞く。 

 

➤「ガバナンス対応特別プロジェクト」の下部組織として「ガバナンス対応特別部会」

を設置する。アンケート結果を踏まえ、指針となる資料の作成に向けた実務的

な検討を行う。 

 

以 上 
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2025年９月18日 

日本民間放送連盟 

民間放送のコーポレート・ガバナンス強化に関する基本的考え方（案） 

高い公共性の発揮が求められる民間放送には、公正で透明な事業運営が不可欠である。民

放連は、会員各社がより信頼される存在になることを目指して「民間放送ガバナンス指針」

（仮称）を制定し、それを踏まえたガバナンス強化活動を実施する。 

１．「民間放送ガバナンス指針」（仮称、案）の制定 

「民間放送ガバナンス指針」（仮称、案） 

＜基本理念＞ 

民放連放送基準は「民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、

平和な社会の実現に寄与することを使命」（前文）と定めている。その職責を確実に果たす

ためには、放送の自主自律を堅持しつつ、人権尊重の徹底、法令や社会規範の遵守など、社

会から信頼されるガバナンスを確立することが不可欠である。 

民放連会員社は以下の基本原則に則り、自ら体制等を整え、社会に説明する責任を果た

していくこととする。 

＜基本原則＞ 

1. 公共性の発揮

(1) 国民共有の財産である電波を預かって事業を展開していることを自覚し、公共の福

祉の実現に寄与する。

(2) 公正な報道を旨として、知る権利にこたえて健全な民主主義の発展に貢献する。

(3) 放送法で求められている災害放送や視聴覚障害者向け放送を実施する。

(4) 民間放送は、地域ジャーナリズムの担い手、地域の情報・文化センターとしての機

能を果たす。

2. 人権尊重の徹底

(1) 事業活動全般において人権尊重を徹底する。

(2) 人権が尊重される社内体制を構築して、継続的に改善を行う。

3. 法令や社会規範の遵守

(1) 高い公共性が期待される放送事業者として、法令や社会規範を遵守する。

資料５－１
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(2) 役員・社員は高い倫理観と職業意識を養い、公正で透明な事業活動を行う。 

4. 透明性の向上 

(1) 社会全体がステークホルダーであるという放送事業の性格を踏まえて、企業経営に

かかわる諸情報 （企業理念、役員の構成、基本的な財務情報など）の積極的な開示

を行い、透明性を向上する。 

(2) 自律が独善に陥らないように、幅広いステークホルダー（視聴者 ・リスナー、広告

主、取引先、従業員、地域社会など）との対話の回路を強化する。 

5. 適切な経営体制の確立 

(1) 取締役会は、株主からの負託にこたえて、関係者との取引関係も含めて適切な事業

運営が行われるように業務執行を監督する。直接の業務執行を行わない社外取締役

や監査役の役割は、特に重要である。 

(2) ガバナンス不全が疑われる重大な事案が発生した場合に、会員社の代表者は情報開

示に努めるとともに、信頼回復に向けた施策を積極的に講じる。 

 

＜モニタリング＞ 

会員社は、「民間放送ガバナンス指針」（仮称）の適用状況を自主的に点検し、毎年１回

公表する。民放連は各社の開示状況を集約して公表する。 

公表する事項や方法は、会員社が取締役会の決議を経たうえで、会社の規模に応じて自

主的に決定する。ただし、基本原則「４．透明性の向上」にもとづく、経営情報の開示につ

いては民放連がフォーマットを作成して、各社はそれに基づいて情報の開示を行う。 

民放連は公表に関して、会員社からの問い合わせに応じるなどサポートを行う。 

（●年●月●日  制定） 

 

２．ガバナンス強化活動 

（１）民放連定款の変更 

民放連が行う「事業」を定めた定款第４条を変更し、会員社のコーポレート・ガバナンス

向上にかかわる活動を実施することを明確にする。 

 

（２）「ガバナンス検証審議会」（仮称）の設置 

会員社のガバナンスの向上を支援するとともに、会員社のガバナンス不全が民間放送全体

の信頼を傷つけるような事態に備えて、外部専門家を議長とする「ガバナンス検証審議会」

（仮称、以下、審議会）を2026年●月に新設する。審議会は外部専門家３名、会長、副会長

６名（在京キー局代表者、ラジオ委員長）、専務理事をメンバーとする。 
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審議会は、民間放送全体に影響を及ぼすおそれのあるガバナンス上の重大な不祥事が会員

社に発生した場合、当該社に対して事案に関する報告を求めるとともに、原因究明や再発防

止に対する助言を行い、是正措置の策定を求める。 

なお、民間放送全体のガバナンスの向上を日常的に図るために、審議会に下部機構を置く

ことを検討する。 

 

（３）ガバナンス向上活動の実施 

民放連としてガバナンス向上活動を実施する。具体的な取り組みを以下に例示する。 

①  ガバナンス指針（仮称）の適用状況に関するモニタリング。 

②  会員社のガバナンス強化に関するベストプラクティス例を定例的に調査し、公表する。 

③  人権尊重、法令遵守体制の構築にあたって有用な資料を作成し、また役員や社員を対

象にした研修を実施する。 

④  各社の取締役、監査役を対象としたガバナンスに関する研修等を実施する。 

⑤  民放連としてガバナンスに関する外部専門家と契約し、日常的なガバナンス向上活動

に関する会員社への助言を行う相談窓口を設ける。 

 

以  上 
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民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策（案） 

高い公共性の発揮が求められる民間放送には、公正で透明な事業運営が不可欠である。一

般社団法人日本民間放送連盟（民放連）は、会員各社がより信頼される存在になることを目

指して「民間放送ガバナンス指針」を制定し、それを踏まえたガバナンス強化活動を実施す

る。 

１．「民間放送ガバナンス指針」の制定 

「民間放送ガバナンス指針」（案） 

＜基本理念＞ 

民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現

に寄与することを使命としている。また、知る権利にこたえて健全な民主主義の発展に資

することが民間放送の重要な職責である。この使命や職責を確実に果たすためには、放送

の自主自律を堅持しつつ、人権尊重の徹底、法令や社会規範の遵守など、社会から信頼さ

れるガバナンスを確立することが不可欠である。 

民放連会員社は、民間放送の持続可能性を高めるために、以下の基本原則に則り、自ら

体制等を整え、社会に説明する責任を果たしていくこととする。なお、社会の価値観や事

業環境の変化などに応じて、本指針の見直しを随時行う。 

＜基本原則＞ 

1. 公共性の発揮

(1) 国民共有の財産である電波を預かって事業を展開していることを自覚し、公共の福

祉の実現に寄与する。

(2) 公正な報道を旨として、知る権利にこたえて健全な民主主義の発展に貢献する。

(3) 放送法で求められている災害放送や視聴覚障害者向け放送を実施する。

(4) 地域ジャーナリズムの担い手、地域の情報・文化センターとしての機能を果たす。 

2. 人権尊重の徹底

(1) 事業活動全般において人権尊重を徹底する。

(2) 人権が尊重される社内体制を構築して、継続的に改善を行う。

2025年●月●日 

一般社団法人日本民間放送連盟 
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3. 法令や社会規範の遵守 

(1) 高い公共性が期待される放送事業者として、法令や社会規範を遵守する。 

(2) 役員・社員は高い倫理観と職業意識を養い、公正で透明な事業活動を行う。 

4. 透明性の向上 

(1) 社会全体がステークホルダーであるという放送事業の性格を踏まえて、企業経営に

かかわる諸情報 （企業理念、役員の構成、基本的な財務情報など）の積極的な開示

を行い、透明性を向上する。 

(2) 自律が独善に陥らないように、幅広いステークホルダー（視聴者 ・リスナー、広告

主、取引先、従業員、地域社会など）との対話の回路を強化する。 

5. 適切な経営体制の確立 

(1) 取締役会は、株主からの負託にこたえて、関係者との取引関係も含めて適切な事業

運営が行われるように業務執行を監督する。直接の業務執行を行わない社外取締役

や監査役の役割は、特に重要である。 

(2) 会員社の代表者は、本指針適用の責任を担う。また、ガバナンス不全が疑われる重

大な事案が発生した場合には、必要な情報開示を行いながら、信頼回復に向けた施

策を積極的に講じる。 

 

＜モニタリング＞ 

会員社は、本指針の適用状況を自主的に点検し、毎年１回公表する。民放連は各社の開

示状況を集約して公表する。 

公表する事項や方法は、会員社が取締役会の決議を経たうえで自主的に決定する。ただ

し、基本原則「４．透明性の向上」にもとづく、経営情報の開示については民放連がフォー

マットを作成して、各社はそれに基づいて情報の開示を行う。 

民放連は公表に関して、会員社からの問い合わせに応じるなどサポートを行う。 

（2026年１月22日制定を予定） 

 

２．ガバナンス強化活動 

（１）民放連定款の変更 

民放連が行う「事業」を定めた定款第４条を変更し、会員社のコーポレート・ガバナンス

向上にかかわる活動を実施することを明確にする。 

 

（２）「ガバナンス検証審議会」の設置 

会員社のガバナンスの向上を支援するとともに、会員社のガバナンス不全が民間放送全体
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の信頼を傷つけるような事態に備えて、外部専門家を議長とする「ガバナンス検証審議会」

（以下、審議会）を2025年度末までに新設する。審議会は外部専門家３名、会長、副会長６

名（在京キー局代表者、ラジオ委員長）、専務理事をメンバーとする。 

審議会は、民間放送全体に影響を及ぼすおそれのあるガバナンス上の重大な不祥事が会員

社に発生した場合、当該社に対して事案に関する報告を求めるとともに、原因究明や再発防

止に対する助言を行い、是正措置の策定を求める。審議会は、ガバナンス不全の程度、当該
社の対応の妥当性、民放連としての処分等の必要性などについて審議し、その結果を理事

会に報告する。理事会はこれを尊重して対応を決定する。審議会の開催状況は公表する。 

 

（３）ガバナンス向上活動の実施 

民放連は、審議会の意見や助言を踏まえて、日常的なガバナンス向上活動を実施する。具体

的な取り組みを以下に例示する。 

①  会員社のガバナンス指針の適用状況に関する集約と開示。 

② 会員社がガバナンス指針を適用する際に参考となる資料の作成。 

③ 会員社のガバナンス強化に関するベストプラクティス例を定例的に調査・共有し、公

表する。 

④  人権尊重、法令遵守体制の構築にあたって有用な資料を作成し、また役員や社員を対

象にした研修を実施する。 

⑤  各社の取締役、監査役を対象としたガバナンスに関する研修等を実施する。 

⑥  民放連としてガバナンスに関する外部専門家と契約し、日常的なガバナンス向上活動

に関する会員社への助言を行う相談窓口を設ける。 

以  上 
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2025年10月23日 

「放送事業者のガバナンス確保に関する論点整理（案）」（９月24日） 

に対する民放連の意見 

● 民放連は今年６月以降、会員社のガバナンス向上に関する検討を本格化するとと

もに、本検討会にはオブザーバーとして参画した。検討の進捗状況を毎回説明し、

構成員の方々の意見を民放連の検討に反映させるなど有意義な意見交換を重ね

てきた。

● 「表現の自由や、放送事業者の自主自律を踏まえ、番組編集の自由を維持するこ

とは当然の前提とした上で、ガバナンスについても、一義的には自主自律の下で、

実効性を確保する取り組みを行うこととしてはどうか」（論点整理案５ページ）との

指摘は、放送事業者の自主自律を原則とする放送法の趣旨と合致している。本検

討会の取りまとめは、この指摘の趣旨を十分に踏まえることが前提になると考える。

● 民放各社と民放連が始めようとしている自主的な取り組みを、行政は、まずは見守

っていただきたい。取り組みの実効性を指摘する意見があることは十分認識してお

り、民放各社と民放連は危機意識を持ってガバナンス向上・強化に取り組む考え

である。

● 本検討会では放送事業者の自主的な取り組みを尊重する一方、行政の関与をど

う考えるかも論点となっている。論点整理（案）は「番組内容等への介入にならない

範囲において、必要に応じて適切に関与する」（同５ページ、９ページ）としているが、

民放連は、民放事業者のガバナンス強化における行政の関与は望ましくないと考

える。放送法や放送制度において、「ガバナンス」に関する直接的な規定は存在せ

ず、恣意的な行政判断に繋がる懸念が大きいと言わざるを得ない。また、「番組内

容等への介入にならない範囲」との記述があるが、経営の在り方は番組編集に影

響を及ぼすものであり、「介入」が起こる懸念は拭えないと考える。

● 特に論点整理案９ページ記載の行政の関与のあり方に関する論点については、具

体的な説明が必要だ。▽「経理的基礎に基づく経営基盤の確保の観点から設定

する一定の基準に基づいて」とは、どのような事案を対象に、いかなる基準を用い

て関与するのか、▽「免許に付す条件」とはどのような内容が想定されるのか、▽

「業界団体と連携して対応する」とはどのような形態を指すのか、などである。また、

論点整理（案）には記載がなかったが、本検討会で構成員から指摘があった「免許

期間の短縮」は不利益処分の性格を帯びたものであることから、「制裁ではなく事

業の継続性を目的」との記述に照らして、行政の関与の手法からは除かれたと推

察するが、その認識でよいかも明らかにしてほしい。

● 官民が連携したフォローアップについての記載があるが、放送事業者の自主自律

を侵すような取り組みにならないことを前提に検討を進めていただきたい。

以 上 
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「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」（第７回）資料 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

「民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策」の決定および今後の対応について 

➣ １０月２３日開催の本検討会で民放連が説明した「民間放送のコーポレート・ガバ

ナンス強化策」は、１１月６日開催の民放連理事会で承認され、同日の会員協議会

（会員社の代表者が出席）で報告された。 

➤ 同強化策に基づき、民放連は本年度末までに「民間放送ガバナンス指針」を制定

し、外部専門家を議長とする「ガバナンス検証審議会」を設置する。

➤ 会員各社が「民間放送ガバナンス指針」の自社への適用状況を社会全体に開示

していくうえで参考とする「ガイダンス」や、適用状況や企業情報の開示にあたって

の「フォーマット」を作成中で、指針の制定にあわせて策定する。

➤ 「ガバナンス検証審議会」は各社のガバナンスの向上を支援するとともに、民間

放送全体に影響を及ぼすおそれのあるガバナンス上の重大な不祥事が会員社に

発生した場合に、当該社のガバナンス不全の程度や対応の妥当性、民間放送全

体への影響、民放連としての処分の必要性などを審議する。

➣ 民放連が上記の活動をはじめ会員各社のコーポレート・ガバナンスの確保に資

する事業を行うことを明確にするため、１１月６日の理事会で定款変更案（別紙）を

決定した。１２月１８日の臨時総会に付議し、決議の上、同日施行する予定。

以 上 
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（２） 一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 

（資料２－４、資料６－３） 
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2025年 10月 23 日 
 
放送事業者における 
ガバナンス確保に関する検討会 御中 

 
全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）としての意見 

 
民間放送の自主自立を前提とした検討会でのガバナンス確保に向けた様々な提言は、
ATP 加盟社にとっても重大な関心事となっています。 
これまで ATP は放送事業者との協議を通じて、様々な制作現場の改善要望を伝えてき
ました。しかし、その協議ではご理解頂いた内容が制作現場の社員に十分に周知され
ず、結果として改善につながらないケースも少なくありません。 
ATP としては、今回の取りまとめや指針が放送局の経営トップだけでなく、製作会社
と直接向き合う社員への周知を徹底し、ご理解頂く事で制作環境が改善に向かう事を
願っています。  
 
特に民放連様が策定中の「民間放送ガバナンス指針」に示された、「透明性の向上」や
「適切な経営体制の確立」は、製作会社が期待を寄せている基本原則です。芸能事務
所を含んだ関係者との取引関係の適切化が取締役会の監督下に置かれることにも注目
しています。 
 
残念ながら、制作現場には今も「現場は現場」「視聴率第一主義」といった意識がまだ
残っていると言わざるを得ません。例えば、視聴率アップが期待される出演者の予定
を優先することにより、突然収録日が放送日に近くなり、制作スケジュールの極端な
短縮を強いられることがあります。放送日が迫る中、スタッフの勤務時間が急増し、
深夜残業が発生します。超過した人件費に対して補填はなく、製作会社が捻出するこ
とが常態化しています。このような昔ながらの意識が残っていることにより、様々な
問題が生まれていると考えられます。 
 
検討会での取りまとめを放送局の社員の皆様にも周知いただくことで、番組制作のよ
り良い環境が生まれる事を願ってやみません。 
ATP では、検討会の取りまとめを加盟社に報告し、放送局のイコールパートナーとし
ての責務を果たす所存です。引き続きのご指導、ご高配をお願い申し上げます。  

以上 
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（３） 上田亮子構成員 

（資料２－５） 
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取組の目的・対象

放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会 取りまとめ案 概要

ガバナンス確保に関する取組の基本的な考え方

・ 放送は、時代の変化に応じ、国民の知る権利に奉仕し続けることが必要。
このためには、放送事業者の信頼性・事業の継続性の確保が必要。
・ 放送事業者は、一般の株式会社に求められるガバナンスの確保は前提として、人
権尊重・コンプライアンス確保を中心とした取組を不断に実施。
・ このうち、芸能事務所・番組出演者に関するものは、NHKと民間放送の二元体
制の下、放送業界全体として取組。
・ さらに、新たな事業への展開等、放送の将来像を念頭に置いた前向きな取組を
進め、放送の社会的価値の一層の発揮を図ることが重要。

○ 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会は、民間放送事業者において、広告によって成り立つ民間放送事業の存立基盤を失いかねないばかりか、放
送に対する国民の信頼を失墜させる事案が生じたことを踏まえ、2025年6月から2026年１月までに８回開催（2026年１月●日取りまとめ公表）。

○ 放送事業者が「放送に携わる者の職責」を現代的にアップデートし続け、放送が今後とも社会的役割を果たし続けることができるよう、ガバナンス確保に関する取
組として、基本的な考え方（目的、対象、方針）及び具体的内容（事案の未然防止、事案の発生後の対応、フォローアップ）について、提言。

・ ガバナンス確保は、番組編集の自由の維持は当然の前提とした上で、一義的には自
主自律の下で、実効性のある取組を推進。
・ まずは事業主体である各放送事業者が推進。加えて、業界団体は、放送業界全体
としての信頼性を確保するために積極的に役割を遂行。
・ 行政としても、現実に民放事業の存立基盤が失われかねない脆弱性が顕在化したこ
とを踏まえれば、自主自律に十分配慮して番組内容への介入にならない範囲で、放送
事業者の健全な事業の継続性を確保するために必要な役割を果たすことが適当。

放送事業者・業界団体の取組
【事案の未然防止（平時の取組）】
・ 各放送事業者はガバナンス確保のための体制整備を実施。
・ 業界団体は、業界全体を底上げし信頼性を確保するため、ガバナンス確保のた
めの指針を策定し、取組の具体例、留意事項や、公表事項のフォーマットを提示。
・ 各放送事業者は、指針の取組状況を自ら定期的に評価し、結果を公表。
業界団体は、各放送事業者の取組状況や評価の取りまとめ・確認、ベストプラク
ティスの共有、助言等を実施。
・ 自己評価に客観性を担保するため、第三者の意見を聴き、その結果を反映する
仕組みが必要。

【事案の発生後の対応】
・ 事案の発生した放送事業者が自ら対応するとともに、業界団体も対応※。
※例えば、事案の内容や対応の報告を求めることや、助言を行うこと、事案の内容・性質、
対応等に応じて業界団体のルールに基づいて処分を行うこと等

行政の役割
【事案の未然防止（平時の取組）】
・ 基幹放送普及計画を通じて、ガバナンス確保を促し、放送事業者による自発的な
体制整備を確認することを検討。
自主自律の観点から、体制整備の促進が目的であり、放送事業者の個別具体的な
ガバナンス体制への介入にならないよう慎重に検討することに留意。
【事案の発生後の対応】
・ 事業者・業界団体の対応を見極めた上で、インターネット上での偽・誤情報の問題等
が顕在化している中で、放送が信頼性の高い情報発信などの社会的役割を果たし続
けることができるよう、以下の事項について検討。その際、制裁ではなく経営基盤の持続
可能性を確保するためであること、番組内容への介入にならないよう慎重に制度設計
することに留意。
☞ 経理的基礎が脅かされるおそれのある重大な事案の場合における、適時に一定
の基準に基づく報告の手続きを設けること、
☞特に必要な場合には、免許時に条件を付すこと
（例：経理的基礎が脅かされている状況の解消に必要な措置の報告や実行を求める）

ガバナンス確保に関する取組の具体的内容

取組の方針

外部からのチェック機能が働くよう、官民が連携してフォローアップする仕組みを整備。実効性を確認しつつ、必要に応じて取組の充実等の見直し。フォローアップ
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